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令和 ７ 年 ４ 月 18 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ３５ 　号）

　　　　人事委員会
○石川県人事委員会規則第７号の公布公告 　１

　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

 石 　 川 　 県 　 人 　 事 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号

　 　 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 十 五 条 第 一 項 中 「 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 七 級 以 上 で あ る も の 又 は 第 三 十 五

条 各 号 に 掲 げ る 職 員 で あ る と き は 、 三 ） 」 を 「 医 療 職 給 料 表 ㈡ の 適 用 を 受 け る 職 員 で 、 そ の 職 務 の 級 が 七 級

で あ り 、 か つ 、 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 職 員 に 該 当 す る 場 合 に あ つ て は 三 、 新 た に 職 員 と な つ た 者 が 行 政 職 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 、 そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る 場 合 又 は 第 三 十 五 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 該

当 す る 場 合 に あ つ て は 零 ） 」 に 改 め る 。

　 　 第 三 十 五 条 の 見 出 し を 「 （ 条 例 第 四 条 第 七 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 、 次 に 掲

げ る 職 員 の う ち 」 を 削 り 、 同 条 各 号 を 削 る 。

　 　 第 三 十 五 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 行 政 職 給 料 表 の 八 級 以 上 の 職 員 に 相 当 す る 職 員 ）

　 第 三 十 五 条 の 二 　 条 例 第 四 条 第 八 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。

　 　 一 　 公 安 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 九 級 で あ る も の

　 　 二 　 研 究 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 五 級 で あ る も の

　 　 三 　 医 療 職 給 料 表 ㈠ の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 四 級 で あ る も の

　 　 第 三 十 八 条 の 見 出 し 中 「 職 員 の 範 囲 」 を 「 年 齢 の 特 例 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第 四 条 第 八 項 」 を 「 第 四 条 第 八

項 第 一 号 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 三 号 中 「 条 例 第 十 条 の 二 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 」 を 「 一 般 職

の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号 。 以

下 こ の 項 に お い て 「 改 正 規 則 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の こ の 規 則 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ）

第 五 十 七 条 の 二 に 規 定 す る 地 域 」 に 、 「 条 例 第 十 条 の 二 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 の 級 地 が 五 級 地 、 六 級 地 若 し

人　事　委　員　会

石川県人事委員会規則第７号の公布公告
　石川県公告式条例（昭和25年石川県条例第32号）第５条第１項において準用する同条例第２条第２項ただし書の規
定により、次のとおり県庁前の掲示場及び人事委員会事務局の執務室前に掲示して公布した。
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く は 七 級 地 と さ れ る 地 域 」 を 「 旧 規 則 第 五 十 七 条 の 二 の 規 定 に よ り 地 域 手 当 の 級 地 が 七 級 地 と さ れ て い た 地

域 」 に 、 「 さ れ る 公 署 」 を 「 さ れ て い た 公 署 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 条 例 第 十 条 の 二 の 規 定 に よ る 」 を 「 旧

規 則 第 五 十 七 条 の 二 の 規 定 に よ り 」 に 、 「 さ れ る 」 を 「 さ れ て い た 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 条 例 第 十 条 の

二 の 規 定 に よ る 」 を 「 旧 規 則 第 五 十 七 条 の 二 の 規 定 に よ り 」 に 、 「 さ れ る 」 を 「 さ れ て い た 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 四 条 第 一 号 中 「 配 偶 者 」 の 下 に 「 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

　 　 第 五 十 五 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 五 十 五 条 　 新 た に 条 例 第 九 条 第 一 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 職 員 は 、 別 記 第 二 号 様 式 の 扶 養 親

族 届 に よ り 、 そ の 旨 を 速 や か に 任 命 権 者 （ そ の 委 任 を 受 け た 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 届 出 に 係 る 扶 養 親 族 の 恒 常 的 な 所 得 の 年 間 の 見 込 額 そ の 他 の 扶 養 の

事 実 等 に 変 更 が あ つ た 場 合 に つ い て も 、 同 様 と す る 。

　 ２ 　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 に お い て 扶 養 の 事 実 等 を 認 定 す る こ と が で き る 場 合 と し て 人 事 委 員

会 が 定 め る 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 し な い 。

　 　 第 五 十 六 条 第 一 項 中 「 （ そ の 委 任 を 受 け た 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「 前 条 」 を 「 前 条 第 一 項 」 に 改

め 、 同 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て も 、 同 様 と す る 。

　 　 第 五 十 六 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 第 五 十 六 条 の 二 　 扶 養 手 当 の 支 給 は 、 職 員 が 新 た に 条 例 第 九 条 第 一 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 日

の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 職 員 が 同 項 に 規 定

す る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 以 降 の 日 で

人 事 委 員 会 が 定 め る 日 ） の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も つ

て 終 わ る 。 た だ し 、 扶 養 手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が 、 こ れ に 係

る 事 実 の 生 じ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ の 届 出 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ

の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の と す る 。

　 ２ 　 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に そ の 月 額 を 変 更 す べ き 事 実 が 生 じ た と き は 、 そ の 事 実 の 生 じ た 日 の 属 す る

月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら そ の 支 給 額 を 改 定 す る 。 前 項 た だ し

書 の 規 定 は 、 扶 養 手 当 の 月 額 を 増 額 し て 改 定 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 二 の 表 中 「 七 級 地 」 を 「 五 級 地 」 に 、 「 金 沢 市 　 内 灘 町 」 を 「 金 沢 市 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 中 「 と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 法 第 二 十 二 条

の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 」 と い う 。 ） の 前 日 に 石 川 県

内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た も の に あ つ て は 、 当 該 在 勤 し て い た 期 間 と 当 該 定 年 前 再 任 用 の 直 後 に

石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た 期 間 と を 合 算 し た 期 間 が 六 箇 月 を 超 え る こ と と な る と き を 含

む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ロ 中 「 し て い た こ と と な る と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年

前 再 任 用 の 前 日 に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 当 該 地 域 を 異 に す る 異 動 又 は 当 該 在 勤 す る 公 署 の 移 転 の 日 前

六 箇 月 以 内 に 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 当 該 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た も の に 限 る 。 ハ 及 び 次 号 ホ

に お い て 同 じ 。 ） と し て 勤 務 し て い た も の に あ つ て は 、 適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 及

び 当 該 期 間 に 引 き 続 い て 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 を 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 当 該 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 引 き 続 き 六 箇 月 を 超

え て 在 勤 し て い た こ と と な る と き を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ハ 中 「 し て い た こ と と な る と き 」 の 下 に 「 （ 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年 前 再 任 用 の 前 日 に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の

に あ つ て は 、 適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 及 び 当 該 期 間 に 引 き 続 い て 職 員 と し て 勤 務 し

て い た 期 間 を 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た

場 合 に 、 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 引 き 続 き 六 箇 月 を 超 え て 在 勤 し て い た こ と と な る と き を 含 む 。 ） 」 を

加 え 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 ニ 　 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る も の と の 権 衡 上 必 要 が あ る 場 合 と し て 人

事 委 員 会 が 定 め る 場 合

　 　 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 イ 中 「 と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年 前 再 任 用

の 前 日 に 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た も の に あ つ て は 、 当 該 在 勤 を し て い た 期 間 と 当 該 定 年
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く は 七 級 地 と さ れ る 地 域 」 を 「 旧 規 則 第 五 十 七 条 の 二 の 規 定 に よ り 地 域 手 当 の 級 地 が 七 級 地 と さ れ て い た 地

域 」 に 、 「 さ れ る 公 署 」 を 「 さ れ て い た 公 署 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 条 例 第 十 条 の 二 の 規 定 に よ る 」 を 「 旧

規 則 第 五 十 七 条 の 二 の 規 定 に よ り 」 に 、 「 さ れ る 」 を 「 さ れ て い た 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 条 例 第 十 条 の

二 の 規 定 に よ る 」 を 「 旧 規 則 第 五 十 七 条 の 二 の 規 定 に よ り 」 に 、 「 さ れ る 」 を 「 さ れ て い た 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 四 条 第 一 号 中 「 配 偶 者 」 の 下 に 「 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

　 　 第 五 十 五 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 五 十 五 条 　 新 た に 条 例 第 九 条 第 一 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 職 員 は 、 別 記 第 二 号 様 式 の 扶 養 親

族 届 に よ り 、 そ の 旨 を 速 や か に 任 命 権 者 （ そ の 委 任 を 受 け た 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 届 出 に 係 る 扶 養 親 族 の 恒 常 的 な 所 得 の 年 間 の 見 込 額 そ の 他 の 扶 養 の

事 実 等 に 変 更 が あ つ た 場 合 に つ い て も 、 同 様 と す る 。

　 ２ 　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 に お い て 扶 養 の 事 実 等 を 認 定 す る こ と が で き る 場 合 と し て 人 事 委 員

会 が 定 め る 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 し な い 。

　 　 第 五 十 六 条 第 一 項 中 「 （ そ の 委 任 を 受 け た 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「 前 条 」 を 「 前 条 第 一 項 」 に 改

め 、 同 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て も 、 同 様 と す る 。

　 　 第 五 十 六 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 第 五 十 六 条 の 二 　 扶 養 手 当 の 支 給 は 、 職 員 が 新 た に 条 例 第 九 条 第 一 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 日

の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 開 始 し 、 職 員 が 同 項 に 規 定

す る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 以 降 の 日 で

人 事 委 員 会 が 定 め る 日 ） の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の 前 月 ） を も つ

て 終 わ る 。 た だ し 、 扶 養 手 当 の 支 給 の 開 始 に つ い て は 、 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が 、 こ れ に 係

る 事 実 の 生 じ た 日 か ら 十 五 日 を 経 過 し た 後 に さ れ た と き は 、 そ の 届 出 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ

の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 行 う も の と す る 。

　 ２ 　 扶 養 手 当 を 受 け て い る 職 員 に そ の 月 額 を 変 更 す べ き 事 実 が 生 じ た と き は 、 そ の 事 実 の 生 じ た 日 の 属 す る

月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら そ の 支 給 額 を 改 定 す る 。 前 項 た だ し

書 の 規 定 は 、 扶 養 手 当 の 月 額 を 増 額 し て 改 定 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 二 の 表 中 「 七 級 地 」 を 「 五 級 地 」 に 、 「 金 沢 市 　 内 灘 町 」 を 「 金 沢 市 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ 中 「 と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 法 第 二 十 二 条

の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 」 と い う 。 ） の 前 日 に 石 川 県

内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た も の に あ つ て は 、 当 該 在 勤 し て い た 期 間 と 当 該 定 年 前 再 任 用 の 直 後 に

石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た 期 間 と を 合 算 し た 期 間 が 六 箇 月 を 超 え る こ と と な る と き を 含

む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ロ 中 「 し て い た こ と と な る と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年

前 再 任 用 の 前 日 に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 当 該 地 域 を 異 に す る 異 動 又 は 当 該 在 勤 す る 公 署 の 移 転 の 日 前

六 箇 月 以 内 に 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 当 該 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た も の に 限 る 。 ハ 及 び 次 号 ホ

に お い て 同 じ 。 ） と し て 勤 務 し て い た も の に あ つ て は 、 適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 及

び 当 該 期 間 に 引 き 続 い て 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 を 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 当 該 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 引 き 続 き 六 箇 月 を 超

え て 在 勤 し て い た こ と と な る と き を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ハ 中 「 し て い た こ と と な る と き 」 の 下 に 「 （ 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年 前 再 任 用 の 前 日 に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の

に あ つ て は 、 適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 及 び 当 該 期 間 に 引 き 続 い て 職 員 と し て 勤 務 し

て い た 期 間 を 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た

場 合 に 、 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 引 き 続 き 六 箇 月 を 超 え て 在 勤 し て い た こ と と な る と き を 含 む 。 ） 」 を

加 え 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 ニ 　 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る も の と の 権 衡 上 必 要 が あ る 場 合 と し て 人

事 委 員 会 が 定 め る 場 合

　 　 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 イ 中 「 と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年 前 再 任 用

の 前 日 に 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た も の に あ つ て は 、 当 該 在 勤 を し て い た 期 間 と 当 該 定 年
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前 再 任 用 の 直 後 に 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た 期 間 と を 合 算 し た 期 間 が 一 年 を 超 え る こ と と

な る と き を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ロ 中 「 と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年 前 再 任

用 の 前 日 に 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た も の に あ つ て は 、 当 該 在 勤 し て い た 期 間 と 当 該 定 年

前 再 任 用 の 直 後 に 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 を 含 む 地 域 手 当 支 給 地 域 に 引 き 続 き 六 箇 月 を 超 え て 在 勤 し て

い た と き を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ハ 中 「 し て い た こ と と な る と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

で あ つ て 定 年 前 再 任 用 の 前 日 に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 当 該 地 域 を 異 に す る 異 動 又 は 当 該 在 勤 す る 公 署

の 移 転 の 日 前 一 年 以 内 に 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 当 該 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た も の に 限 る 。 ニ

に お い て 同 じ 。 ） と し て 勤 務 し て い た も の に あ つ て は 、 適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 及

び 当 該 期 間 に 引 き 続 い て 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 を 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 当 該 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 引 き 続 き 一 年 を 超 え

て 在 勤 し て い た こ と と な る と き を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ニ 中 「 し て い た こ と と な る と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年 前 再 任 用 の 前 日 に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の

に あ つ て は 、 適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 及 び 当 該 期 間 に 引 き 続 い て 職 員 と し て 勤 務 し

て い た 期 間 を 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た

場 合 に 、 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 引 き 続 き 一 年 を 超 え て 在 勤 し て い た こ と と な る と き を 含 む 。 ） 」 を 加

え 、 同 号 ホ 中 「 し て い た こ と と な る と き 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ つ て 定 年 前 再 任 用 の

前 日 に 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た も の に あ つ て は 、 適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し

て い た 期 間 及 び 当 該 期 間 に 引 き 続 い て 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 を 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 を 含 む 地 域 手

当 支 給 地 域 に 引 き 続 き 六 箇 月 を 超 え て 在 勤 し て い た と き を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 ヘ 　 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 イ か ら ホ ま で に 掲 げ る も の と の 権 衡 上 必 要 が あ る 場 合 と し て 人

事 委 員 会 が 定 め る 場 合

　 　 第 五 十 七 条 の 三 第 二 項 第 一 号 中 「 第 十 条 の 二 第 二 項 第 七 号 」 を 「 第 十 条 の 二 第 二 項 第 五 号 」 に 改 め 、 同 項

第 二 号 の 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 イ の 項 中 「 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 に 」 を 「 適 用 日 前 の 特

例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 を 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 当

該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 に 」 に 、 「 さ か の ぼ つ た 日 」 を 「 遡 つ た 日 」 に 、 「 当 該 石 川 県 外 」 を 「 こ と と

な る 当 該 石 川 県 外 」 に 改 め 、 同 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 ロ の 項 中 「 第 十 条 の 二 第 二 項 第 七 号 」 を 「 第

十 条 の 二 第 二 項 第 五 号 」 に 改 め 、 同 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 ニ の 項 中 「 さ か の ぼ つ た 日 」 を 「 遡 つ た

日 」 に 改 め 、 同 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 ホ の 項 中 「 第 十 条 の 二 第 二 項 第 七 号 」 を 「 第 十 条 の 二 第 二 項

第 五 号 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 ヘ 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 割 合

　 　 第 五 十 七 条 の 三 第 三 項 中 「 第 一 項 第 一 号 イ 及 び ハ 」 を 「 第 一 項 第 一 号 イ 、 ハ 及 び ニ 」 に 、 「 同 項 第 二 号 ロ

及 び ホ 」 を 「 同 項 第 二 号 ロ 、 ホ 及 び ヘ 」 に 、 「 場 合 と す る 」 を 「 場 合 （ 第 一 項 第 一 号 ニ 及 び 同 項 第 二 号 ヘ に

つ い て は 、 人 事 委 員 会 が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ） と す る 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 三 の 二 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　 ２ 　 条 例 第 十 条 の 四 第 二 項 の 異 動 等 に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も の と

す る 。

　 　 一 　 定 年 前 再 任 用 （ 法 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 の 翌 日 に お け る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） を さ れ る こ と 。

　 　 二 　 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 人 事 委 員 会 が 定 め る も の

　 　 第 五 十 七 条 の 三 の 三 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 五 十 七 条 の 三 の 三 　 条 例 第 十 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支 給 さ れ る 職

員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 職 員 と は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 を い う も の と す る 。

　 　 一 　 人 事 交 流 等 に よ り 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 で あ り 、 か つ 、 適 用 日 前 三 年 以 内 の 特 例 適 用

職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 に 第 五 十 七 条 の 二 に 規 定 す る 地 域 に お い て 勤 務 し て い た 職 員 （ 適 用 日 前 三

年 以 内 の 期 間 に お い て 、 か つ て 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 勤 務 し て い た 者 で 人 事 交 流 等 に よ り 引

き 続 き 特 例 適 用 職 員 と な つ た も の に あ つ て は 、 当 該 期 間 に 同 条 に 規 定 す る 地 域 に お い て 勤 務 し て い た

者 ） の う ち 、 適 用 日 前 三 年 以 内 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 （ 常 時 勤 務 に 服 す る 者 と し て 適
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用 日 の 前 日 ま で 引 き 続 き 勤 務 し て い た 期 間 に 限 る 。 ） を 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 勤 務 し て い た

も の と し た 場 合 に 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 地 域 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る こ と と な る 者

　 　 二 　 前 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 職 員 の う ち 、 当 該 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ

た 日 の 前 日 に 地 域 手 当 支 給 地 域 に お い て 勤 務 し て い た 者 で 、 当 該 異 動 等 に 準 ず る も の を 条 例 第 十 条 の 四

第 一 項 に 規 定 す る 異 動 等 と み な し た 場 合 に 同 項 に 規 定 す る 地 域 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る こ と と な る 者

　 　 三 　 前 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 職 員 で 、 当 該 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 日

の 前 日 に 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支 給 さ れ て い た も の 又 は 前 号 に 掲 げ る 職 員 と し

て 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支 給 さ れ て い た も の の う ち 、 当 該 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 日

前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 こ れ ら の 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す

る こ と と な る 者

　 　 四 　 前 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 職 員 の う ち 、 前 三 号 に 規 定 す る 職 員 と の 権 衡

上 必 要 が あ る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が 認 め る 者

　 ２ 　 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 規 定 す る 職 員 に 支 給 す る 地 域 手 当 の 額 及 び 支 給 期 間 は 、 同 項 第 一 号 か ら 第

三 号 ま で の 場 合 に 具 備 す る こ と と な る 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 の 支 給 要 件 に 基 づ き 、 同 項 の 規 定 に よ り 支 給

さ れ る こ と と な る 額 及 び 期 間 と し 、 前 項 第 四 号 に 規 定 す る 職 員 に 支 給 す る 地 域 手 当 の 額 及 び 支 給 期 間 に つ

い て は 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 第 二 号 中 「 条 例 第 九 条 に 規 定 す る 扶 養 親 族 で 条 例 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ て

い る 者 に 限 る 」 を 「 職 員 の 配 偶 者 で 他 に 生 計 の 途 が な く 主 と し て 当 該 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る も の 及 び 条 例

第 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 扶 養 親 族 を い う 」 に 改 め 、 「 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事

情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 四 の 二 第 一 号 中 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 「 職 員 以 外 の 地 方 公

務 員 、 国 家 公 務 員 又 は 第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 一 項 で 定 め る 法 人 に 使 用 さ れ る 者 か ら 引 き 続 き 」 を 「 新 た

に 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 五 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　 ３ 　 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 に お い て 居 住 の 実 情 を 認 定 す る こ と が で き る 場 合 と し て 人 事 委 員

会 が 定 め る 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 し な い 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 六 第 一 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 前 条 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て も 、 同 様 と す る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 八 第 一 項 中 「 欠 く に 至 つ た 日 」 の 下 に 「 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 要

件 を 欠 く に 至 つ た 日 以 降 の 日 で 人 事 委 員 会 が 定 め る 日 ） 」 を 加 え る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 中 「 及 び 第 三 項 」 を 削 る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 ２ 　 条 例 第 十 条 の 六 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る や む を 得 な い 事 情 は 、 第 五 十 七 条 の 四 の 十 に 規 定 す る

や む を 得 な い 事 情 と す る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 三 項 第 一 号 中 「 次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 」 を 「 外 国 機 関 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 派 遣 又 は 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 職 員 派 遣 か ら 職 務 に 復 帰 し た こ

と 」 に 改 め 、 同 号 中 イ 及 び ロ を 削 り 、 同 項 第 七 号 中 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家 公 務 員 又 は 第 一 項 で 定 め

る 法 人 に 使 用 さ れ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 」 を 「 新 た に 」 に 、 「 と 、 」 を 「 と 、 「 第 五 十 七 条 の 四

の 十 」 と あ る の を 「 前 項 」 と 、 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 五 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　 ３ 　 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 に お い て 配 偶 者 等 と の 別 居 の 状 況 等 を 認 定 す る こ と が で き る 場 合

と し て 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 し な い 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 六 第 一 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 前 条 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て も 、 同 様 と す る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 七 第 一 項 中 「 欠 く に 至 つ た 日 」 の 下 に 「 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に あ つ て は 、 当 該

要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 以 降 の 日 で 人 事 委 員 会 が 定 め る 日 ） 」 を 加 え る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 六 第 二 項 中 「 合 算 し た 額 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は 、 現 に 受 け る

給 料 の 月 額 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 及 び 第 四 項 中 「 職 員 に 」 を 「 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除
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用 日 の 前 日 ま で 引 き 続 き 勤 務 し て い た 期 間 に 限 る 。 ） を 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 勤 務 し て い た

も の と し た 場 合 に 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 地 域 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る こ と と な る 者

　 　 二 　 前 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 職 員 の う ち 、 当 該 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ

た 日 の 前 日 に 地 域 手 当 支 給 地 域 に お い て 勤 務 し て い た 者 で 、 当 該 異 動 等 に 準 ず る も の を 条 例 第 十 条 の 四

第 一 項 に 規 定 す る 異 動 等 と み な し た 場 合 に 同 項 に 規 定 す る 地 域 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る こ と と な る 者

　 　 三 　 前 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 職 員 で 、 当 該 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 日

の 前 日 に 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支 給 さ れ て い た も の 又 は 前 号 に 掲 げ る 職 員 と し

て 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支 給 さ れ て い た も の の う ち 、 当 該 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 日

前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 こ れ ら の 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す

る こ と と な る 者

　 　 四 　 前 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 異 動 等 に 準 ず る も の が あ つ た 職 員 の う ち 、 前 三 号 に 規 定 す る 職 員 と の 権 衡

上 必 要 が あ る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が 認 め る 者

　 ２ 　 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 規 定 す る 職 員 に 支 給 す る 地 域 手 当 の 額 及 び 支 給 期 間 は 、 同 項 第 一 号 か ら 第

三 号 ま で の 場 合 に 具 備 す る こ と と な る 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 の 支 給 要 件 に 基 づ き 、 同 項 の 規 定 に よ り 支 給

さ れ る こ と と な る 額 及 び 期 間 と し 、 前 項 第 四 号 に 規 定 す る 職 員 に 支 給 す る 地 域 手 当 の 額 及 び 支 給 期 間 に つ

い て は 、 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 第 二 号 中 「 条 例 第 九 条 に 規 定 す る 扶 養 親 族 で 条 例 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ て

い る 者 に 限 る 」 を 「 職 員 の 配 偶 者 で 他 に 生 計 の 途 が な く 主 と し て 当 該 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る も の 及 び 条 例

第 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 扶 養 親 族 を い う 」 に 改 め 、 「 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事

情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 四 の 二 第 一 号 中 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 「 職 員 以 外 の 地 方 公

務 員 、 国 家 公 務 員 又 は 第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 一 項 で 定 め る 法 人 に 使 用 さ れ る 者 か ら 引 き 続 き 」 を 「 新 た

に 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 五 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　 ３ 　 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 に お い て 居 住 の 実 情 を 認 定 す る こ と が で き る 場 合 と し て 人 事 委 員

会 が 定 め る 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 し な い 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 六 第 一 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 前 条 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て も 、 同 様 と す る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 八 第 一 項 中 「 欠 く に 至 つ た 日 」 の 下 に 「 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 要

件 を 欠 く に 至 つ た 日 以 降 の 日 で 人 事 委 員 会 が 定 め る 日 ） 」 を 加 え る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 中 「 及 び 第 三 項 」 を 削 る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 ２ 　 条 例 第 十 条 の 六 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る や む を 得 な い 事 情 は 、 第 五 十 七 条 の 四 の 十 に 規 定 す る

や む を 得 な い 事 情 と す る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 三 項 第 一 号 中 「 次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 」 を 「 外 国 機 関 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 派 遣 又 は 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 職 員 派 遣 か ら 職 務 に 復 帰 し た こ

と 」 に 改 め 、 同 号 中 イ 及 び ロ を 削 り 、 同 項 第 七 号 中 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家 公 務 員 又 は 第 一 項 で 定 め

る 法 人 に 使 用 さ れ る 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 」 を 「 新 た に 」 に 、 「 と 、 」 を 「 と 、 「 第 五 十 七 条 の 四

の 十 」 と あ る の を 「 前 項 」 と 、 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 五 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　 ３ 　 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 命 権 者 に お い て 配 偶 者 等 と の 別 居 の 状 況 等 を 認 定 す る こ と が で き る 場 合

と し て 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 し な い 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 六 第 一 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 前 条 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て も 、 同 様 と す る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 四 の 十 七 第 一 項 中 「 欠 く に 至 つ た 日 」 の 下 に 「 （ 人 事 委 員 会 が 定 め る 場 合 に あ つ て は 、 当 該

要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 以 降 の 日 で 人 事 委 員 会 が 定 め る 日 ） 」 を 加 え る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 六 第 二 項 中 「 合 算 し た 額 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は 、 現 に 受 け る

給 料 の 月 額 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 及 び 第 四 項 中 「 職 員 に 」 を 「 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除
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く 。 ） に 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 八 第 二 項 中 「 合 計 額 に 、 」 を 「 合 計 額 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は 、 現 に 受 け

て い る 給 料 の 月 額 ） に 、 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 職 員 に 」 を 「 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除

く 。 ） に 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 一 号 中 「 復 帰 し 」 の 下 に 「 、 又 は 定 年 前 再 任 用 を さ れ 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 中

「 以 下 」 の 下 に 「 こ の 条 に お い て 」 を 加 え 、 「 職 員 と な つ て 」 を 「 職 員 と な り 、 又 は 定 年 前 再 任 用 を さ れ 」 に

改 め 、 同 項 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

　 　 三 　 定 年 前 再 任 用 を さ れ 、 か つ 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 の 前 日 に 在 勤 し て い た 公 署 に 引 き 続 き 在 勤 す る こ

と と な つ た 職 員 の う ち 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 条 例 第

十 一 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 新 た に 特 地 公 署 又 は 準 特 地 公 署 に 該 当 す る こ と と な つ た 公 署 に 在 勤 す る 職

員 で 、 指 定 日 前 三 年 以 内 に 当 該 公 署 に 異 動 し 、 当 該 異 動 に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た も の と な る も の

　 　 四 　 定 年 前 再 任 用 を さ れ た 職 員 で 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 の 前 日 に 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 項 の

規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 を 支 給 さ れ て い た も の の う ち 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き

続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 こ れ ら の 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 の 支 給 要 件 を

具 備 す る こ と と な る も の

　 　 五 　 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 当 該 各 号 に 規 定 す る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が

認 め る も の

　 　 第 五 十 七 条 の 九 第 三 項 第 一 号 中 「 又 は 前 項 第 一 号 の 復 帰 の 日 」 を 「 、 前 項 第 一 号 の 復 帰 の 日 又 は 定 年 前 再

任 用 を さ れ た 日 」 に 、 「 及 び 第 三 号 」 を 「 か ら 第 五 号 ま で 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 公 署 が 」 を 「 公 署 が 、 」

に 、 「 日 前 に 」 を 「 日 又 は 定 年 前 再 任 用 を さ れ た 日 前 に 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

　 　 四 　 前 項 第 三 号 に 規 定 す る 職 員 　 当 該 職 員 が 同 号 の 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

と し て 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ り 指 定 日 以 降 支 給 さ れ

る こ と と な る 期 間 及 び 額

　 　 五 　 前 項 第 四 号 に 規 定 す る 職 員 　 当 該 職 員 が 同 号 の 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

と し て 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り 当 該 定 年

前 再 任 用 の 日 以 降 支 給 さ れ る こ と と な る 期 間 及 び 額

　 　 六 　 前 項 第 五 号 に 規 定 す る 職 員 　 人 事 委 員 会 が 別 に 定 め る 期 間 及 び 額

　 　 第 五 十 七 条 の 十 一 及 び 第 五 十 七 条 の 十 三 第 二 項 中 「 合 計 額 」 の 下 に 「 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に あ

つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 の 月 額 ） 」 を 加 え る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 　 条 例 第 十 一 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 を 支 給 さ れ る 教 職 員 は 、 次 に 掲 げ る も の

と す る 。

　 　 一 　 新 た に へ き 地 等 学 校 に 該 当 す る こ と と な つ た 学 校 に 勤 務 す る 教 職 員 の う ち 、 そ の へ き 地 等 学 校 に 該 当

す る こ と と な つ た 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 指 定 日 」 と い う 。 ） 前 に 当 該 学 校 に 異 動 し 、 当 該 異 動 に 伴

つ て 住 居 を 移 転 し た 者 で 指 定 日 に お い て 当 該 異 動 の 日 か ら 起 算 し て 三 年 を 経 過 し て い な い も の

　 　 二 　 定 年 前 再 任 用 を さ れ 、 へ き 地 等 学 校 に 勤 務 す る こ と と な つ た 教 職 員 で 、 当 該 学 校 に 勤 務 す る こ と と な

つ た こ と に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た も の

　 　 三 　 新 た に へ き 地 等 学 校 に 該 当 す る こ と と な つ た 学 校 に 勤 務 す る 教 職 員 の う ち 、 指 定 日 前 に 定 年 前 再 任 用

を さ れ 、 当 該 学 校 に 勤 務 す る こ と と な つ た こ と に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た 者 で 、 指 定 日 に お い て 当 該 定 年

前 再 任 用 の 日 か ら 起 算 し て 三 年 を 経 過 し て い な い も の

　 　 四 　 定 年 前 再 任 用 を さ れ 、 か つ 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 の 前 日 に 勤 務 し て い た 学 校 に 引 き 続 き 勤 務 す る こ

と と な つ た 教 職 員 の う ち 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 条 例

第 十 一 条 の 五 第 二 項 に 規 定 す る 新 た に へ き 地 等 学 校 に 該 当 す る こ と と な つ た 学 校 に 勤 務 す る 教 職 員 で 、

指 定 日 前 三 年 以 内 に 当 該 学 校 に 異 動 し 、 当 該 異 動 に 伴 つ て 住 居 を 移 転 し た も の と な る も の

　 　 五 　 定 年 前 再 任 用 を さ れ た 教 職 員 で 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 の 前 日 に 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 項

の 規 定 に よ る へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 を 支 給 さ れ て い た も の の う ち 、 当 該 定 年 前 再 任 用 の 日 前 か ら 引 き

続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 こ れ ら の 項 の 規 定 に よ る へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 の 支 給 要 件 を 具

備 す る こ と と な る も の
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　 　 六 　 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 当 該 各 号 に 規 定 す る 教 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る 教 職 員 と し て 人 事 委 員

会 が 認 め る も の

　 　 第 六 十 二 条 の 三 を 削 る 。

　 　 第 六 十 二 条 の 二 第 一 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項 第 五 号 中 「 採 用 さ れ た 職 員 」 の 下 に 「 （ 次 項 第 五 号 に お い て

「 第 一 号 任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 イ 中 「 石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年

石 川 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ） 」 を 「 育 児 休 業 条 例 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 採 用 さ れ

た 職 員 」 の 下 に 「 （ 次 項 第 六 号 に お い て 「 特 定 任 期 付 職 員 」 と い う 。 ） 」 を 、 「 又 は 」 の 下 に 「 同 条 第 四 項 （ 育

児 休 業 条 例 第 十 七 条 第 三 項 （ 育 児 休 業 条 例 第 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え

て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 及 び 次 項 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 」 を 加 え 、 同 号 イ 中 「 （ 育

児 休 業 条 例 第 十 七 条 第 三 項 （ 育 児 休 業 条 例 第 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え

て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 一 項 と し 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　 ２ 　 条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

　 　 一 　 次 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 職 員 以 外 の 管 理 監 督 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の 占 め る 職 に 係 る 管 理 職

手 当 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 一 種 　 六 千 円

　 　 　 ロ 　 二 種 　 五 千 円

　 　 　 ハ 　 三 種 　 四 千 三 百 円

　 　 　 ニ 　 四 種 　 三 千 五 百 円

　 　 　 ホ 　 五 種 　 三 千 円

　 　 二 　 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 管 理 監 督 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の

占 め る 職 に 係 る 管 理 職 手 当 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 一 種 　 五 千 五 百 円

　 　 　 ロ 　 二 種 　 四 千 五 百 円

　 　 　 ハ 　 三 種 　 三 千 八 百 円

　 　 　 ニ 　 四 種 　 三 千 円

　 　 　 ホ 　 五 種 　 二 千 五 百 円

　 　 三 　 管 理 監 督 職 員 の う ち 高 等 学 校 等 の 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の 占 め る 職 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る

額

　 　 　 イ 　 校 長 及 び 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 校 長 相 当 の 者 が 占 め る 職 　 三 千 円

　 　 　 ロ 　 副 校 長 、 教 頭 、 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 副 校 長 相 当 の 者 又 は 教 頭 相 当 の 者 が

占 め る 職 及 び 部 主 事 　 二 千 円

　 　 四 　 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 管 理 監 督 職 員 の う ち 高 等 学 校 等 の 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の 占

め る 職 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 校 長 及 び 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 校 長 相 当 の 者 が 占 め る 職 　 二 千 五 百 円

　 　 　 ロ 　 副 校 長 、 教 頭 、 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 副 校 長 相 当 の 者 又 は 教 頭 相 当 の 者 が

占 め る 職 及 び 部 主 事 　 千 五 百 円

　 　 五 　 第 一 号 任 期 付 研 究 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 が 受 け る 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 一 項 第 一 号 の 給 料 表 の 号

給 又 は 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 六 号 給 及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 　 六 千 円

　 　 　 ロ 　 四 号 給 及 び 五 号 給 　 五 千 円

　 　 　 ハ 　 二 号 給 及 び 三 号 給 　 四 千 三 百 円

　 　 　 ニ 　 一 号 給 　 三 千 五 百 円

　 　 六 　 特 定 任 期 付 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 が 受 け る 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 二 項 の 給 料 表 の 号 給 又 は 同 条

第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 六 号 給 及 び 七 号 給 並 び に 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 　 六 千 円

　 　 　 ロ 　 五 号 給 　 五 千 円

　 　 　 ハ 　 二 号 給 か ら 四 号 給 ま で 　 四 千 三 百 円
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　 　 六 　 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 当 該 各 号 に 規 定 す る 教 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る 教 職 員 と し て 人 事 委 員

会 が 認 め る も の

　 　 第 六 十 二 条 の 三 を 削 る 。

　 　 第 六 十 二 条 の 二 第 一 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項 第 五 号 中 「 採 用 さ れ た 職 員 」 の 下 に 「 （ 次 項 第 五 号 に お い て

「 第 一 号 任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 イ 中 「 石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年

石 川 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ） 」 を 「 育 児 休 業 条 例 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 採 用 さ れ

た 職 員 」 の 下 に 「 （ 次 項 第 六 号 に お い て 「 特 定 任 期 付 職 員 」 と い う 。 ） 」 を 、 「 又 は 」 の 下 に 「 同 条 第 四 項 （ 育

児 休 業 条 例 第 十 七 条 第 三 項 （ 育 児 休 業 条 例 第 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え

て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 及 び 次 項 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 」 を 加 え 、 同 号 イ 中 「 （ 育

児 休 業 条 例 第 十 七 条 第 三 項 （ 育 児 休 業 条 例 第 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え

て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 一 項 と し 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

　 ２ 　 条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

　 　 一 　 次 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 職 員 以 外 の 管 理 監 督 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の 占 め る 職 に 係 る 管 理 職

手 当 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 一 種 　 六 千 円

　 　 　 ロ 　 二 種 　 五 千 円

　 　 　 ハ 　 三 種 　 四 千 三 百 円

　 　 　 ニ 　 四 種 　 三 千 五 百 円

　 　 　 ホ 　 五 種 　 三 千 円

　 　 二 　 第 四 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 管 理 監 督 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の

占 め る 職 に 係 る 管 理 職 手 当 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 一 種 　 五 千 五 百 円

　 　 　 ロ 　 二 種 　 四 千 五 百 円

　 　 　 ハ 　 三 種 　 三 千 八 百 円

　 　 　 ニ 　 四 種 　 三 千 円

　 　 　 ホ 　 五 種 　 二 千 五 百 円

　 　 三 　 管 理 監 督 職 員 の う ち 高 等 学 校 等 の 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の 占 め る 職 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る

額

　 　 　 イ 　 校 長 及 び 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 校 長 相 当 の 者 が 占 め る 職 　 三 千 円

　 　 　 ロ 　 副 校 長 、 教 頭 、 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 副 校 長 相 当 の 者 又 は 教 頭 相 当 の 者 が

占 め る 職 及 び 部 主 事 　 二 千 円

　 　 四 　 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る 管 理 監 督 職 員 の う ち 高 等 学 校 等 の 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の 占

め る 職 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 校 長 及 び 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 校 長 相 当 の 者 が 占 め る 職 　 二 千 五 百 円

　 　 　 ロ 　 副 校 長 、 教 頭 、 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 副 校 長 相 当 の 者 又 は 教 頭 相 当 の 者 が

占 め る 職 及 び 部 主 事 　 千 五 百 円

　 　 五 　 第 一 号 任 期 付 研 究 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 が 受 け る 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 一 項 第 一 号 の 給 料 表 の 号

給 又 は 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 六 号 給 及 び 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 　 六 千 円

　 　 　 ロ 　 四 号 給 及 び 五 号 給 　 五 千 円

　 　 　 ハ 　 二 号 給 及 び 三 号 給 　 四 千 三 百 円

　 　 　 ニ 　 一 号 給 　 三 千 五 百 円

　 　 六 　 特 定 任 期 付 職 員 　 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 が 受 け る 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 二 項 の 給 料 表 の 号 給 又 は 同 条

第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

　 　 　 イ 　 六 号 給 及 び 七 号 給 並 び に 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 　 六 千 円

　 　 　 ロ 　 五 号 給 　 五 千 円

　 　 　 ハ 　 二 号 給 か ら 四 号 給 ま で 　 四 千 三 百 円
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　 　 　 ニ 　 一 号 給 　 三 千 五 百 円

　 　 第 六 十 二 条 の 二 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 を 第 六 十 二 条 の 三 と し 、 第 六 十 二 条 の 次 に 次 の 見 出 し 及 び 一 条

を 加 え る 。

　 （ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 ）

　 第 六 十 二 条 の 二 　 条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 勤 務 は 、 同 条 第 一 項 （ 石 川 県 職 員 等 の

育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 石 川 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 第 一 項

（ 育 児 休 業 条 例 第 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 場 合 を 含 む 。 第 六 十 二 条 の 三 の 二 に お い て 同 じ 。 ） の 勤 務 に 従 事 し た 時 間 が 六 時 間 を 超 え る 場 合

の 勤 務 と す る 。

　 　 第 六 十 二 条 の 三 の 二 中 「 第 六 十 二 条 の 二 第 二 項 及 び 前 条 第 一 項 」 を 「 第 六 十 二 条 の 三 」 に 、 「 第 六 十 二 条

の 二 第 二 項 第 一 号 」 を 「 同 条 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 前 条 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第 二 項 第 一 号 」 に 改 め 、 同 条 を

第 六 十 二 条 の 三 の 三 と し 、 同 条 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 第 六 十 二 条 の 三 の 二 　 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を

支 給 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 職 員 が し た 同 条 第 二 項 の 勤 務 は 、 同 条 第 一 項 の 勤 務 と み な す 。

　 　 一 　 条 例 第 十 七 条 の 二 第 一 項 の 勤 務 を し た 後 、 引 き 続 い て 同 条 第 二 項 の 勤 務 を し た 場 合

　 　 二 　 条 例 第 十 七 条 の 二 第 二 項 の 勤 務 を し た 後 、 引 き 続 い て 同 条 第 一 項 の 勤 務 を し た 場 合

　 　 第 七 十 一 条 第 一 号 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 次 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 」 に 、 「 百 分 の

二 百 十 五 」 を 「 百 分 の 三 百 十 五 」 に 、 「 百 分 の 二 百 五 十 五 」 を 「 百 分 の 三 百 七 十 五 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中

「 百 分 の 百 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 五 十 」 に 、 「 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 八 十 」 に 改 め 、 同 条 に 次

の 一 号 を 加 え る 。

　 　 三 　 任 期 付 職 員 条 例 第 六 条 第 二 項 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 　 百 分 の 二 百 六 十 二 ・ 五

　 　 第 七 十 一 条 の 三 第 二 項 を 削 る 。

　 　 第 七 十 一 条 の 四 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 一 　 扶 養 親 族 （ 職 員 の 配 偶 者 で 他 に 生 計 の 途 が な く 主 と し て 当 該 職 員 の 扶 養 を 受 け て い る も の 及 び 条 例 第

九 条 第 二 項 に 規 定 す る 扶 養 親 族 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 有 す る 者

　 　 第 七 十 一 条 の 五 第 一 項 中 「 第 七 十 五 条 第 一 項 第 三 号 」 を 「 第 七 十 五 条 第 一 項 第 二 号 」 に 改 め る 。

　 　 第 七 十 五 条 第 一 項 中 第 一 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 一 号 と し 、 第 三 号 を 第 二 号 と す る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 十 四 第 一 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 三 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 八 第 一 項 第 三 号 又 は 第 四 号 の 職 員 た る 要 件 を 欠 く に 至 つ た 場 合

　 　 第 七 十 六 条 の 十 四 第 二 項 中 「 変 更 」 の 下 に 「 又 は 前 項 第 三 号 に 該 当 す る こ と と な つ た こ と 」 を 加 え る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 十 五 第 一 項 中 「 提 示 」 の 下 に 「 又 は 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 八 第 一 項 第 三 号 若 し く は 第 四 号 の

職 員 た る 要 件 を 具 備 し て い る こ と を 証 明 す る 書 類 の 提 出 」 を 加 え る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 十 七 第 一 項 中 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 を 「 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 に 規 定 す る 新 幹 線 鉄 道 等 （ 以

下 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 十 八 第 一 項 中 「 （ 次 項 」 の 下 に 「 及 び 第 七 十 六 条 の 二 十 第 二 号 」 を 加 え 、 同 項 第 一 号 中 「 第

二 十 二 条 の 六 第 七 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 六 第 八 項 」 に 改 め る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 第 一 号 中 「 （ 同 項 第 一 号 に 規 定 す る 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 （ 以 下 「 一 箇 月 当 た り

の 運 賃 等 相 当 額 」 と い う 。 ） 及 び 同 項 第 二 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 が 六 万 円 を 超 え る と き は 、 そ の 者 の 通 勤 手

当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 六 万 円 に 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た

額 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 二 号 中 「 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 （ 二 以 上 の 普 通 交 通 機 関 等 を 利 用 す る も の と し

て 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 に あ つ て は 」 を 「 運 賃 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 普

通 交 通 機 関 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お い て は 」 に 改 め る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 二 中 「 通 常 の 通 勤 の 経 路 及 び 方 法 に よ る 場 合 に は 公 署 を 異 に す る 異 動 又 は 在 勤 す る

公 署 の 移 転 前 の 通 勤 時 間 よ り 長 時 間 の 通 勤 時 間 を 要 す る こ と と な る こ と 等 の 通 勤 の 実 情 の 」 を 「 通 勤 の 実 情

に 」 に 改 め 、 「 あ る も の 」 の 下 に 「 （ 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善 が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） 」

を 加 え る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 三 中 「 お い て 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 通 勤 の た め 利 用 す る 経 路 に 変 更 が 生 じ な い と き の 当

該 転 居 後 の 住 居 及 び 人 事 委 員 会 が こ れ に 準 ず る と 認 め る 住 居 」 を 「 お け る 次 に 掲 げ る 住 居 」 に 改 め 、 同 条 に
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次 の 各 号 を 加 え る 。

　 　 一 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ な い と き の 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 二 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ る と き の 当 該 転 居 後 の 住 居 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の

　 　 　 イ 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 本 文 に 規 定 す る 直 前 の 住 居 か ら 通 勤 す る 場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に

係 る 経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 旧 最 寄 り 駅 等 」 と い う 。 ） と 、 当 該 転 居 後 の 住 居 か ら 通 勤

す る 場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 新 最 寄 り 駅 等 」 と い

う 。 ） と が 、 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に お い て 隣 接 し て い る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 　 ロ 　 イ に 掲 げ る も の の ほ か 、 旧 最 寄 り 駅 等 と 新 最 寄 り 駅 等 と の 間 の 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 距 離 が

六 十 キ ロ メ ー ト ル の 範 囲 内 に あ る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 三 　 前 二 号 に 掲 げ る 住 居 の ほ か 、 人 事 委 員 会 が こ れ ら に 準 ず る 住 居 で あ る と 認 め る も の

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 四 を 削 る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 五 第 一 項 中 「 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 」 を 「 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 に 係

る 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 の 下 に 「 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中 「 特

別 料 金 等 の 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 」 を 「 特 別 料 金 等 相 当 額 （ 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 九 第 三 項 に お い て

「 特 別 料 金 等 相 当 額 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 「 同 項 第 一 号 」 の 下 に 「 及 び 第 二 号 」 を 加 え 、 「 、 「 価 額 」 と あ る

の は 「 価 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 」 と 」 を 削 り 、 「 普 通 交 通 機 関 等 」 と あ る の は 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 と 、 「 運

賃 等 の 」 と あ る の は 「 特 別 料 金 等 の 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 」 を 「 運 賃 等 」 と あ る の は 「 特 別 料 金 等 」 に 改

め 、 同 条 を 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 四 と す る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 六 を 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 五 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 六 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 住 居 は 、 給 料 表 の 適 用 を 受

け る 職 員 と な つ た 日 以 後 に 転 居 す る 場 合 に お け る 次 に 掲 げ る 住 居 と す る 。

　 　 一 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ な い と き の 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 二 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ る と き の 当 該 転 居 後 の 住 居 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の

　 　 　 イ 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 に 規 定 す る 直 前 の 住 居 か ら 通 勤 す る 場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る

経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 旧 最 寄 り 駅 等 」 と い う 。 ） と 、 当 該 転 居 後 の 住 居 か ら 通 勤 す る

場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 新 最 寄 り 駅 等 」 と い う 。 ）

と が 、 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に お い て 隣 接 し て い る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 　 ロ 　 イ に 掲 げ る も の の ほ か 、 旧 最 寄 り 駅 等 と 新 最 寄 り 駅 等 と の 間 の 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 距 離 が

六 十 キ ロ メ ー ト ル の 範 囲 内 に あ る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 三 　 前 二 号 に 掲 げ る 住 居 の ほ か 、 人 事 委 員 会 が こ れ ら に 準 ず る 住 居 で あ る と 認 め る も の

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 七 及 び 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 八 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 七 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 の 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 で 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が 六 十

キ ロ メ ー ト ル 以 上 若 し く は 通 勤 時 間 が 九 十 分 以 上 で あ る も の （ 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善

が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） 又 は 交 通 事 情 等 に 照 ら し て 通 勤 が 困 難 で あ る と 人 事 委 員 会 が 認 め る も の と す

る 。

　 　 一 　 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 （ 人 事 交 流 等 に よ り 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た

者 （ 次 号 に お い て 「 人 事 交 流 等 職 員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 適 用 の 直 前 の 住 居 と 所 在 す る 地

域 を 異 に す る 公 署 に 在 勤 す る こ と と な つ た 者

　 　 二 　 人 事 交 流 等 職 員 の う ち 、 当 該 適 用 の 直 前 の 勤 務 地 と 所 在 す る 地 域 を 異 に す る 公 署 に 在 勤 す る こ と と な

つ た こ と に 伴 い 、 通 勤 の 実 情 に 変 更 を 生 ず る 職 員

　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 八 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 の 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員

と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 新 幹 線

鉄 道 等 の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善 が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） と す る 。

　 　 一 　 外 国 機 関 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 又 は 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 三 項 第 一 号 に

規 定 す る 職 員 派 遣 か ら 職 務 に 復 帰 し た 職 員 の う ち 、 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ
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次 の 各 号 を 加 え る 。

　 　 一 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ な い と き の 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 二 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ る と き の 当 該 転 居 後 の 住 居 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の

　 　 　 イ 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 本 文 に 規 定 す る 直 前 の 住 居 か ら 通 勤 す る 場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に

係 る 経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 旧 最 寄 り 駅 等 」 と い う 。 ） と 、 当 該 転 居 後 の 住 居 か ら 通 勤

す る 場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 新 最 寄 り 駅 等 」 と い

う 。 ） と が 、 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に お い て 隣 接 し て い る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 　 ロ 　 イ に 掲 げ る も の の ほ か 、 旧 最 寄 り 駅 等 と 新 最 寄 り 駅 等 と の 間 の 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 距 離 が

六 十 キ ロ メ ー ト ル の 範 囲 内 に あ る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 三 　 前 二 号 に 掲 げ る 住 居 の ほ か 、 人 事 委 員 会 が こ れ ら に 準 ず る 住 居 で あ る と 認 め る も の

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 四 を 削 る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 五 第 一 項 中 「 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 」 を 「 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 に 係

る 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 の 下 に 「 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中 「 特

別 料 金 等 の 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 」 を 「 特 別 料 金 等 相 当 額 （ 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 九 第 三 項 に お い て

「 特 別 料 金 等 相 当 額 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 「 同 項 第 一 号 」 の 下 に 「 及 び 第 二 号 」 を 加 え 、 「 、 「 価 額 」 と あ る

の は 「 価 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 」 と 」 を 削 り 、 「 普 通 交 通 機 関 等 」 と あ る の は 「 新 幹 線 鉄 道 等 」 と 、 「 運

賃 等 の 」 と あ る の は 「 特 別 料 金 等 の 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 」 を 「 運 賃 等 」 と あ る の は 「 特 別 料 金 等 」 に 改

め 、 同 条 を 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 四 と す る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 六 を 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 五 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 六 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 住 居 は 、 給 料 表 の 適 用 を 受

け る 職 員 と な つ た 日 以 後 に 転 居 す る 場 合 に お け る 次 に 掲 げ る 住 居 と す る 。

　 　 一 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ な い と き の 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 二 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ る と き の 当 該 転 居 後 の 住 居 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の

　 　 　 イ 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 に 規 定 す る 直 前 の 住 居 か ら 通 勤 す る 場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る

経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 旧 最 寄 り 駅 等 」 と い う 。 ） と 、 当 該 転 居 後 の 住 居 か ら 通 勤 す る

場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 新 最 寄 り 駅 等 」 と い う 。 ）

と が 、 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に お い て 隣 接 し て い る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 　 ロ 　 イ に 掲 げ る も の の ほ か 、 旧 最 寄 り 駅 等 と 新 最 寄 り 駅 等 と の 間 の 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 距 離 が

六 十 キ ロ メ ー ト ル の 範 囲 内 に あ る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 三 　 前 二 号 に 掲 げ る 住 居 の ほ か 、 人 事 委 員 会 が こ れ ら に 準 ず る 住 居 で あ る と 認 め る も の

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 七 及 び 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 八 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 七 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 の 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 で 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が 六 十

キ ロ メ ー ト ル 以 上 若 し く は 通 勤 時 間 が 九 十 分 以 上 で あ る も の （ 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善

が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） 又 は 交 通 事 情 等 に 照 ら し て 通 勤 が 困 難 で あ る と 人 事 委 員 会 が 認 め る も の と す

る 。

　 　 一 　 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た 者 （ 人 事 交 流 等 に よ り 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た

者 （ 次 号 に お い て 「 人 事 交 流 等 職 員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 適 用 の 直 前 の 住 居 と 所 在 す る 地

域 を 異 に す る 公 署 に 在 勤 す る こ と と な つ た 者

　 　 二 　 人 事 交 流 等 職 員 の う ち 、 当 該 適 用 の 直 前 の 勤 務 地 と 所 在 す る 地 域 を 異 に す る 公 署 に 在 勤 す る こ と と な

つ た こ と に 伴 い 、 通 勤 の 実 情 に 変 更 を 生 ず る 職 員

　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 八 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 の 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員

と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 （ 新 幹 線

鉄 道 等 の 利 用 に よ り 通 勤 事 情 の 改 善 が 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） と す る 。

　 　 一 　 外 国 機 関 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 又 は 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 三 項 第 一 号 に

規 定 す る 職 員 派 遣 か ら 職 務 に 復 帰 し た 職 員 の う ち 、 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ
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る 職 員 で 、 当 該 事 由 の 発 生 に 伴 い 、 当 該 事 由 の 発 生 の 直 前 の 住 居 （ 特 定 住 居 を 含 む 。 ） か ら の 通 勤 の た

め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の （ 当 該 事 由 の

発 生 の 直 前 の 勤 務 地 と 所 在 す る 地 域 を 異 に す る 公 署 に 在 勤 す る こ と と な つ た こ と に 伴 い 、 通 勤 の 実 情 に

変 更 を 生 ず る 職 員 で 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が 六 十 キ

ロ メ ー ト ル 以 上 若 し く は 通 勤 時 間 が 九 十 分 以 上 で あ る も の 又 は 交 通 事 情 等 に 照 ら し て 通 勤 が 困 難 で あ る

と 人 事 委 員 会 が 認 め る も の に 限 る 。 ）

　 　 二 　 配 偶 者 （ 配 偶 者 の な い 職 員 に あ つ て は 、 満 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ

る 子 ） の 住 居 に 転 居 し た こ と に 伴 い 単 身 赴 任 手 当 が 支 給 さ れ な い こ と と な つ た 職 員 で 、 当 該 転 居 後 の 住

居 （ 特 定 住 居 を 含 む 。 ） か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 を 負 担

す る こ と を 常 例 と す る も の

　 　 三 　 職 員 又 は 配 偶 者 の 公 署 を 異 に す る 異 動 又 は 在 勤 す る 公 署 の 移 転 （ 配 偶 者 が 職 員 で な い 場 合 に あ つ て

は 、 こ れ ら に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） に 伴 い 、 配 偶 者 と 同 居 し て 満 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月

三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 を 養 育 す る た め 、 職 員 及 び 配 偶 者 の 通 勤 を 考 慮 し た 地 域 の 住 居 に 転 居 し た 職

員 で 、 当 該 転 居 後 の 住 居 （ 当 該 転 居 の 日 以 後 に 当 該 地 域 へ 転 居 す る 場 合 に お け る 当 該 日 以 後 の 転 居 後 の

住 居 を 含 む 。 ） か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 を 負 担 す る こ と

を 常 例 と す る も の （ 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が 六 十 キ ロ

メ ー ト ル 以 上 又 は 通 勤 時 間 が 九 十 分 以 上 あ り 、 か つ 、 当 該 子 の 養 育 を 行 つ て い る も の に 限 る 。 ）

　 　 四 　 職 員 又 は 配 偶 者 の 父 母 （ 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 要 介 護

認 定 を 受 け て い る 者 に 限 る 。 ） の 介 護 に 伴 い 、 当 該 父 母 の 住 居 又 は そ の 近 隣 の 住 居 に 転 居 し た 職 員 で 、

当 該 転 居 後 の 住 居 （ 当 該 転 居 の 日 以 後 に 当 該 父 母 の 住 居 又 は そ の 近 隣 の 住 居 を 転 居 す る 場 合 に お け る 当

該 日 以 後 の 転 居 後 の 住 居 を 含 む 。 ） か ら の 通 勤 の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料

金 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の （ 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る

通 勤 距 離 が 六 十 キ ロ メ ー ト ル 以 上 又 は 通 勤 時 間 が 九 十 分 以 上 あ り 、 か つ 、 当 該 父 母 の 介 護 を 行 つ て い る

も の に 限 る 。 ）

　 　 五 　 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 と の

権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 の 定 め る 職 員

　 ２ 　 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に お い て 「 特 定 住 居 」 と は 、 同 項 第 一 号 に 規 定 す る 事 由 の 発 生 又 は 同 項 第 二 号 に

規 定 す る 転 居 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 事 由 の 発 生 等 」 と い う 。 ） の 日 以 後 に 転 居 す る 場 合 に お け る 当 該 事

由 の 発 生 等 の 日 以 後 の 転 居 後 の 住 居 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 転 居 後 の 住 居 」 と い う 。 ） で あ つ て 次 に 掲 げ

る も の を い う 。

　 　 一 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ な い と き の 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 二 　 通 勤 の た め 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 に 変 更 が 生 じ た と き の 当 該 転 居 後 の 住 居 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の

　 　 　 イ 　 当 該 事 由 の 発 生 等 の 直 前 の 住 居 か ら 通 勤 す る 場 合 に 利 用 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 起 点 と な る

駅 等 （ ロ に お い て 「 旧 最 寄 り 駅 等 」 と い う 。 ） と 、 当 該 転 居 後 の 住 居 か ら 通 勤 す る 場 合 に 利 用 す る 新

幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 起 点 と な る 駅 等 （ ロ に お い て 「 新 最 寄 り 駅 等 」 と い う 。 ） と が 、 新 幹 線 鉄 道

等 に 係 る 経 路 に お い て 隣 接 し て い る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 　 ロ 　 イ に 掲 げ る も の の ほ か 、 旧 最 寄 り 駅 等 と 新 最 寄 り 駅 等 と の 間 の 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 経 路 の 距 離 が

六 十 キ ロ メ ー ト ル の 範 囲 内 に あ る 場 合 に お け る 当 該 転 居 後 の 住 居

　 　 三 　 前 二 号 に 掲 げ る 住 居 の ほ か 、 人 事 委 員 会 が こ れ ら に 準 ず る 住 居 で あ る と 認 め る も の

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 九 を 削 る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 十 第 一 項 中 「 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 」 を 「 第 三 項 に 規 定 す る 」 に 、 「 当 該 各 号 」 を 「 同

項 」 に 、 「 以 下 こ の 条 及 び 」 を 「 以 下 こ の 条 、 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 二 第 二 項 第 二 号 及 び 」 に 改 め 、 同 条 第 二

項 中 「 離 職 」 の 下 に 「 （ 職 員 が 離 職 の 日 又 は そ の 翌 日 （ 当 該 翌 日 が 石 川 県 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 石

川 県 条 例 第 十 六 号 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 県 の 休 日 に 当 た る と き は 、 当 該 翌 日 後 に お い て 当 該 翌 日 に 最 も

近 い 県 の 休 日 で な い 日 を 含 む 。 ） に 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な る 場 合 の 離 職 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ）

を 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め 、 同 条 を 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 九 と す る 。

　 ３ 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 通 勤 手 当 は 、 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 等 （ 第
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七 十 六 条 の 二 十 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額

（ 第 七 十 六 条 の 二 十 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 ） 及 び 特 別 料 金 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間

の 月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 新 幹 線 鉄 道 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 合 計 額 ） の 合 計 額 （ 第 七 十 六 条

の 二 十 二 の 二 第 二 項 に お い て 「 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 」 と い う 。 ） が 十 五 万 円 を 超 え る と き

に お け る 通 勤 手 当 と し 、 条 例 第 二 十 二 の 六 第 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 そ の 者 の 当 該 通 勤 手

当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 と す る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 二 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 ２ 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 七 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。

　 　 一 　 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 以 下 で あ つ た 場 合 　 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た

場 合 に あ つ て は 当 該 事 由 に 係 る 普 通 交 通 機 関 等 又 は 新 幹 線 鉄 道 等 （ 同 号 の 改 定 後 に 一 箇 月 当 た り の 通 勤

手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 を 超 え る こ と と な る と き は 、 そ の 者 の 利 用 す る 全 て の 普 通 交 通 機 関 等 及 び 新

幹 線 鉄 道 等 ） 、 同 項 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は そ の 者 の 利 用 す る

全 て の 普 通 交 通 機 関 等 及 び 新 幹 線 鉄 道 等 に つ き 、 使 用 さ れ る べ き 通 用 期 間 の 定 期 券 の 運 賃 等 及 び 特 別 料

金 等 の 払 戻 し を 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 月 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 事 由 発 生 月 」 と い う 。 ） の 末 日 に し た

も の と し て 得 ら れ る 額 （ 次 号 に お い て 「 払 戻 金 相 当 額 」 と い う 。 ）

　 　 二 　 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 を 超 え て い た 場 合 　 十 五 万 円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か ら

支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 又 は 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 係 る 普 通 交 通 機

関 等 及 び 新 幹 線 鉄 道 等 に つ い て の 払 戻 金 相 当 額 の 合 計 額 並 び に 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 の 合 計 額 の い ず れ

か 低 い 額 （ 事 由 発 生 月 が 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 零 ）

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 二 第 三 項 を 削 り 、 同 条 第 四 項 中 「 第 二 十 二 条 の 六 第 六 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 六 第 七

項 」 に 、 「 前 二 項 」 を 「 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 三 第 一 項 中 「 第 二 十 二 条 の 六 第 七 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 六 第 八 項 」 に 改 め 、 同 項 第

一 号 た だ し 書 中 「 た だ し 、 新 幹 線 鉄 道 等 」 の 下 に 「 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 」 を 、 「 当 該 新 幹 線 鉄 道 等 」 の

下 に 「 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 」 を 加 え る 。

　 　 附 則 第 十 三 項 及 び 第 十 四 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 四 条 の 規 定 が 適 用 さ れ る 間 の 読 替 え ）

　 1
3  　 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第 五 十 三 条 の 十 中 「 条 例 第 九 条 第 一 項 た だ し

書 の 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第

三 号 。 次 項 に お い て 「 令 和 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 （ 以 下

「 読 替 え 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 務 の 級 が 行 政 職 給 料 表 の 九 級 に 相 当 す る 職 員 と

し て 」 と 、 第 五 十 四 条 及 び 第 五 十 四 条 の 二 中 「 条 例 」 と あ る の は 「 読 替 え 後 の 条 例 」 と 、 第 五 十 五 条 第 一

項 中 「 新 た に 条 例 」 と あ る の は 「 新 た に 読 替 え 後 の 条 例 」 と 、 第 五 十 六 条 の 二 第 一 項 中 「 条 例 」 と あ る の

は 「 読 替 え 後 の 条 例 」 と す る 。

　 （ 行 政 職 給 料 表 の 八 級 以 上 の 職 員 に 相 当 す る 職 員 ）

　 1
4  　 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 務 の 級 が 行 政

職 給 料 表 の 八 級 以 上 に 相 当 す る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 第 五 十 三 条 の 十 及 び 第 五 十 四

条 の 二 に 規 定 す る 職 員 と す る 。

　 　 附 則 中 第 十 五 項 及 び 第 十 六 項 を 削 り 、 第 十 七 項 を 第 十 五 項 と す る 。

　 　 別 表 第 五 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第５（第７条関係）
経　験　年　数　換　算　表

経　　　歴 換　　算　　率
国、地方公共団体、旧公共
企業体、政府関係機関、外
国政府又は民間における企
業体、団体等の職員等とし

職員としての職務にその経験が直接役立つ
と認められる職務に従事した期間（常時勤
務に服する者として職務に従事した期間又
はこれに準ずる期間に限る。）

100
100
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七 十 六 条 の 二 十 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額

（ 第 七 十 六 条 の 二 十 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 ） 及 び 特 別 料 金 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間

の 月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 新 幹 線 鉄 道 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 合 計 額 ） の 合 計 額 （ 第 七 十 六 条

の 二 十 二 の 二 第 二 項 に お い て 「 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 」 と い う 。 ） が 十 五 万 円 を 超 え る と き

に お け る 通 勤 手 当 と し 、 条 例 第 二 十 二 の 六 第 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 そ の 者 の 当 該 通 勤 手

当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 と す る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 二 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 ２ 　 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 七 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。

　 　 一 　 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 以 下 で あ つ た 場 合 　 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た

場 合 に あ つ て は 当 該 事 由 に 係 る 普 通 交 通 機 関 等 又 は 新 幹 線 鉄 道 等 （ 同 号 の 改 定 後 に 一 箇 月 当 た り の 通 勤

手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 を 超 え る こ と と な る と き は 、 そ の 者 の 利 用 す る 全 て の 普 通 交 通 機 関 等 及 び 新

幹 線 鉄 道 等 ） 、 同 項 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 に あ つ て は そ の 者 の 利 用 す る

全 て の 普 通 交 通 機 関 等 及 び 新 幹 線 鉄 道 等 に つ き 、 使 用 さ れ る べ き 通 用 期 間 の 定 期 券 の 運 賃 等 及 び 特 別 料

金 等 の 払 戻 し を 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 月 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 事 由 発 生 月 」 と い う 。 ） の 末 日 に し た

も の と し て 得 ら れ る 額 （ 次 号 に お い て 「 払 戻 金 相 当 額 」 と い う 。 ）

　 　 二 　 一 箇 月 当 た り の 通 勤 手 当 算 出 基 礎 額 が 十 五 万 円 を 超 え て い た 場 合 　 十 五 万 円 に 事 由 発 生 月 の 翌 月 か ら

支 給 単 位 期 間 等 に 係 る 最 後 の 月 ま で の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 又 は 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 係 る 普 通 交 通 機

関 等 及 び 新 幹 線 鉄 道 等 に つ い て の 払 戻 金 相 当 額 の 合 計 額 並 び に 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 の 合 計 額 の い ず れ

か 低 い 額 （ 事 由 発 生 月 が 支 給 単 位 期 間 に 係 る 最 後 の 月 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 零 ）

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 二 第 三 項 を 削 り 、 同 条 第 四 項 中 「 第 二 十 二 条 の 六 第 六 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 六 第 七

項 」 に 、 「 前 二 項 」 を 「 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

　 　 第 七 十 六 条 の 二 十 二 の 三 第 一 項 中 「 第 二 十 二 条 の 六 第 七 項 」 を 「 第 二 十 二 条 の 六 第 八 項 」 に 改 め 、 同 項 第

一 号 た だ し 書 中 「 た だ し 、 新 幹 線 鉄 道 等 」 の 下 に 「 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 」 を 、 「 当 該 新 幹 線 鉄 道 等 」 の

下 に 「 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 」 を 加 え る 。

　 　 附 則 第 十 三 項 及 び 第 十 四 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 四 条 の 規 定 が 適 用 さ れ る 間 の 読 替 え ）

　 1
3  　 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第 五 十 三 条 の 十 中 「 条 例 第 九 条 第 一 項 た だ し

書 の 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第

三 号 。 次 項 に お い て 「 令 和 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 （ 以 下

「 読 替 え 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 務 の 級 が 行 政 職 給 料 表 の 九 級 に 相 当 す る 職 員 と

し て 」 と 、 第 五 十 四 条 及 び 第 五 十 四 条 の 二 中 「 条 例 」 と あ る の は 「 読 替 え 後 の 条 例 」 と 、 第 五 十 五 条 第 一

項 中 「 新 た に 条 例 」 と あ る の は 「 新 た に 読 替 え 後 の 条 例 」 と 、 第 五 十 六 条 の 二 第 一 項 中 「 条 例 」 と あ る の

は 「 読 替 え 後 の 条 例 」 と す る 。

　 （ 行 政 職 給 料 表 の 八 級 以 上 の 職 員 に 相 当 す る 職 員 ）

　 1
4  　 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 務 の 級 が 行 政

職 給 料 表 の 八 級 以 上 に 相 当 す る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 第 五 十 三 条 の 十 及 び 第 五 十 四

条 の 二 に 規 定 す る 職 員 と す る 。

　 　 附 則 中 第 十 五 項 及 び 第 十 六 項 を 削 り 、 第 十 七 項 を 第 十 五 項 と す る 。

　 　 別 表 第 五 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第５（第７条関係）
経　験　年　数　換　算　表

経　　　歴 換　　算　　率
国、地方公共団体、旧公共
企業体、政府関係機関、外
国政府又は民間における企
業体、団体等の職員等とし

職員としての職務にその経験が直接役立つ
と認められる職務に従事した期間（常時勤
務に服する者として職務に従事した期間又
はこれに準ずる期間に限る。）

100
100
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ての在職期間 その他の期間 100
100 以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間（正規の修学年数内の
期間に限る。）

100
100　以下

その他の期間 職員としての職務にその経験が直接役立つ
と認められる職務に従事した期間

100
100　以下

その他の期間 25
100 以下（部内の他の職員
との均衡を著しく失する場
合及び教育職給料表の適用
を受ける職員に適用する場
合は、 50100 以下）

　 別 表 第 八 か ら 別 表 第 八 の 三 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第８（第23条関係）
昇　格　時　号　給　対　応　表

　イ　行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級

１ 1 1 1 1 1 1 1 1
２ 1 1 1 1 1 1 1 2
３ 1 1 1 1 1 1 1 3
４ 1 1 1 1 1 1 1 4
５ 1 1 1 1 1 1 1 5
６ 1 1 1 1 1 1 1 5
７ 1 1 1 1 1 1 1 5
８ 1 1 1 1 1 1 1 5
９ 1 1 1 1 1 1 1 5
10 1 1 1 2 1 1 1
11 1 1 1 3 1 1 1
12 1 1 1 4 1 1 1
13 1 1 1 5 1 1 2
14 1 1 1 6 2 1 2
15 1 1 1 7 3 1 2
16 1 1 1 8 4 1 2
17 1 1 1 9 5 1 2
18 1 1 1 10 6 2 3
19 1 1 1 11 7 3 3
20 1 1 1 12 8 4 3
21 1 1 1 13 9 5 3
22 1 2 2 14 10 5 4
23 1 3 3 15 11 6 4
24 1 4 4 16 12 6 4
25 1 5 5 17 13 7 4
26 1 6 6 18 14 7 4
27 1 7 7 19 15 8 4
28 1 8 8 20 16 8 4
29 1 9 9 21 17 9 5
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30 1 10 10 22 18 9 5
31 1 11 11 23 19 10 5
32 1 12 12 24 20 10 5
33 1 13 13 25 21 11 5
34 2 14 14 26 22 11 5
35 3 15 15 27 23 12 5
36 4 16 16 28 24 12 5
37 5 17 17 29 25 13 5
38 6 18 18 30 26 13 5
39 7 19 19 31 27 13 5
40 8 20 20 32 28 13 5
41 9 21 21 33 29 14 5
42 10 22 22 34 29 14 5
43 11 23 23 35 30 14 5
44 12 24 24 36 30 14 5
45 13 25 25 37 31 15 5
46 14 26 26 38 31 15
47 15 27 27 39 32 15
48 16 28 28 40 32 15
49 17 29 29 41 33 15
50 18 30 30 42 33 15
51 19 31 31 43 34 15
52 20 32 32 44 34 15
53 21 33 33 45 35 15
54 21 33 34 46 35 15
55 22 34 35 47 36 15
56 22 34 36 48 36 15
57 23 35 37 49 37 15
58 23 35 37 50 37 15
59 24 36 37 51 38 15
60 24 36 38 52 38 15
61 25 37 38 53 38 15
62 25 38 38 54 38 15
63 26 39 39 55 38 15
64 26 40 39 56 38 15
65 27 41 39 57 38 15
66 27 41 40 58 38 16
67 28 42 40 59 38 16
68 28 42 40 60 38 16
69 29 43 41 60 39 16
70 29 43 41 60 39 16
71 29 44 41 60 39 16
72 30 44 42 60 39 16
73 30 45 42 61 39 17
74 30 45 42 61 39
75 31 45 43 61 39
76 31 45 43 61 39
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30 1 10 10 22 18 9 5
31 1 11 11 23 19 10 5
32 1 12 12 24 20 10 5
33 1 13 13 25 21 11 5
34 2 14 14 26 22 11 5
35 3 15 15 27 23 12 5
36 4 16 16 28 24 12 5
37 5 17 17 29 25 13 5
38 6 18 18 30 26 13 5
39 7 19 19 31 27 13 5
40 8 20 20 32 28 13 5
41 9 21 21 33 29 14 5
42 10 22 22 34 29 14 5
43 11 23 23 35 30 14 5
44 12 24 24 36 30 14 5
45 13 25 25 37 31 15 5
46 14 26 26 38 31 15
47 15 27 27 39 32 15
48 16 28 28 40 32 15
49 17 29 29 41 33 15
50 18 30 30 42 33 15
51 19 31 31 43 34 15
52 20 32 32 44 34 15
53 21 33 33 45 35 15
54 21 33 34 46 35 15
55 22 34 35 47 36 15
56 22 34 36 48 36 15
57 23 35 37 49 37 15
58 23 35 37 50 37 15
59 24 36 37 51 38 15
60 24 36 38 52 38 15
61 25 37 38 53 38 15
62 25 38 38 54 38 15
63 26 39 39 55 38 15
64 26 40 39 56 38 15
65 27 41 39 57 38 15
66 27 41 40 58 38 16
67 28 42 40 59 38 16
68 28 42 40 60 38 16
69 29 43 41 60 39 16
70 29 43 41 60 39 16
71 29 44 41 60 39 16
72 30 44 42 60 39 16
73 30 45 42 61 39 17
74 30 45 42 61 39
75 31 45 43 61 39
76 31 45 43 61 39
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77 31 45 43 61 39
78 32 46 44 62 39
79 32 46 44 62 39
80 32 46 44 62 39
81 33 46 45 63 40
82 33 46 45 64 40
83 33 47 45 65 40
84 34 47 45 66 40
85 34 47 46 67 41
86 34 47 46
87 35 47 46
88 35 48 46
89 35 48 47
90 36 48 47
91 36 48 47
92 36 48 47
93 37 49 47
94 49 47
95 49 47
96 49 48
97 49 48
98 50 48
99 50 48
100 50 48
101 50 48
102 50 48
103 51 49
104 51 49
105 51 49
106 51 49
107 51 49
108 52 49
109 52 49
110 52
111 52
112 52
113 52
114 52
115 52
116 52
117 53
118 53
119 53
120 53
121 53
122 53
123 53
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124 53
125 53

　ロ　公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級

１ 1 1 1 1 1 1 1 1
２ 1 1 1 1 1 1 1 1
３ 1 1 1 1 1 1 1 1
４ 1 1 1 1 1 1 1 1
５ 1 1 1 1 1 1 1 1
６ 1 1 1 1 1 1 1 1
７ 1 1 1 1 1 1 1 1
８ 1 1 1 1 1 1 1 1
９ 1 1 1 1 1 1 1 1
10 2 1 1 1 2 1 1 1
11 3 1 1 1 3 1 1 1
12 4 1 1 1 4 1 1 1
13 5 1 1 1 5 1 1 1
14 6 2 1 1 6 2 1 2
15 7 3 1 1 7 3 1 2
16 8 4 1 1 8 4 1 2
17 9 5 1 1 9 5 1 2
18 10 6 1 1 10 6 2 3
19 11 7 1 1 11 7 3 3
20 12 8 1 1 12 8 4 3
21 13 9 1 1 13 9 5 4
22 14 10 2 1 14 10 6 4
23 15 11 3 1 15 11 7 4
24 16 12 4 1 16 12 8 4
25 17 13 5 1 17 13 9 4
26 18 14 6 1 18 14 10 4
27 19 15 7 1 19 15 11 4
28 20 16 8 1 20 16 12 5
29 21 17 9 1 21 17 13 5
30 22 18 10 2 22 18 14 5
31 23 19 11 3 23 19 15 5
32 24 20 12 4 24 20 16 5
33 25 21 13 5 25 21 17 5
34 26 22 14 6 26 22 18 5
35 27 23 15 7 27 23 19 5
36 28 24 16 8 28 24 20 5
37 29 25 17 9 29 25 21 5
38 30 26 18 10 30 26 22 5
39 31 27 19 11 31 27 23 5
40 32 28 20 12 32 28 24 5
41 33 29 21 13 33 29 25 5
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124 53
125 53

　ロ　公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級

１ 1 1 1 1 1 1 1 1
２ 1 1 1 1 1 1 1 1
３ 1 1 1 1 1 1 1 1
４ 1 1 1 1 1 1 1 1
５ 1 1 1 1 1 1 1 1
６ 1 1 1 1 1 1 1 1
７ 1 1 1 1 1 1 1 1
８ 1 1 1 1 1 1 1 1
９ 1 1 1 1 1 1 1 1
10 2 1 1 1 2 1 1 1
11 3 1 1 1 3 1 1 1
12 4 1 1 1 4 1 1 1
13 5 1 1 1 5 1 1 1
14 6 2 1 1 6 2 1 2
15 7 3 1 1 7 3 1 2
16 8 4 1 1 8 4 1 2
17 9 5 1 1 9 5 1 2
18 10 6 1 1 10 6 2 3
19 11 7 1 1 11 7 3 3
20 12 8 1 1 12 8 4 3
21 13 9 1 1 13 9 5 4
22 14 10 2 1 14 10 6 4
23 15 11 3 1 15 11 7 4
24 16 12 4 1 16 12 8 4
25 17 13 5 1 17 13 9 4
26 18 14 6 1 18 14 10 4
27 19 15 7 1 19 15 11 4
28 20 16 8 1 20 16 12 5
29 21 17 9 1 21 17 13 5
30 22 18 10 2 22 18 14 5
31 23 19 11 3 23 19 15 5
32 24 20 12 4 24 20 16 5
33 25 21 13 5 25 21 17 5
34 26 22 14 6 26 22 18 5
35 27 23 15 7 27 23 19 5
36 28 24 16 8 28 24 20 5
37 29 25 17 9 29 25 21 5
38 30 26 18 10 30 26 22 5
39 31 27 19 11 31 27 23 5
40 32 28 20 12 32 28 24 5
41 33 29 21 13 33 29 25 5

15令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

42 34 30 22 14 34 30 25 5
43 35 31 23 15 35 31 26 5
44 36 32 24 16 36 32 26 5
45 37 33 25 17 37 33 27 5
46 38 34 26 18 38 34 27
47 39 35 27 19 39 35 28
48 40 36 28 20 40 36 28
49 41 37 29 21 41 37 28
50 42 38 30 22 42 37 28
51 43 39 31 23 43 37 28
52 44 40 32 24 44 38 28
53 45 41 33 25 45 38 28
54 46 42 34 26 46 38 28
55 47 43 35 27 47 39 28
56 48 44 36 28 48 39 28
57 49 45 37 29 49 39 29
58 50 46 38 30 50 40 29
59 51 47 39 31 51 40 29
60 52 48 40 32 52 40 29
61 53 49 41 33 53 40 29
62 54 50 42 34 54 40 29
63 55 51 43 35 55 40 29
64 56 52 44 36 56 40 29
65 57 53 45 37 57 40 29
66 58 54 46 37 58 40 29
67 59 55 47 38 59 40 29
68 60 56 48 38 60 41 30
69 61 57 49 39 60 41 30
70 62 58 49 39 60 41 30
71 63 59 50 40 61 41 31
72 64 60 50 40 62 41 31
73 65 61 51 41 63 41 31
74 66 62 51 42 64 41
75 67 63 52 43 65 41
76 68 64 52 44 66 41
77 69 65 53 45 67 41
78 69 66 54 46 68 41
79 70 67 55 47 69 41
80 70 68 56 48 70 42
81 71 69 57 49 71 42
82 71 70 58 49 72 42
83 72 71 59 50 73 43
84 72 72 60 50 74 43
85 73 73 61 51 75 43
86 74 74 62 51
87 75 75 63 52
88 76 76 64 52
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89 77 77 65 53
90 78 78 66 53
91 79 79 67 53
92 80 80 68 54
93 81 81 69 54
94 82 82 70 54
95 83 83 71 55
96 84 84 72 55
97 85 85 73 55
98 86 86 74 56
99 87 87 75 56
100 88 88 76 56
101 89 89 77 57
102 90 89 78 58
103 91 90 79 59
104 92 90 80 60
105 93 91 81 60
106 93 91 82 60
107 93 92 83 60
108 94 92 84 60
109 94 93 85 60
110 94 94 85 60
111 95 95 86 60
112 95 96 86 60
113 95 97 87 61
114 96 98 87 61
115 96 99 88 61
116 96 100 88 61
117 97 101 89 61
118 97 101 89 61
119 98 101 90 61
120 98 102 90 61
121 99 102 91 61
122 99 102 91
123 100 103 92
124 100 103 92
125 101 103 92
126 104 92
127 104 92
128 104 92
129 105 92
130 105 92
131 105 92
132 106 92
133 106 93
134 106 93
135 107 93
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89 77 77 65 53
90 78 78 66 53
91 79 79 67 53
92 80 80 68 54
93 81 81 69 54
94 82 82 70 54
95 83 83 71 55
96 84 84 72 55
97 85 85 73 55
98 86 86 74 56
99 87 87 75 56
100 88 88 76 56
101 89 89 77 57
102 90 89 78 58
103 91 90 79 59
104 92 90 80 60
105 93 91 81 60
106 93 91 82 60
107 93 92 83 60
108 94 92 84 60
109 94 93 85 60
110 94 94 85 60
111 95 95 86 60
112 95 96 86 60
113 95 97 87 61
114 96 98 87 61
115 96 99 88 61
116 96 100 88 61
117 97 101 89 61
118 97 101 89 61
119 98 101 90 61
120 98 102 90 61
121 99 102 91 61
122 99 102 91
123 100 103 92
124 100 103 92
125 101 103 92
126 104 92
127 104 92
128 104 92
129 105 92
130 105 92
131 105 92
132 106 92
133 106 93
134 106 93
135 107 93

17令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

136 107 93
137 107 93
138 108 94
139 108 95
140 108 96
141 109 96
142 109
143 110
144 110
145 111

　ハ　教育職給料表㈠昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級

１ 1 1 1 1
２ 1 1 1 1
３ 1 1 1 1
４ 1 1 1 1
５ 1 1 1 1
６ 1 1 1 1
７ 1 1 1 1
８ 1 1 1 1
９ 1 1 1 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1
17 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1
21 1 1 1 1
22 2 1 1 1
23 3 1 1 1
24 4 1 1 1
25 5 1 1 1
26 6 1 1 1
27 7 1 1 1
28 8 1 1 1
29 9 1 1 1
30 10 1 2 1
31 11 1 3 1
32 12 1 4 1
33 13 1 5 1



18 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

34 14 1 6 1
35 15 1 7 1
36 16 1 8 1
37 17 1 9 1
38 18 2 10 1
39 19 3 11 1
40 20 4 12 1
41 21 5 13 1
42 22 6 14 2
43 23 7 15 3
44 24 8 16 4
45 25 9 17 5
46 25 10 18 6
47 26 11 19 7
48 26 12 20 8
49 27 13 21 9
50 27 14 22 9
51 28 15 23 10
52 28 16 24 10
53 29 17 25 11
54 29 18 26 11
55 30 19 27 12
56 30 20 28 12
57 31 21 29 13
58 31 22 30 13
59 32 23 31 14
60 32 24 32 14
61 33 25 33 15
62 33 26 34
63 34 27 35
64 34 28 36
65 35 29 37
66 35 30 38
67 36 31 39
68 36 32 40
69 37 33 41
70 37 34 42
71 38 35 43
72 38 36 44
73 39 37 45
74 39 38 45
75 40 39 46
76 40 40 46
77 41 41 47
78 41 42 47
79 42 43 48
80 42 44 48



18 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

34 14 1 6 1
35 15 1 7 1
36 16 1 8 1
37 17 1 9 1
38 18 2 10 1
39 19 3 11 1
40 20 4 12 1
41 21 5 13 1
42 22 6 14 2
43 23 7 15 3
44 24 8 16 4
45 25 9 17 5
46 25 10 18 6
47 26 11 19 7
48 26 12 20 8
49 27 13 21 9
50 27 14 22 9
51 28 15 23 10
52 28 16 24 10
53 29 17 25 11
54 29 18 26 11
55 30 19 27 12
56 30 20 28 12
57 31 21 29 13
58 31 22 30 13
59 32 23 31 14
60 32 24 32 14
61 33 25 33 15
62 33 26 34
63 34 27 35
64 34 28 36
65 35 29 37
66 35 30 38
67 36 31 39
68 36 32 40
69 37 33 41
70 37 34 42
71 38 35 43
72 38 36 44
73 39 37 45
74 39 38 45
75 40 39 46
76 40 40 46
77 41 41 47
78 41 42 47
79 42 43 48
80 42 44 48

19令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

81 43 45 49
82 43 46 50
83 44 47 51
84 44 48 52
85 45 49 53
86 45 50 53
87 46 51 53
88 46 52 54
89 47 53 54
90 47 54 54
91 48 55 55
92 48 56 55
93 49 57 55
94 49 58 56
95 50 59 56
96 50 60 56
97 51 61 57
98 51 62 57
99 52 63 57
100 52 64 58
101 53 65 58
102 53 66 58
103 54 67 59
104 54 68 59
105 55 69 59
106 55 69
107 56 70
108 56 70
109 57 71
110 57 71
111 57 72
112 57 72
113 58 73
114 58 73
115 58 74
116 58 74
117 59 75
118 59 75
119 59 76
120 59 76
121 60 77
122 60 77
123 60 77
124 60 77
125 61 77
126 61 78
127 61 78



20 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

128 61 78
129 61 78
130 61 78
131 62 79
132 62 79
133 62 79
134 62 79
135 62 79
136 62 80
137 63 80
138 63 80
139 63 80
140 63 80
141 63 81
142 63 81
143 64 82
144 64 82
145 64 83
146 64
147 64
148 64
149 65
150 65
151 66
152 66
153 67

　ニ　教育職給料表㈡昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級

１ 1 1 1 1
２ 1 1 1 1
３ 1 1 1 1
４ 1 1 1 1
５ 1 1 1 1
６ 1 1 1 1
７ 1 1 1 1
８ 1 1 1 1
９ 1 1 1 1
10 2 1 2 1
11 3 1 3 1
12 4 1 4 1
13 5 1 5 1
14 6 1 6 1
15 7 1 7 1
16 8 1 8 1
17 9 1 9 1



20 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

128 61 78
129 61 78
130 61 78
131 62 79
132 62 79
133 62 79
134 62 79
135 62 79
136 62 80
137 63 80
138 63 80
139 63 80
140 63 80
141 63 81
142 63 81
143 64 82
144 64 82
145 64 83
146 64
147 64
148 64
149 65
150 65
151 66
152 66
153 67

　ニ　教育職給料表㈡昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級

１ 1 1 1 1
２ 1 1 1 1
３ 1 1 1 1
４ 1 1 1 1
５ 1 1 1 1
６ 1 1 1 1
７ 1 1 1 1
８ 1 1 1 1
９ 1 1 1 1
10 2 1 2 1
11 3 1 3 1
12 4 1 4 1
13 5 1 5 1
14 6 1 6 1
15 7 1 7 1
16 8 1 8 1
17 9 1 9 1

21令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

18 10 1 10 1
19 11 1 11 1
20 12 1 12 1
21 13 1 13 1
22 14 1 14 1
23 15 1 15 1
24 16 1 16 1
25 17 1 17 1
26 18 1 18 1
27 19 1 19 1
28 20 1 20 1
29 21 1 21 1
30 22 1 22 1
31 23 1 23 1
32 24 1 24 1
33 25 1 25 1
34 26 1 26 1
35 27 1 27 1
36 28 1 28 1
37 29 1 29 1
38 30 1 30 1
39 31 1 31 1
40 32 1 32 1
41 33 1 33 1
42 34 1 34 1
43 35 1 35 1
44 36 1 36 1
45 37 1 37 1
46 37 1 38 1
47 38 1 39 1
48 38 1 40 1
49 39 1 41 1
50 39 2 42 1
51 40 3 43 1
52 40 4 44 1
53 41 5 45 1
54 41 6 46 1
55 42 7 47 1
56 42 8 48 1
57 43 9 49 1
58 43 10 50 1
59 44 11 51 1
60 44 12 52 1
61 45 13 53 1
62 45 14 54 2
63 46 15 55 3
64 46 16 56 4



22 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

65 47 17 57 4
66 47 18 58 4
67 48 19 59 4
68 48 20 60 4
69 49 21 61 5
70 49 22 61 5
71 50 23 62 5
72 50 24 62 5
73 51 25 63 5
74 51 26 63 6
75 52 27 64 6
76 52 28 64 6
77 53 29 65 6
78 53 30 66 6
79 53 31 67 7
80 54 32 68 7
81 54 33 68 7
82 54 34 68
83 55 35 68
84 55 36 69
85 55 37 69
86 56 38 69
87 56 39 69
88 56 40 70
89 57 41 70
90 57 42 70
91 58 43 70
92 58 44 71
93 59 45 71
94 59 46 71
95 60 47 71
96 60 48 72
97 61 49 72
98 61 50 72
99 61 51 72
100 61 52 72
101 62 53 73
102 62 54 73
103 62 55 74
104 62 56 74
105 63 57 75
106 63 58
107 63 59
108 63 60
109 64 61
110 64 62
111 64 63



22 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

65 47 17 57 4
66 47 18 58 4
67 48 19 59 4
68 48 20 60 4
69 49 21 61 5
70 49 22 61 5
71 50 23 62 5
72 50 24 62 5
73 51 25 63 5
74 51 26 63 6
75 52 27 64 6
76 52 28 64 6
77 53 29 65 6
78 53 30 66 6
79 53 31 67 7
80 54 32 68 7
81 54 33 68 7
82 54 34 68
83 55 35 68
84 55 36 69
85 55 37 69
86 56 38 69
87 56 39 69
88 56 40 70
89 57 41 70
90 57 42 70
91 58 43 70
92 58 44 71
93 59 45 71
94 59 46 71
95 60 47 71
96 60 48 72
97 61 49 72
98 61 50 72
99 61 51 72
100 61 52 72
101 62 53 73
102 62 54 73
103 62 55 74
104 62 56 74
105 63 57 75
106 63 58
107 63 59
108 63 60
109 64 61
110 64 62
111 64 63

23令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

112 64 64
113 65 65
114 65 65
115 65 66
116 65 66
117 66 67
118 66 67
119 66 68
120 66 68
121 67 69
122 67 70
123 67 71
124 67 72
125 68 73
126 74
127 75
128 76
129 77
130 77
131 78
132 78
133 78
134 78
135 79
136 79
137 79
138 79
139 80
140 80
141 80
142 80
143 81
144 81
145 81
146 81
147 82
148 82
149 82
150 82
151 83
152 83
153 83
154 84
155 84
156 84
157 85

　ホ　研究職給料表昇格時号給対応表



24 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級

１ 1 1 1 1
２ 1 1 1 1
３ 1 1 1 1
４ 1 1 1 1
５ 1 1 1 1
６ 1 1 1 1
７ 1 1 1 1
８ 1 1 1 1
９ 1 1 1 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 2
14 1 1 1 2
15 1 1 1 2
16 1 1 1 2
17 1 1 1 2
18 1 1 1 2
19 1 1 1 2
20 1 1 1 3
21 1 1 1 3
22 1 1 1 3
23 1 1 1 3
24 1 1 1 3
25 1 1 1 3
26 2 1 2 3
27 3 1 3 4
28 4 1 4 4
29 5 1 5 4
30 6 1 6 4
31 7 1 7 4
32 8 1 8 4
33 9 1 9 4
34 10 1 10 5
35 11 1 11 5
36 12 1 12 5
37 13 1 13 5
38 14 1 13 5
39 15 1 14 5
40 16 1 14 5
41 17 1 15 6
42 17 2 15 6
43 18 3 16 6
44 18 4 16 6
45 19 5 17 6



24 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級

１ 1 1 1 1
２ 1 1 1 1
３ 1 1 1 1
４ 1 1 1 1
５ 1 1 1 1
６ 1 1 1 1
７ 1 1 1 1
８ 1 1 1 1
９ 1 1 1 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 2
14 1 1 1 2
15 1 1 1 2
16 1 1 1 2
17 1 1 1 2
18 1 1 1 2
19 1 1 1 2
20 1 1 1 3
21 1 1 1 3
22 1 1 1 3
23 1 1 1 3
24 1 1 1 3
25 1 1 1 3
26 2 1 2 3
27 3 1 3 4
28 4 1 4 4
29 5 1 5 4
30 6 1 6 4
31 7 1 7 4
32 8 1 8 4
33 9 1 9 4
34 10 1 10 5
35 11 1 11 5
36 12 1 12 5
37 13 1 13 5
38 14 1 13 5
39 15 1 14 5
40 16 1 14 5
41 17 1 15 6
42 17 2 15 6
43 18 3 16 6
44 18 4 16 6
45 19 5 17 6

25令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

46 19 6 18 6
47 20 7 19 6
48 20 8 20 6
49 21 9 21 6
50 22 9 21 7
51 23 9 21 7
52 24 10 22 7
53 25 10 22 7
54 25 10 22 7
55 26 11 23 7
56 26 11 23 7
57 27 11 23 7
58 27 12 24
59 28 12 24
60 28 12 24
61 29 13 25
62 29 13 25
63 29 14 26
64 30 14 26
65 30 15 26
66 30 15 26
67 31 16 27
68 31 16 27
69 31 17 27
70 32 17 28
71 32 17 28
72 32 18 28
73 33 18 29
74 33 18 29
75 34 19 29
76 34 19 30
77 35 19 30
78 35 20 30
79 36 20 31
80 36 20 31
81 37 21 31
82 37 22
83 38 23
84 38 24
85 39 25
86 39 25
87 40 25
88 40 25
89 41 26
90 41 26
91 42 26
92 42 26



26 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

93 43 27
94 43 27
95 44 27
96 44 27
97 45 28
98 46 28
99 47 28
100 48 28
101 49 29
102 50 29
103 51 29
104 52 30
105 53 30
106 53 30
107 53 30
108 54 30
109 54 31
110 54 31
111 55 31
112 55 31
113 55 31
114 56 32
115 56 32
116 56 32
117 57 32
118 57 32
119 58 33
120 58 33
121 59 33

　ヘ　医療職給料表㈠昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級

１ 1 1 1
２ 1 1 1
３ 1 1 1
４ 1 1 1
５ 1 1 1
６ 1 1 1
７ 1 1 1
８ 1 1 1
９ 1 1 1
10 1 1 1
11 1 1 1
12 1 1 1
13 1 1 1
14 1 1 1



26 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

93 43 27
94 43 27
95 44 27
96 44 27
97 45 28
98 46 28
99 47 28
100 48 28
101 49 29
102 50 29
103 51 29
104 52 30
105 53 30
106 53 30
107 53 30
108 54 30
109 54 31
110 54 31
111 55 31
112 55 31
113 55 31
114 56 32
115 56 32
116 56 32
117 57 32
118 57 32
119 58 33
120 58 33
121 59 33

　ヘ　医療職給料表㈠昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級

１ 1 1 1
２ 1 1 1
３ 1 1 1
４ 1 1 1
５ 1 1 1
６ 1 1 1
７ 1 1 1
８ 1 1 1
９ 1 1 1
10 1 1 1
11 1 1 1
12 1 1 1
13 1 1 1
14 1 1 1

27令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

15 1 1 1
16 1 1 1
17 1 1 1
18 1 1 1
19 1 1 1
20 1 1 1
21 1 1 1
22 1 2 1
23 1 3 1
24 1 4 2
25 1 5 2
26 1 6 2
27 1 7 3
28 1 8 3
29 1 9 3
30 1 10 3
31 1 11 4
32 1 12 4
33 1 13 4
34 2 14 5
35 3 15 5
36 4 16 5
37 5 17 5
38 6 18 5
39 7 19 5
40 8 20 5
41 9 21 5
42 10 21 5
43 11 22 5
44 12 22 5
45 13 23 5
46 13 23 5
47 13 24 5
48 14 24 5
49 14 25 5
50 14 25 5
51 14 26 5
52 15 26 5
53 15 27 5
54 15 27 5
55 15 28 5
56 16 28 5
57 16 29 5
58 16 29 5
59 16 29 5
60 17 30 5
61 17 30 5



28 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

62 17 30 5
63 18 31 5
64 18 31 5
65 19 31 5
66 32 5
67 32 5
68 32 5
69 32 5
70 32 5
71 33 5
72 33 5
73 33 5
74 33
75 33
76 34
77 34
78 34
79 34
80 34
81 35
82 35
83 35
84 35
85 35

　ト　医療職給料表㈡昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級

１ 1 1 1 1 1 1
２ 1 1 1 1 1 1
３ 1 1 1 1 1 1
４ 1 1 1 1 1 1
５ 1 1 1 1 1 1
６ 1 1 1 1 1 1
７ 1 1 1 1 1 1
８ 1 1 1 1 1 1
９ 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 2 1 1 1
15 1 1 3 1 1 1
16 1 1 4 1 1 1
17 1 1 5 1 1 1
18 1 1 6 1 1 1
19 1 1 7 1 1 1



28 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

62 17 30 5
63 18 31 5
64 18 31 5
65 19 31 5
66 32 5
67 32 5
68 32 5
69 32 5
70 32 5
71 33 5
72 33 5
73 33 5
74 33
75 33
76 34
77 34
78 34
79 34
80 34
81 35
82 35
83 35
84 35
85 35

　ト　医療職給料表㈡昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級

１ 1 1 1 1 1 1
２ 1 1 1 1 1 1
３ 1 1 1 1 1 1
４ 1 1 1 1 1 1
５ 1 1 1 1 1 1
６ 1 1 1 1 1 1
７ 1 1 1 1 1 1
８ 1 1 1 1 1 1
９ 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 2 1 1 1
15 1 1 3 1 1 1
16 1 1 4 1 1 1
17 1 1 5 1 1 1
18 1 1 6 1 1 1
19 1 1 7 1 1 1

29令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

20 1 1 8 1 1 1
21 1 1 9 1 1 1
22 2 2 10 2 2 2
23 3 3 11 3 3 3
24 4 4 12 4 4 4
25 5 5 13 5 5 5
26 6 6 14 6 6 5
27 7 7 15 7 7 6
28 8 8 16 8 8 6
29 9 9 17 9 9 7
30 10 10 18 10 10 7
31 11 11 19 11 11 8
32 12 12 20 12 12 8
33 13 13 21 13 13 9
34 14 14 22 14 14 9
35 15 15 23 15 15 9
36 16 16 24 16 16 9
37 17 17 25 17 17 9
38 18 18 26 18 18 9
39 19 19 27 19 19 10
40 20 20 28 20 20 10
41 21 21 29 21 21 10
42 22 22 30 22 21 10
43 23 23 31 23 21 10
44 24 24 32 24 22 10
45 25 25 33 25 22 11
46 25 26 34 25 22 11
47 26 27 35 26 23 11
48 26 28 36 26 23 11
49 27 29 37 27 23 11
50 27 30 38 27 24 11
51 28 31 39 28 24 12
52 28 32 40 28 24 12
53 29 33 41 29 25 12
54 29 34 42 29 25
55 30 35 43 30 26
56 30 36 44 30 26
57 31 37 45 31 27
58 31 38 46 31 27
59 32 39 47 32 28
60 32 40 48 32 28
61 33 41 49 33 28
62 33 42 50 33 28
63 34 43 51 33 28
64 34 44 52 34 29
65 35 45 53 34 29
66 35 46 54 34 29



30 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

67 36 47 55 35 29
68 36 48 56 35 29
69 37 49 57 35 30
70 37 49 57 36 30
71 38 50 58 36 30
72 38 50 58 36 30
73 39 51 59 37 30
74 39 51 59 37 31
75 40 52 60 37 31
76 40 52 60 37 31
77 41 53 61 38 31
78 41 53 61 38
79 41 53 62 38
80 42 54 62 38
81 42 54 63 39
82 42 54 63 39
83 43 55 64 39
84 43 55 64 39
85 43 55 65 39
86 56 66 40
87 56 67 40
88 56 68 40
89 56 69 40
90 56 69 40
91 57 70 41
92 57 70 41
93 57 70 41
94 57 70 41
95 57 70 41
96 58 70 42
97 58 70 42
98 58 70 42
99 58 70 42
100 58 70 42
101 59 70 43
102 59 70
103 59 70
104 59 70
105 59 70
106 70
107 70
108 70
109 70

　チ　医療職給料表㈢昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級



30 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

67 36 47 55 35 29
68 36 48 56 35 29
69 37 49 57 35 30
70 37 49 57 36 30
71 38 50 58 36 30
72 38 50 58 36 30
73 39 51 59 37 30
74 39 51 59 37 31
75 40 52 60 37 31
76 40 52 60 37 31
77 41 53 61 38 31
78 41 53 61 38
79 41 53 62 38
80 42 54 62 38
81 42 54 63 39
82 42 54 63 39
83 43 55 64 39
84 43 55 64 39
85 43 55 65 39
86 56 66 40
87 56 67 40
88 56 68 40
89 56 69 40
90 56 69 40
91 57 70 41
92 57 70 41
93 57 70 41
94 57 70 41
95 57 70 41
96 58 70 42
97 58 70 42
98 58 70 42
99 58 70 42
100 58 70 42
101 59 70 43
102 59 70
103 59 70
104 59 70
105 59 70
106 70
107 70
108 70
109 70

　チ　医療職給料表㈢昇格時号給対応表

昇格した日の前日に 
受けていた号給

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級

31令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

１ 1 1 1 1 1 1
２ 1 1 1 1 1 1
３ 1 1 1 1 1 1
４ 1 1 1 1 1 1
５ 1 1 1 1 1 1
６ 1 1 1 1 1 1
７ 1 1 1 1 1 1
８ 1 1 1 1 1 1
９ 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
14 1 1 2 1 1 1
15 1 1 3 1 1 1
16 1 1 4 1 1 1
17 1 1 5 1 1 1
18 2 1 6 1 1 1
19 3 1 7 1 1 1
20 4 1 8 1 1 1
21 5 1 9 1 1 1
22 6 1 10 2 1 2
23 7 1 11 3 1 3
24 8 1 12 4 1 4
25 9 1 13 5 1 5
26 10 1 14 6 2 6
27 11 1 15 7 3 7
28 12 1 16 8 4 8
29 13 1 17 9 5 9
30 14 2 18 10 6 10
31 15 3 19 11 7 11
32 16 4 20 12 8 12
33 17 5 21 13 9 13
34 18 6 22 14 10 14
35 19 7 23 15 11 15
36 20 8 24 16 12 16
37 21 9 25 17 13 17
38 22 10 26 18 14 18
39 23 11 27 19 15 19
40 24 12 28 20 16 20
41 25 13 29 21 17 20
42 26 14 30 22 17 20
43 27 15 31 23 18 20
44 28 16 32 24 18 20
45 29 17 33 25 19 21
46 30 18 34 26 19 21
47 31 19 35 27 20 21



32 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

48 32 20 36 28 20 21
49 33 21 37 29 21 21
50 34 22 38 30 21 22
51 35 23 39 31 22 22
52 36 24 40 32 22 22
53 37 25 41 33 23 22
54 38 26 42 34 23 22
55 39 27 43 35 24 23
56 40 28 44 36 24 23
57 41 29 45 37 25 23
58 41 30 46 38 25
59 42 31 47 39 26
60 42 32 48 40 26
61 43 33 49 41 27
62 43 34 50 42 27
63 44 35 51 43 28
64 44 36 52 44 28
65 45 37 53 45 29
66 46 38 54 45 29
67 47 39 55 46 29
68 48 40 56 46 29
69 49 41 57 47 29
70 50 42 58 47 29
71 51 43 59 48 30
72 52 44 60 48 30
73 53 45 61 49 30
74 54 46 62 50 30
75 55 47 63 51 30
76 56 48 64 52 30
77 57 49 65 53 31
78 58 50 66 53 31
79 59 51 67 54 31
80 60 52 68 54 31
81 61 53 69 55 31
82 62 54 70 55 31
83 63 55 71 56 32
84 64 56 72 56 32
85 65 57 73 57 32
86 65 58 74 57
87 66 59 75 58
88 66 60 76 58
89 67 61 77 59
90 67 62 78 59
91 68 63 79 60
92 68 64 80 60
93 69 65 81 60
94 70 66 81 60



32 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

48 32 20 36 28 20 21
49 33 21 37 29 21 21
50 34 22 38 30 21 22
51 35 23 39 31 22 22
52 36 24 40 32 22 22
53 37 25 41 33 23 22
54 38 26 42 34 23 22
55 39 27 43 35 24 23
56 40 28 44 36 24 23
57 41 29 45 37 25 23
58 41 30 46 38 25
59 42 31 47 39 26
60 42 32 48 40 26
61 43 33 49 41 27
62 43 34 50 42 27
63 44 35 51 43 28
64 44 36 52 44 28
65 45 37 53 45 29
66 46 38 54 45 29
67 47 39 55 46 29
68 48 40 56 46 29
69 49 41 57 47 29
70 50 42 58 47 29
71 51 43 59 48 30
72 52 44 60 48 30
73 53 45 61 49 30
74 54 46 62 50 30
75 55 47 63 51 30
76 56 48 64 52 30
77 57 49 65 53 31
78 58 50 66 53 31
79 59 51 67 54 31
80 60 52 68 54 31
81 61 53 69 55 31
82 62 54 70 55 31
83 63 55 71 56 32
84 64 56 72 56 32
85 65 57 73 57 32
86 65 58 74 57
87 66 59 75 58
88 66 60 76 58
89 67 61 77 59
90 67 62 78 59
91 68 63 79 60
92 68 64 80 60
93 69 65 81 60
94 70 66 81 60

33令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

95 71 67 82 61
96 72 68 82 61
97 73 69 83 61
98 74 70 83 61
99 75 71 84 62
100 76 72 84 62
101 77 73 85 62
102 77 74 86 62
103 78 75 87 63
104 78 76 88 63
105 79 77 88 63
106 79 77 88 63
107 80 77 89 64
108 80 78 89 64
109 81 78 89 65
110 81 78 90
111 81 79 90
112 81 79 90
113 81 79 91
114 82 80 91
115 82 80 91
116 82 80 92
117 82 81 92
118 82 81 92
119 83 81 93
120 83 81 93
121 83 82 93
122 83 82
123 83 82
124 84 82
125 84 83
126 84 83
127 84 83
128 84 83
129 85 84
130 85 84
131 85 84
132 86 84
133 86 85
134 86 85
135 87 85
136 87 86
137 87 86
138 88 86
139 88 86
140 88 86
141 89 87



34 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

142 89 87
143 89 87
144 89 87
145 90 87
146 90 88
147 90 88
148 90 88
149 91 88
150 91 88
151 91 89
152 91 89
153 92 89
154 92
155 92
156 92
157 93
158 93
159 93
160 94
161 94
162 94
163 95
164 95
165 95
166 96
167 96
168 96
169 97

備考　これらの表の昇格後の号給欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第８の２（第24条関係）
降　格　時　号　給　対　応　表

　イ　行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

１ 33 21 21 9 13 17 12 1
２ 33 22 22 10 14 18 17 2
３ 33 23 23 11 15 19 21 3
４ 34 24 24 12 16 20 28 4
５ 35 25 25 13 17 22 45 9
６ 36 26 26 14 18 24 45 9
７ 38 27 27 15 19 26 45 9
８ 39 28 28 16 20 28 45 9
９ 41 29 29 17 21 30 45 9
10 42 30 30 18 22 32
11 43 31 31 19 23 34



34 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

142 89 87
143 89 87
144 89 87
145 90 87
146 90 88
147 90 88
148 90 88
149 91 88
150 91 88
151 91 89
152 91 89
153 92 89
154 92
155 92
156 92
157 93
158 93
159 93
160 94
161 94
162 94
163 95
164 95
165 95
166 96
167 96
168 96
169 97

備考　これらの表の昇格後の号給欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第８の２（第24条関係）
降　格　時　号　給　対　応　表

　イ　行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

１ 33 21 21 9 13 17 12 1
２ 33 22 22 10 14 18 17 2
３ 33 23 23 11 15 19 21 3
４ 34 24 24 12 16 20 28 4
５ 35 25 25 13 17 22 45 9
６ 36 26 26 14 18 24 45 9
７ 38 27 27 15 19 26 45 9
８ 39 28 28 16 20 28 45 9
９ 41 29 29 17 21 30 45 9
10 42 30 30 18 22 32
11 43 31 31 19 23 34

35令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

12 44 32 32 20 24 36
13 45 33 33 21 25 40
14 46 34 34 22 26 44
15 47 35 35 23 27 65
16 48 36 36 24 28 72
17 49 37 37 25 29 73
18 50 38 38 26 30 73
19 51 39 39 27 31 73
20 52 40 40 28 32 73
21 54 41 41 29 33 73
22 56 42 42 30 34 73
23 58 43 43 31 35 73
24 60 44 44 32 36 73
25 62 45 45 33 37 73
26 64 46 46 34 38 73
27 66 47 47 35 39 73
28 68 48 48 36 40 73
29 71 49 49 37 42 73
30 74 50 50 38 44 73
31 77 51 51 39 46 73
32 80 52 52 40 48 73
33 83 54 53 41 50 73
34 86 56 54 42 52 73
35 89 58 55 43 54 73
36 92 60 56 44 56 73
37 93 61 59 45 58 73
38 93 62 62 46 68 73
39 93 63 65 47 80 73
40 93 64 68 48 84 73
41 93 66 71 49 85 73
42 93 68 74 50 85 73
43 93 70 77 51 85 73
44 93 72 80 52 85 73
45 93 77 84 53 85 73
46 93 82 88 54 85
47 93 87 95 55 85
48 93 92 102 56 85
49 93 97 109 57 85
50 93 102 109 58 85
51 93 107 109 59 85
52 93 116 109 60 85
53 93 125 109 61 85
54 93 125 109 62 85
55 93 125 109 63 85
56 93 125 109 64 85
57 93 125 109 65 85
58 93 125 109 66 85



36 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

59 93 125 109 67 85
60 93 125 109 72 85
61 93 125 109 77 85
62 93 125 109 80 85
63 93 125 109 81 85
64 93 125 109 82 85
65 93 125 109 83 85
66 93 125 109 84 85
67 93 125 109 85 85
68 93 125 109 85 85
69 93 125 109 85 85
70 93 125 109 85 85
71 93 125 109 85 85
72 93 125 109 85 85
73 93 125 109 85 85
74 93 125 109 85
75 93 125 109 85
76 93 125 109 85
77 93 125 109 85
78 93 125 109 85
79 93 125 109 85
80 93 125 109 85
81 93 125 109 85
82 93 125 109 85
83 93 125 109 85
84 93 125 109 85
85 93 125 109 85
86 93 125
87 93 125
88 93 125
89 93 125
90 93 125
91 93 125
92 93 125
93 93 125
94 93 125
95 93 125
96 93 125
97 93 125
98 93 125
99 93 125
100 93 125
101 93 125
102 93 125
103 93 125
104 93 125
105 93 125



36 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

59 93 125 109 67 85
60 93 125 109 72 85
61 93 125 109 77 85
62 93 125 109 80 85
63 93 125 109 81 85
64 93 125 109 82 85
65 93 125 109 83 85
66 93 125 109 84 85
67 93 125 109 85 85
68 93 125 109 85 85
69 93 125 109 85 85
70 93 125 109 85 85
71 93 125 109 85 85
72 93 125 109 85 85
73 93 125 109 85 85
74 93 125 109 85
75 93 125 109 85
76 93 125 109 85
77 93 125 109 85
78 93 125 109 85
79 93 125 109 85
80 93 125 109 85
81 93 125 109 85
82 93 125 109 85
83 93 125 109 85
84 93 125 109 85
85 93 125 109 85
86 93 125
87 93 125
88 93 125
89 93 125
90 93 125
91 93 125
92 93 125
93 93 125
94 93 125
95 93 125
96 93 125
97 93 125
98 93 125
99 93 125
100 93 125
101 93 125
102 93 125
103 93 125
104 93 125
105 93 125

37令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

106 93 125
107 93 125
108 93 125
109 93 125
110 93
111 93
112 93
113 93
114 93
115 93
116 93
117 93
118 93
119 93
120 93
121 93
122 93
123 93
124 93
125 93

　ロ　公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

１ 9 13 21 29 9 13 17 13
２ 10 13 22 30 10 14 18 17
３ 10 13 23 31 11 15 19 20
４ 11 14 24 32 12 16 20 27
５ 12 15 25 33 13 17 21 45
６ 13 16 26 34 14 18 22 45
７ 14 17 27 35 15 19 23 45
８ 15 18 28 36 16 20 24 45
９ 16 19 29 37 17 21 25 45
10 17 20 30 38 18 22 26
11 18 22 31 39 19 23 27
12 19 23 32 40 20 24 28
13 20 24 33 41 21 25 29
14 21 25 34 42 22 26 30
15 22 26 35 43 23 27 31
16 23 27 36 44 24 28 32
17 24 28 37 45 25 29 33
18 25 30 38 46 26 30 34
19 27 30 39 47 27 31 35
20 28 32 40 48 28 32 36
21 29 33 41 49 29 33 37
22 29 34 42 50 30 34 38
23 30 35 43 51 31 35 39



38 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

24 31 36 44 52 32 36 40
25 33 37 45 53 33 37 42
26 33 38 46 54 34 38 44
27 34 39 47 55 35 39 46
28 35 40 48 56 36 40 56
29 37 41 49 57 37 41 67
30 38 42 50 58 38 42 70
31 39 43 51 59 39 43 73
32 40 44 52 60 40 44 73
33 41 45 53 61 41 45 73
34 42 46 54 62 42 46 73
35 43 47 55 63 43 47 73
36 44 48 56 64 44 48 73
37 45 49 57 66 45 51 73
38 46 50 58 68 46 54 73
39 47 51 59 70 47 57 73
40 48 52 60 72 48 67 73
41 49 53 61 73 49 79 73
42 50 54 62 74 50 82 73
43 51 55 63 75 51 85 73
44 52 56 64 76 52 85 73
45 53 57 65 77 53 85 73
46 54 58 66 78 54 85
47 55 59 67 79 55 85
48 56 60 68 80 56 85
49 57 61 70 82 57 85
50 58 62 72 84 58 85
51 59 63 74 86 59 85
52 60 64 76 88 60 85
53 61 65 77 91 61 85
54 62 66 78 94 62 85
55 63 67 79 97 63 85
56 64 68 80 100 64 85
57 65 69 81 101 65 85
58 66 70 82 102 66 85
59 67 71 83 103 67 85
60 68 72 84 112 70 85
61 69 73 85 121 71 85
62 70 74 86 121 72 85
63 71 75 87 121 73 85
64 72 76 88 121 74 85
65 73 77 89 121 75 85
66 74 78 90 121 76 85
67 75 79 91 121 77 85
68 76 80 92 121 78 85
69 78 81 93 121 79 85
70 80 82 94 121 80 85



38 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

24 31 36 44 52 32 36 40
25 33 37 45 53 33 37 42
26 33 38 46 54 34 38 44
27 34 39 47 55 35 39 46
28 35 40 48 56 36 40 56
29 37 41 49 57 37 41 67
30 38 42 50 58 38 42 70
31 39 43 51 59 39 43 73
32 40 44 52 60 40 44 73
33 41 45 53 61 41 45 73
34 42 46 54 62 42 46 73
35 43 47 55 63 43 47 73
36 44 48 56 64 44 48 73
37 45 49 57 66 45 51 73
38 46 50 58 68 46 54 73
39 47 51 59 70 47 57 73
40 48 52 60 72 48 67 73
41 49 53 61 73 49 79 73
42 50 54 62 74 50 82 73
43 51 55 63 75 51 85 73
44 52 56 64 76 52 85 73
45 53 57 65 77 53 85 73
46 54 58 66 78 54 85
47 55 59 67 79 55 85
48 56 60 68 80 56 85
49 57 61 70 82 57 85
50 58 62 72 84 58 85
51 59 63 74 86 59 85
52 60 64 76 88 60 85
53 61 65 77 91 61 85
54 62 66 78 94 62 85
55 63 67 79 97 63 85
56 64 68 80 100 64 85
57 65 69 81 101 65 85
58 66 70 82 102 66 85
59 67 71 83 103 67 85
60 68 72 84 112 70 85
61 69 73 85 121 71 85
62 70 74 86 121 72 85
63 71 75 87 121 73 85
64 72 76 88 121 74 85
65 73 77 89 121 75 85
66 74 78 90 121 76 85
67 75 79 91 121 77 85
68 76 80 92 121 78 85
69 78 81 93 121 79 85
70 80 82 94 121 80 85

39令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

71 82 83 95 121 81 85
72 84 84 96 121 82 85
73 85 85 97 121 83 85
74 86 86 98 121 84
75 87 87 99 121 85
76 88 88 100 121 85
77 89 89 101 121 85
78 90 90 102 121 85
79 91 91 103 121 85
80 92 92 104 121 85
81 93 93 105 121 85
82 94 94 106 121 85
83 95 95 107 121 85
84 96 96 108 121 85
85 97 97 110 121 85
86 98 98 112
87 99 99 114
88 100 100 116
89 101 102 118
90 102 104 120
91 103 106 122
92 104 108 132
93 107 109 137
94 110 110 138
95 113 111 139
96 116 112 141
97 118 113 141
98 120 114 141
99 122 115 141
100 124 116 141
101 125 119 141
102 125 122 141
103 125 125 141
104 125 128 141
105 125 131 141
106 125 134 141
107 125 137 141
108 125 140 141
109 125 142 141
110 125 144 141
111 125 145 141
112 125 145 141
113 125 145 141
114 125 145 141
115 125 145 141
116 125 145 141
117 125 145 141



40 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

118 125 145 141
119 125 145 141
120 125 145 141
121 125 145 141
122 125 145
123 125 145
124 125 145
125 125 145
126 125 145
127 125 145
128 125 145
129 125 145
130 125 145
131 125 145
132 125 145
133 125 145
134 125 145
135 125 145
136 125 145
137 125 145
138 125 145
139 125 145
140 125 145
141 125 145
142 125
143 125
144 125
145 125

　ハ　教育職給料表㈠降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級

１ 21 37 29 41
２ 22 38 30 42
３ 23 39 31 43
４ 24 40 32 44
５ 25 41 33 45
６ 26 42 34 46
７ 27 43 35 47
８ 28 44 36 48
９ 29 45 37 50
10 30 46 38 52
11 31 47 39 54
12 32 48 40 56
13 33 49 41 58
14 34 50 42 60
15 35 51 43 61



40 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

118 125 145 141
119 125 145 141
120 125 145 141
121 125 145 141
122 125 145
123 125 145
124 125 145
125 125 145
126 125 145
127 125 145
128 125 145
129 125 145
130 125 145
131 125 145
132 125 145
133 125 145
134 125 145
135 125 145
136 125 145
137 125 145
138 125 145
139 125 145
140 125 145
141 125 145
142 125
143 125
144 125
145 125

　ハ　教育職給料表㈠降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級

１ 21 37 29 41
２ 22 38 30 42
３ 23 39 31 43
４ 24 40 32 44
５ 25 41 33 45
６ 26 42 34 46
７ 27 43 35 47
８ 28 44 36 48
９ 29 45 37 50
10 30 46 38 52
11 31 47 39 54
12 32 48 40 56
13 33 49 41 58
14 34 50 42 60
15 35 51 43 61

41令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

16 36 52 44 61
17 37 53 45 61
18 38 54 46 61
19 39 55 47 61
20 40 56 48 61
21 41 57 49 61
22 42 58 50
23 43 59 51
24 44 60 52
25 46 61 53
26 48 62 54
27 50 63 55
28 52 64 56
29 54 65 57
30 56 66 58
31 58 67 59
32 60 68 60
33 62 69 61
34 64 70 62
35 66 71 63
36 68 72 64
37 70 73 65
38 72 74 66
39 74 75 67
40 76 76 68
41 78 77 69
42 80 78 70
43 82 79 71
44 84 80 72
45 86 81 74
46 88 82 76
47 90 83 78
48 92 84 80
49 94 85 81
50 96 86 82
51 98 87 83
52 100 88 84
53 102 89 87
54 104 90 90
55 106 91 93
56 108 92 96
57 112 93 99
58 116 94 102
59 120 95 105
60 124 96 105
61 130 97 105
62 136 98



42 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

63 142 99
64 148 100
65 150 101
66 152 102
67 153 103
68 153 104
69 153 106
70 153 108
71 153 110
72 153 112
73 153 114
74 153 116
75 153 118
76 153 120
77 153 125
78 153 130
79 153 135
80 153 140
81 153 142
82 153 144
83 153 145
84 153 145
85 153 145
86 153 145
87 153 145
88 153 145
89 153 145
90 153 145
91 153 145
92 153 145
93 153 145
94 153 145
95 153 145
96 153 145
97 153 145
98 153 145
99 153 145
100 153 145
101 153 145
102 153 145
103 153 145
104 153 145
105 153 145
106 153
107 153
108 153
109 153



42 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

63 142 99
64 148 100
65 150 101
66 152 102
67 153 103
68 153 104
69 153 106
70 153 108
71 153 110
72 153 112
73 153 114
74 153 116
75 153 118
76 153 120
77 153 125
78 153 130
79 153 135
80 153 140
81 153 142
82 153 144
83 153 145
84 153 145
85 153 145
86 153 145
87 153 145
88 153 145
89 153 145
90 153 145
91 153 145
92 153 145
93 153 145
94 153 145
95 153 145
96 153 145
97 153 145
98 153 145
99 153 145
100 153 145
101 153 145
102 153 145
103 153 145
104 153 145
105 153 145
106 153
107 153
108 153
109 153

43令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

110 153
111 153
112 153
113 153
114 153
115 153
116 153
117 153
118 153
119 153
120 153
121 153
122 153
123 153
124 153
125 153
126 153
127 153
128 153
129 153
130 153
131 153
132 153
133 153
134 153
135 153
136 153
137 153
138 153
139 153
140 153
141 153
142 153
143 153
144 153
145 153

　ニ　教育職給料表㈡降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級

１ 9 49 9 61
２ 10 50 10 62
３ 10 51 11 63
４ 11 52 12 68
５ 12 53 13 73
６ 13 54 14 78
７ 14 55 15 81



44 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

８ 15 56 16 81
９ 17 57 17 81
10 18 58 18 81
11 19 59 19 81
12 20 60 20 81
13 21 61 21 81
14 22 62 22 81
15 23 63 23 81
16 24 64 24 81
17 25 65 25 81
18 26 66 26 81
19 27 67 27 81
20 28 68 28 81
21 29 69 29 81
22 30 70 30
23 31 71 31
24 32 72 32
25 33 73 33
26 34 74 34
27 35 75 35
28 36 76 36
29 37 77 37
30 38 78 38
31 39 79 39
32 40 80 40
33 41 81 41
34 42 82 42
35 43 83 43
36 44 84 44
37 46 85 45
38 48 86 46
39 50 87 47
40 52 88 48
41 54 89 49
42 56 90 50
43 58 91 51
44 60 92 52
45 62 93 53
46 64 94 54
47 66 95 55
48 68 96 56
49 70 97 57
50 72 98 58
51 74 99 59
52 76 100 60
53 79 101 61
54 82 102 62



44 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

８ 15 56 16 81
９ 17 57 17 81
10 18 58 18 81
11 19 59 19 81
12 20 60 20 81
13 21 61 21 81
14 22 62 22 81
15 23 63 23 81
16 24 64 24 81
17 25 65 25 81
18 26 66 26 81
19 27 67 27 81
20 28 68 28 81
21 29 69 29 81
22 30 70 30
23 31 71 31
24 32 72 32
25 33 73 33
26 34 74 34
27 35 75 35
28 36 76 36
29 37 77 37
30 38 78 38
31 39 79 39
32 40 80 40
33 41 81 41
34 42 82 42
35 43 83 43
36 44 84 44
37 46 85 45
38 48 86 46
39 50 87 47
40 52 88 48
41 54 89 49
42 56 90 50
43 58 91 51
44 60 92 52
45 62 93 53
46 64 94 54
47 66 95 55
48 68 96 56
49 70 97 57
50 72 98 58
51 74 99 59
52 76 100 60
53 79 101 61
54 82 102 62

45令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

55 85 103 63
56 88 104 64
57 90 105 65
58 92 106 66
59 94 107 67
60 96 108 68
61 100 109 70
62 104 110 72
63 108 111 74
64 112 112 76
65 116 114 77
66 120 116 78
67 124 118 79
68 125 120 83
69 125 121 87
70 125 122 91
71 125 123 95
72 125 124 100
73 125 125 102
74 125 126 104
75 125 127 105
76 125 128 105
77 125 130 105
78 125 134 105
79 125 138 105
80 125 142 105
81 125 146 105
82 125 150
83 125 153
84 125 156
85 125 157
86 125 157
87 125 157
88 125 157
89 125 157
90 125 157
91 125 157
92 125 157
93 125 157
94 125 157
95 125 157
96 125 157
97 125 157
98 125 157
99 125 157
100 125 157
101 125 157



46 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

102 125 157
103 125 157
104 125 157
105 125 157
106 125
107 125
108 125
109 125
110 125
111 125
112 125
113 125
114 125
115 125
116 125
117 125
118 125
119 125
120 125
121 125
122 125
123 125
124 125
125 125
126 125
127 125
128 125
129 125
130 125
131 125
132 125
133 125
134 125
135 125
136 125
137 125
138 125
139 125
140 125
141 125
142 125
143 125
144 125
145 125
146 125
147 125
148 125



46 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

102 125 157
103 125 157
104 125 157
105 125 157
106 125
107 125
108 125
109 125
110 125
111 125
112 125
113 125
114 125
115 125
116 125
117 125
118 125
119 125
120 125
121 125
122 125
123 125
124 125
125 125
126 125
127 125
128 125
129 125
130 125
131 125
132 125
133 125
134 125
135 125
136 125
137 125
138 125
139 125
140 125
141 125
142 125
143 125
144 125
145 125
146 125
147 125
148 125

47令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

149 125
150 125
151 125
152 125
153 125
154 125
155 125
156 125
157 125

　ホ　研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級

１ 25 41 25 12
２ 26 42 26 19
３ 27 43 27 26
４ 28 44 28 33
５ 29 45 29 40
６ 30 46 30 49
７ 31 47 31 57
８ 32 48 32 57
９ 33 51 33 57
10 34 54 34 57
11 35 57 35 57
12 36 60 36 57
13 37 62 38 57
14 38 64 40 57
15 39 66 42
16 40 68 44
17 42 71 45
18 44 74 46
19 46 77 47
20 48 80 48
21 49 81 51
22 50 82 54
23 51 83 57
24 52 84 60
25 54 88 62
26 56 92 66
27 58 96 69
28 60 100 72
29 63 103 75
30 66 108 78
31 69 113 81
32 72 118 81
33 74 121 81
34 76 121 81



48 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

35 78 121 81
36 80 121 81
37 82 121 81
38 84 121 81
39 86 121 81
40 88 121 81
41 90 121 81
42 92 121 81
43 94 121 81
44 96 121 81
45 97 121 81
46 98 121 81
47 99 121 81
48 100 121 81
49 101 121 81
50 102 121 81
51 103 121 81
52 104 121 81
53 107 121 81
54 110 121 81
55 113 121 81
56 116 121 81
57 118 121 81
58 120 121
59 121 121
60 121 121
61 121 121
62 121 121
63 121 121
64 121 121
65 121 121
66 121 121
67 121 121
68 121 121
69 121 121
70 121 121
71 121 121
72 121 121
73 121 121
74 121 121
75 121 121
76 121 121
77 121 121
78 121 121
79 121 121
80 121 121
81 121 121



48 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

35 78 121 81
36 80 121 81
37 82 121 81
38 84 121 81
39 86 121 81
40 88 121 81
41 90 121 81
42 92 121 81
43 94 121 81
44 96 121 81
45 97 121 81
46 98 121 81
47 99 121 81
48 100 121 81
49 101 121 81
50 102 121 81
51 103 121 81
52 104 121 81
53 107 121 81
54 110 121 81
55 113 121 81
56 116 121 81
57 118 121 81
58 120 121
59 121 121
60 121 121
61 121 121
62 121 121
63 121 121
64 121 121
65 121 121
66 121 121
67 121 121
68 121 121
69 121 121
70 121 121
71 121 121
72 121 121
73 121 121
74 121 121
75 121 121
76 121 121
77 121 121
78 121 121
79 121 121
80 121 121
81 121 121

49令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

82 121
83 121
84 121
85 121
86 121
87 121
88 121
89 121
90 121
91 121
92 121
93 121
94 121
95 121
96 121
97 121
98 121
99 121
100 121
101 121
102 121
103 121
104 121
105 121
106 121
107 121
108 121
109 121
110 121
111 121
112 121
113 121
114 121
115 121
116 121
117 121
118 121
119 121
120 121
121 121

　ヘ　医療職給料表㈠降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級

１ 33 21 23
２ 34 22 26
３ 35 23 30
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４ 36 24 33
５ 37 25 73
６ 38 26 73
７ 39 27 73
８ 40 28 73
９ 41 29 73
10 42 30 73
11 43 31
12 44 32
13 47 33
14 51 34
15 55 35
16 59 36
17 62 37
18 64 38
19 65 39
20 65 40
21 65 42
22 65 44
23 65 46
24 65 48
25 65 50
26 65 52
27 65 54
28 65 56
29 65 59
30 65 62
31 65 65
32 65 70
33 65 75
34 65 80
35 65 85
36 65 85
37 65 85
38 65 85
39 65 85
40 65 85
41 65 85
42 65 85
43 65 85
44 65 85
45 65 85
46 65 85
47 65 85
48 65 85
49 65 85
50 65 85
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４ 36 24 33
５ 37 25 73
６ 38 26 73
７ 39 27 73
８ 40 28 73
９ 41 29 73
10 42 30 73
11 43 31
12 44 32
13 47 33
14 51 34
15 55 35
16 59 36
17 62 37
18 64 38
19 65 39
20 65 40
21 65 42
22 65 44
23 65 46
24 65 48
25 65 50
26 65 52
27 65 54
28 65 56
29 65 59
30 65 62
31 65 65
32 65 70
33 65 75
34 65 80
35 65 85
36 65 85
37 65 85
38 65 85
39 65 85
40 65 85
41 65 85
42 65 85
43 65 85
44 65 85
45 65 85
46 65 85
47 65 85
48 65 85
49 65 85
50 65 85
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51 65 85
52 65 85
53 65 85
54 65 85
55 65 85
56 65 85
57 65 85
58 65 85
59 65 85
60 65 85
61 65 85
62 65 85
63 65 85
64 65 85
65 65 85
66 65 85
67 65 85
68 65 85
69 65 85
70 65 85
71 65 85
72 65 85
73 65 85
74 65
75 65
76 65
77 65
78 65
79 65
80 65
81 65
82 65
83 65
84 65
85 65

　ト　医療職給料表㈡降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級

１ 21 21 13 21 21 21
２ 22 22 14 22 22 22
３ 23 23 15 23 23 23
４ 24 24 16 24 24 24
５ 25 25 17 25 25 26
６ 26 26 18 26 26 28
７ 27 27 19 27 27 30
８ 28 28 20 28 28 32
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９ 29 29 21 29 29 38
10 30 30 22 30 30 44
11 31 31 23 31 31 50
12 32 32 24 32 32 53
13 33 33 25 33 33 53
14 34 34 26 34 34 53
15 35 35 27 35 35 53
16 36 36 28 36 36 53
17 37 37 29 37 37 53
18 38 38 30 38 38 53
19 39 39 31 39 39 53
20 40 40 32 40 40 53
21 41 41 33 41 43 53
22 42 42 34 42 46 53
23 43 43 35 43 49 53
24 44 44 36 44 52 53
25 46 45 37 46 54 53
26 48 46 38 48 56 53
27 50 47 39 50 58 53
28 52 48 40 52 63 53
29 54 49 41 54 68 53
30 56 50 42 56 73 53
31 58 51 43 58 77 53
32 60 52 44 60 77 53
33 62 53 45 63 77 53
34 64 54 46 66 77 53
35 66 55 47 69 77 53
36 68 56 48 72 77 53
37 70 57 49 76 77 53
38 72 58 50 80 77
39 74 59 51 85 77
40 76 60 52 90 77
41 79 61 53 95 77
42 82 62 54 100 77
43 85 63 55 101 77
44 85 64 56 101 77
45 85 65 57 101 77
46 85 66 58 101 77
47 85 67 59 101 77
48 85 68 60 101 77
49 85 70 61 101 77
50 85 72 62 101 77
51 85 74 63 101 77
52 85 76 64 101 77
53 85 79 65 101 77
54 85 82 66 101
55 85 85 67 101
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９ 29 29 21 29 29 38
10 30 30 22 30 30 44
11 31 31 23 31 31 50
12 32 32 24 32 32 53
13 33 33 25 33 33 53
14 34 34 26 34 34 53
15 35 35 27 35 35 53
16 36 36 28 36 36 53
17 37 37 29 37 37 53
18 38 38 30 38 38 53
19 39 39 31 39 39 53
20 40 40 32 40 40 53
21 41 41 33 41 43 53
22 42 42 34 42 46 53
23 43 43 35 43 49 53
24 44 44 36 44 52 53
25 46 45 37 46 54 53
26 48 46 38 48 56 53
27 50 47 39 50 58 53
28 52 48 40 52 63 53
29 54 49 41 54 68 53
30 56 50 42 56 73 53
31 58 51 43 58 77 53
32 60 52 44 60 77 53
33 62 53 45 63 77 53
34 64 54 46 66 77 53
35 66 55 47 69 77 53
36 68 56 48 72 77 53
37 70 57 49 76 77 53
38 72 58 50 80 77
39 74 59 51 85 77
40 76 60 52 90 77
41 79 61 53 95 77
42 82 62 54 100 77
43 85 63 55 101 77
44 85 64 56 101 77
45 85 65 57 101 77
46 85 66 58 101 77
47 85 67 59 101 77
48 85 68 60 101 77
49 85 70 61 101 77
50 85 72 62 101 77
51 85 74 63 101 77
52 85 76 64 101 77
53 85 79 65 101 77
54 85 82 66 101
55 85 85 67 101
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56 85 90 68 101
57 85 95 70 101
58 85 100 72 101
59 85 105 74 101
60 85 105 76 101
61 85 105 78 101
62 85 105 80 101
63 85 105 82 101
64 85 105 84 101
65 85 105 85 101
66 85 105 86 101
67 85 105 87 101
68 85 105 88 101
69 85 105 90 101
70 85 105 109 101
71 85 105 109 101
72 85 105 109 101
73 85 105 109 101
74 85 105 109 101
75 85 105 109 101
76 85 105 109 101
77 85 105 109 101
78 85 105 109
79 85 105 109
80 85 105 109
81 85 105 109
82 85 105 109
83 85 105 109
84 85 105 109
85 85 105 109
86 85 105 109
87 85 105 109
88 85 105 109
89 85 105 109
90 85 105 109
91 85 105 109
92 85 105 109
93 85 105 109
94 85 105 109
95 85 105 109
96 85 105 109
97 85 105 109
98 85 105 109
99 85 105 109
100 85 105 109
101 85 105 109
102 85 105
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103 85 105
104 85 105
105 85 105
106 105
107 105
108 105
109 105

　チ　医療職給料表㈢降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級

１ 17 29 13 21 25 21
２ 17 30 14 22 26 22
３ 17 31 15 23 27 23
４ 18 32 16 24 28 24
５ 19 33 17 25 29 25
６ 20 34 18 26 30 26
７ 21 35 19 27 31 27
８ 22 36 20 28 32 28
９ 24 37 21 29 33 29
10 25 38 22 30 34 30
11 26 39 23 31 35 31
12 28 40 24 32 36 32
13 29 41 25 33 37 33
14 30 42 26 34 38 34
15 31 43 27 35 39 35
16 32 44 28 36 40 36
17 33 45 29 37 42 37
18 34 46 30 38 44 38
19 35 47 31 39 46 39
20 36 48 32 40 48 44
21 37 49 33 41 50 49
22 38 50 34 42 52 54
23 39 51 35 43 54 57
24 40 52 36 44 56 57
25 41 53 37 45 58 57
26 42 54 38 46 60 57
27 43 55 39 47 62 57
28 44 56 40 48 64 57
29 45 57 41 49 70 57
30 46 58 42 50 76 57
31 47 59 43 51 82 57
32 48 60 44 52 85 57
33 49 61 45 53 85 57
34 50 62 46 54 85 57
35 51 63 47 55 85 57
36 52 64 48 56 85 57



54 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

103 85 105
104 85 105
105 85 105
106 105
107 105
108 105
109 105

　チ　医療職給料表㈢降格時号給対応表

降格した日の前日に 
受けていた号給

降　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級

１ 17 29 13 21 25 21
２ 17 30 14 22 26 22
３ 17 31 15 23 27 23
４ 18 32 16 24 28 24
５ 19 33 17 25 29 25
６ 20 34 18 26 30 26
７ 21 35 19 27 31 27
８ 22 36 20 28 32 28
９ 24 37 21 29 33 29
10 25 38 22 30 34 30
11 26 39 23 31 35 31
12 28 40 24 32 36 32
13 29 41 25 33 37 33
14 30 42 26 34 38 34
15 31 43 27 35 39 35
16 32 44 28 36 40 36
17 33 45 29 37 42 37
18 34 46 30 38 44 38
19 35 47 31 39 46 39
20 36 48 32 40 48 44
21 37 49 33 41 50 49
22 38 50 34 42 52 54
23 39 51 35 43 54 57
24 40 52 36 44 56 57
25 41 53 37 45 58 57
26 42 54 38 46 60 57
27 43 55 39 47 62 57
28 44 56 40 48 64 57
29 45 57 41 49 70 57
30 46 58 42 50 76 57
31 47 59 43 51 82 57
32 48 60 44 52 85 57
33 49 61 45 53 85 57
34 50 62 46 54 85 57
35 51 63 47 55 85 57
36 52 64 48 56 85 57
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37 53 65 49 57 85 57
38 54 66 50 58 85 57
39 55 67 51 59 85 57
40 56 68 52 60 85 57
41 58 69 53 61 85 57
42 60 70 54 62 85
43 62 71 55 63 85
44 64 72 56 64 85
45 65 73 57 66 85
46 66 74 58 68 85
47 67 75 59 70 85
48 68 76 60 72 85
49 69 77 61 73 85
50 70 78 62 74 85
51 71 79 63 75 85
52 72 80 64 76 85
53 73 81 65 78 85
54 74 82 66 80 85
55 75 83 67 82 85
56 76 84 68 84 85
57 77 85 69 86 85
58 78 86 70 88
59 79 87 71 90
60 80 88 72 94
61 81 89 73 98
62 82 90 74 102
63 83 91 75 106
64 84 92 76 108
65 86 93 77 109
66 88 94 78 109
67 90 95 79 109
68 92 96 80 109
69 93 97 81 109
70 94 98 82 109
71 95 99 83 109
72 96 100 84 109
73 97 101 85 109
74 98 102 86 109
75 99 103 87 109
76 100 104 88 109
77 102 107 89 109
78 104 110 90 109
79 106 113 91 109
80 108 116 92 109
81 113 120 94 109
82 118 124 96 109
83 123 128 98 109
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84 128 132 100 109
85 131 135 101 109
86 134 140 102
87 137 145 103
88 140 150 106
89 144 153 109
90 148 153 112
91 152 153 115
92 156 153 118
93 159 153 121
94 162 153 121
95 165 153 121
96 168 153 121
97 169 153 121
98 169 153 121
99 169 153 121
100 169 153 121
101 169 153 121
102 169 153 121
103 169 153 121
104 169 153 121
105 169 153 121
106 169 153 121
107 169 153 121
108 169 153 121
109 169 153 121
110 169 153
111 169 153
112 169 153
113 169 153
114 169 153
115 169 153
116 169 153
117 169 153
118 169 153
119 169 153
120 169 153
121 169 153
122 169
123 169
124 169
125 169
126 169
127 169
128 169
129 169
130 169
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84 128 132 100 109
85 131 135 101 109
86 134 140 102
87 137 145 103
88 140 150 106
89 144 153 109
90 148 153 112
91 152 153 115
92 156 153 118
93 159 153 121
94 162 153 121
95 165 153 121
96 168 153 121
97 169 153 121
98 169 153 121
99 169 153 121
100 169 153 121
101 169 153 121
102 169 153 121
103 169 153 121
104 169 153 121
105 169 153 121
106 169 153 121
107 169 153 121
108 169 153 121
109 169 153 121
110 169 153
111 169 153
112 169 153
113 169 153
114 169 153
115 169 153
116 169 153
117 169 153
118 169 153
119 169 153
120 169 153
121 169 153
122 169
123 169
124 169
125 169
126 169
127 169
128 169
129 169
130 169

57令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

131 169
132 169
133 169
134 169
135 169
136 169
137 169
138 169
139 169
140 169
141 169
142 169
143 169
144 169
145 169
146 169
147 169
148 169
149 169
150 169
151 169
152 169
153 169

備考　これらの表の降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第８の３（第36条関係）
昇　給　号　給　数　表

　イ　行政職給料表７級以下職員等昇給号給数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号給数
８以上 ６

４（医療職給料
表㈡の適用を受
ける職員で、そ
の職務の級が７
級であり、か
つ、第35条に規
定する職員に該
当する場合にあ
つては、３）

２ ０

２以上 １ ０ ０ ０

備考
　１ 　この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び第35条の
２各号に掲げる職員以外の職員に適用する。

　２ 　この表に定める上段の号給数は条例第４条第８項第１号に掲げる職員以外の職員に、この表に定
める下段の号給数は同号に掲げる職員に適用する。

　ロ　行政職給料表８級以上職員等昇給号給数表
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別 表 第 十 五 中 「 湯 涌 駐 在 所 金 沢 市 」 を

「 湯 涌 駐 在 所

水 産 総 合 セ ン タ ー 内 水 面 水 産 セ ン タ ー

金 沢 市

加 賀 市

」
に 、 「 白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー 白 峰 駐 在 地 」

を 「 白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー 市 ノ 瀬 ビ ジ タ ー セ ン タ ー 」 に 改 め る 。

　 別 記 第 二 号 様 式 中 「一般職の職員の給与に関する条例第10条第１項 」 を 「一般職の職員の給与に関する条
例の施行規則第55条第１項 」 に 、

改 め る 。

　 別 記 第 六 号 の 二 様 式 中 「職員以外の地方公務員､国家公務員､退職派遣者若しくは公社､公庫､公団､事
業団等の職員から人事交流等により引き続き 」 を 「新たに 」 に 改 め 、 「､定年前再任用をされた者 」 及 び 「､

「定年前再任用 」 」 を 削 る 。

　 別 記 第 六 号 の 五 様 式 中 「禁錮 」 を 「拘禁刑 」 に 改 め る 。

　 別 記 第 八 号 様 式 及 び 別 記 第 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

「 届出の理由
□１ 　新たに職員となつた（行政９級職員等にあつては、扶養親族たる子がある場合に限る。）。
□２ 　行政９級職員等から行政９級職員等以外の職員となつた（子以外の扶養親族がある場合に限
る。）。

□３ 　新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある（行政９級職員等にあつては、子
に限る。）。

□４ 　扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある（子、孫及び弟妹で満22歳の年度末を超えた
者を除き、行政９級職員等にあつては、子に限る。）。 」

を

「 届出の理由
□１ 　新たに職員となつた又は新たに一般職の職員の給与に関する条例第９条の規定の適用の対象
となつた。

□２　行政９級職員等又は行政８級職員等から降格等となつた。
□３　新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある。
□４　扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある。
※ 　１、３及び４については、行政９級職員等にあつては子に係る事由が生じた場合に、行政８級
職員等にあつては配偶者以外の扶養親族に係る事由が生じた場合に、それぞれ限る。 」

に

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
昇給の号給数 ２ １ ０ ０ ０

備考 　この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び第35条の
２各号に掲げる職員に適用する。
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別 表 第 十 五 中 「 湯 涌 駐 在 所 金 沢 市 」 を

「 湯 涌 駐 在 所

水 産 総 合 セ ン タ ー 内 水 面 水 産 セ ン タ ー

金 沢 市

加 賀 市

」
に 、 「 白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー 白 峰 駐 在 地 」

を 「 白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー 市 ノ 瀬 ビ ジ タ ー セ ン タ ー 」 に 改 め る 。

　 別 記 第 二 号 様 式 中 「一般職の職員の給与に関する条例第10条第１項 」 を 「一般職の職員の給与に関する条
例の施行規則第55条第１項 」 に 、

改 め る 。

　 別 記 第 六 号 の 二 様 式 中 「職員以外の地方公務員､国家公務員､退職派遣者若しくは公社､公庫､公団､事
業団等の職員から人事交流等により引き続き 」 を 「新たに 」 に 改 め 、 「､定年前再任用をされた者 」 及 び 「､

「定年前再任用 」 」 を 削 る 。

　 別 記 第 六 号 の 五 様 式 中 「禁錮 」 を 「拘禁刑 」 に 改 め る 。

　 別 記 第 八 号 様 式 及 び 別 記 第 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

「 届出の理由
□１ 　新たに職員となつた（行政９級職員等にあつては、扶養親族たる子がある場合に限る。）。
□２ 　行政９級職員等から行政９級職員等以外の職員となつた（子以外の扶養親族がある場合に限
る。）。

□３ 　新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある（行政９級職員等にあつては、子
に限る。）。

□４ 　扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある（子、孫及び弟妹で満22歳の年度末を超えた
者を除き、行政９級職員等にあつては、子に限る。）。 」

を

「 届出の理由
□１ 　新たに職員となつた又は新たに一般職の職員の給与に関する条例第９条の規定の適用の対象
となつた。

□２　行政９級職員等又は行政８級職員等から降格等となつた。
□３　新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある。
□４　扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある。
※ 　１、３及び４については、行政９級職員等にあつては子に係る事由が生じた場合に、行政８級
職員等にあつては配偶者以外の扶養親族に係る事由が生じた場合に、それぞれ限る。 」

に

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
昇給の号給数 ２ １ ０ ０ ０

備考 　この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び第35条の
２各号に掲げる職員に適用する。
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で

・
　
km

分
　

円
　

２
□

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
  経
由
）　
　
  ま
で

・
　
km

分
　

円
　

３
□

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
  経
由
）　
　
  ま
で

・
　
km

分
　

円
　

４
□

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
  経
由
）　
　
  ま
で

・
　
km

分
　

円
　

５
□

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
  経
由
）　
　
  ま
で

・
　
km

分
　

円
　

６
□

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
  経
由
）　
　
  ま
で

・
　
km

分
　

円
　

総
通
勤
距
離
（
概
算
）

・
　
　
　
　
　
　
km

記
入
上
の
注
意

総
所
要
時
間
（
概
算
）

分
　
１
 　
「
届
出
の
理
由
」
欄
中
「
３
　
通
勤
経
路
又
は
方
法
の
変
更
」
に
は
勤
務
公
署
の
所
在
地
が
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
通
勤
経
路
の
変
更
を
含
み
、「
４
　
運
賃
等
の
負
担
額
の
変
更
」
に
は
勤

務
態
様
の
変
更
（
交
替
制
勤
務
か
ら
普
通
勤
務
へ
の
変
更
等
）
に
よ
る
負
担
額
の
変
更
を
含
む
。

　
２
　
「
通
勤
の
方
法
の
別
」
欄
に
は
、
通
勤
の
順
路
に
従
い
徒
歩
、
自
転
車
、
自
動
車
、
○
○
線
、
○
○
新
幹
線
等
の
別
を
記
入
す
る
。

　
３
　
「
乗
車
券
等
の
種
類
」
欄
に
は
、
通
勤
に
使
用
す
る
乗
車
券
等
（
定
期
券
（
○
箇
月
）、
○
枚
綴
回
数
券
、
優
待
乗
車
券
等
の
別
）
を
記
入
す
る
。

　
４
　
「
左
欄
の
乗
車
券
等
の
額
」
欄
に
は
、
通
勤
に
使
用
す
る
乗
車
券
等
（
定
期
券
（
○
箇
月
）、
○
枚
綴
回
数
券
、
優
待
乗
車
券
等
）
の
額
を
記
入
す
る
。

　
５
　
往
路
と
帰
路
が
異
な
る
場
合
は
、「
備
考
」
欄
に
そ
の
旨
と
理
由
を
記
入
す
る
。

　
６
　
通
勤
経
路
の
略
図
（
経
路
朱
線
）
は
、
こ
の
様
式
の
裏
面
に
記
入
す
る
。

　
７
　
通
勤
の
実
情
の
一
部
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
内
容
に
関
係
の
な
い
事
項
の
記
入
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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【
条
例
第
22
条
の
６
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
新
幹
線
鉄
道
等
利
用
者
）】

　
□
１
　
異
動
等
に
伴
い
、
通
勤
が
困
難
に
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

　
□
２
　
単
身
赴
任
手
当
を
受
給
し
て
い
た
職
員
で
、
配
偶
者
と
同
居
し
通
勤
が
困
難
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

　
□
３
　
配
偶
者
と
同
居
し
て
子
を
養
育
す
る
た
め
に
転
居
し
、
通
勤
が
困
難
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

　
□
４
　
介
護
の
た
め
に
父
母
の
住
居
等
に
転
居
し
、
通
勤
が
困
難
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

　
□
５
　
上
記
３
又
は
４
た
る
職
員
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
職
員

　
□
６
　
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

※
現
公
署
へ
の
異
動
発
令
年
月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日
※
異
動
等
前
の
住
居
へ
の
入
居
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

※
異
動
等
の
直
前
の
住
居

※
現
住
居
へ
の
入
居
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

新
幹
線
鉄
道
等
利
用
者
の
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
場
合
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
等

順
　
路

通
勤
方
法
の
別

区
　
　
　
　
　
間

距
　
　
　
離

（
概
　
算
）

所
要
時
間

（
概
　
算
）

備
　
　
　
　
　
考

１
　

　
住
居
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

２
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

３
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

４
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

５
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

６
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

記
入
上
の
注
意

総
通
勤
距
離
（
概
算
）

・
　
　
　
　
　
km

　
１
　
※
欄
は
、
□
１
に
レ
印
を
付
し
た
職
員
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

総
所
要
時
間
（
概
算
）

分
　
２
　
「
通
勤
方
法
の
別
」
欄
に
は
、
通
勤
の
順
路
に
従
い
徒
歩
、
自
転
車
、
自
動
車
、
○
○
線
等
の
別
を
記
入
す
る
。

　
３
　
通
勤
経
路
の
略
図
（
経
路
朱
線
）
は
、
こ
の
様
式
の
裏
面
に
記
入
す
る
。
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【
条
例
第
22
条
の
６
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
新
幹
線
鉄
道
等
利
用
者
）】

　
□
１
　
異
動
等
に
伴
い
、
通
勤
が
困
難
に
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

　
□
２
　
単
身
赴
任
手
当
を
受
給
し
て
い
た
職
員
で
、
配
偶
者
と
同
居
し
通
勤
が
困
難
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

　
□
３
　
配
偶
者
と
同
居
し
て
子
を
養
育
す
る
た
め
に
転
居
し
、
通
勤
が
困
難
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

　
□
４
　
介
護
の
た
め
に
父
母
の
住
居
等
に
転
居
し
、
通
勤
が
困
難
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

　
□
５
　
上
記
３
又
は
４
た
る
職
員
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
職
員

　
□
６
　
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

※
現
公
署
へ
の
異
動
発
令
年
月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日
※
異
動
等
前
の
住
居
へ
の
入
居
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

※
異
動
等
の
直
前
の
住
居

※
現
住
居
へ
の
入
居
年
月
日

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

新
幹
線
鉄
道
等
利
用
者
の
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
場
合
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
等

順
　
路

通
勤
方
法
の
別

区
　
　
　
　
　
間

距
　
　
　
離

（
概
　
算
）

所
要
時
間

（
概
　
算
）

備
　
　
　
　
　
考

１
　

　
住
居
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

２
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

３
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

４
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

５
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

６
　

　
　
　
か
ら
（
　
　
　
　
　
　
経
由
）　
　
　
　
ま
で

・
　
　
km

分
　

記
入
上
の
注
意

総
通
勤
距
離
（
概
算
）

・
　
　
　
　
　
km

　
１
　
※
欄
は
、
□
１
に
レ
印
を
付
し
た
職
員
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

総
所
要
時
間
（
概
算
）

分
　
２
　
「
通
勤
方
法
の
別
」
欄
に
は
、
通
勤
の
順
路
に
従
い
徒
歩
、
自
転
車
、
自
動
車
、
○
○
線
等
の
別
を
記
入
す
る
。

　
３
　
通
勤
経
路
の
略
図
（
経
路
朱
線
）
は
、
こ
の
様
式
の
裏
面
に
記
入
す
る
。
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別
記
第
９
号
様
式
（
第
76
条
の
15
関
係
）

通
　
　
勤
　
　
手
　
　
当
　
　
認
　
　
定
　
　
簿

氏
名

所
属

事
実
発
生
年
月
日

年
　
　
  月
　
　
  日

□
回
数
券
等
を
使
用
し
て
利
用
す
る
交
通
機
関
等
が
あ
る
職
員
（
交
替
制
勤
務
等
）

⎭⎜⎜⎫

算
出
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　

⎩⎜⎜⎧

提
出
年
月
日

年
　
　
  月
　
　
  日

１
箇
月
当
た
り
の
平
均
通
勤
所
要
回
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回

受
理
年
月
日

年
　
　
  月
　
　
  日

　
順 　 　 路

算
出
の
基
礎
と
な
る

普
通
交
通
機
関
等

定
期
券

回
数
券

そ
の
他

の
別

運
賃
等
の
額
の
算
出
基
礎

運
賃
等
の
相
当
額

１
箇
月

当
た
り

の
運
賃
等

相
当
額

普
通
交
通
機
関

等
の
認
定
期
間

取
扱
者

確
認
欄

支
給

月
（
支
給
月
に
○
印
を
付
す
）

（
毎
月
の
場
合
は
省
略
可
）

備
　
　
考

普
通
交
通
機

関
等
の
名
称

利
用
区
間

回
　
数
　
券

そ
　
の
　
他

定
　
期
　
券

回
　
数
　
券

そ
　
の
　
他

定
　
期
　
券

普 通 交 通 機 関 等 利 用 者

１
　

　
　

　
　

円
年
　
月
か
ら

1
2
3
4
5
6

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
月
ま
で

7
8
9
10
11
12

改 正
円

年
　
月
か
ら

1
2
3
4
5
6

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
月
ま
で

7
8
9
10
11
12

２
　

　
　

　
　

円
年
　
月
か
ら

1
2
3
4
5
6

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
月
ま
で

7
8
9
10
11
12

改 正
円

年
　
月
か
ら

1
2
3
4
5
6

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
月
ま
で

7
8
9
10
11
12

３
　

　
　

　
　

円
年
　
月
か
ら

1
2
3
4
5
6

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
月
ま
で

7
8
9
10
11
12

改 正
円

年
　
月
か
ら

1
2
3
4
5
6

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
月
ま
で

7
8
9
10
11
12

４
　

　
　

　
　

円
年
　
月
か
ら

1
2
3
4
5
6

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
月
ま
で

7
8
9
10
11
12

改 正
円

年
　
月
か
ら

1
2
3
4
5
6

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
月
ま
で

7
8
9
10
11
12

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額

円
年
  月
  日
改
正

円
年
　
月
　
日
改
正

円

自
動
車
等
の
額

　（
条
例
第
22
条
の
６
第
２
項
第
２
号
の
額
）（
自
動
車
等
の
使
用
距
離
　
　
　
・
　
　
　
km
）　

円
年
　
月
か
ら

年
　
月
ま
で
　

　

改 正
円

年
　
月
か
ら

年
　
月
ま
で
　

普
通
交
通
機
関
等
と
自
動
車
等
の
併
用
者

規
則
第
76
条
の
20
　
□
第
１
号
　
□
第
２
号
　
□
第
３
号

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
と
自
動
車
等
の
額
の
合
計
額

円
年
　
月
　
日
改
正

円
年
　
月
　
日
改
正

円

　
　
※
 運
賃
等
の
額
に
改
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
「
普
通
交
通
機
関
等
の
認
定
期
間
」
の
「
　
年
　
月
ま
で
」
は
、
改
定
が
あ
つ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
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順 路

算
出
の
基
礎
と
な
る

新
幹

線
鉄

道
等
定
期
券

回
数
券

そ
の
他

の
別

特
別
料
金
等
の
額

の
算

出
基

礎
特
別
料
金
等
相
当
額

１
箇

月
当
た
り
の

特
別
料
金
等

相
当

額

新
幹
線
鉄
道
等

の
認
定
期
間

取
扱
者

確
認
欄

支
　

給
　

月
（
支
給
月
に
○
印
を
付
す
）

（
毎
月
の
場
合
は
省
略
可
）

備
　
　
　
考

新
幹
線
鉄
道

等
の
名
称

利
用
区
間

回
　
数
　
券

そ
　
の
　
他

定
　
期
　
券

回
　
数
　
券

そ
　
の
　
他

定
　
期
　
券

新 幹 線 鉄 道 等 利 用 者

１
　

　
　

　
　

円
年
　
　
月
か
ら

　
1

2
3

4
5

6
　

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
　
月
ま
で

7
8

9
10

11
12

改 正
　

　
円

年
　
　
月
か
ら

　
1

2
3

4
5

6
円

（
　
箇
月
）

円
年
　
　
月
ま
で

7
8

9
10

11
12

２
　

　
　

　
　

円
年
　
　
月
か
ら

　
1

2
3

4
5

6
　

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
　
月
ま
で

7
8

9
10

11
12

改 正
　

　
円

年
　
　
月
か
ら

　
1

2
3

4
5

6
円

（
　
箇
月
）

円
年
　
　
月
ま
で

7
8

9
10

11
12

１
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
合
計
額
　
　

円
年
  月
  日
改
正

円
年
　
月
　
日
改
正

円
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
、
自
動
車

等
の
額
及
び
１
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の

合
計
額
の
合
計
額
が
15
0,0
00
円
を
超
え
る
と
き

15
0,0
00
円
×
〔
　
　
　
箇
月
〕
＝
　
　
　
　
　
　
円

　
４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

確
認
・
決
定
（
改
定
）

備
考

支
　
　
給
　
　
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

年
　
　
月
　
　
日
　

職 氏
名

年
　
月
　
日
改
正

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

年
　
　
月
　
　
日
　

職 氏
名

年
　
月
　
日
改
正

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

年
　
　
月
　
　
日
　

職 氏
名

決 　 　 定 　 　 事 　 　 項

条
例
第
22
条
の
６
第
１
項
　
該
当
・
非
該
当

　
　
□
該
当
　
　（
□
規
則
第
76
条
の
16
）

　
　
□
非
該
当

　
　
理
由
：

　
返
納
事
由

規
則
第
76
条
の
22
の
２
第
１
項
返
納
事
由

発
生
年
月
返
納
対
象
普
通
交
通
機
関
等

及
び
新
幹
線
鉄
道
等

払
戻
金
相
当
額
の
算
出
基
礎

払
戻
金
相
当
額

取
扱
者

確
認
欄

備
考

１
□
第
１
号
　
□
第
３
号

□
第
２
号
　
□
第
４
号

円

手
当
額
の
決
定

条
例
第
22
条
の
６
第
２
項
　
□
第
１
号
□
第
２
号
□
第
３
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 □
規
則
第
76
条
の
19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
通
勤
所
要
回
数
　
回
）

　
□
規
則
第
76
条
の
20
　
□
第
１
号
□
第
２
号
□
第
３
号

条
例
第
22
条
の
６
　
□
第
３
項
　
□
第
４
項

（
□
規
則
第
76
条
の
21
の
８
第
１
項
第
３
号
）

　
　
　
　
　
 （
□
規
則
第
76
条
の
21
の
８
第
１
項
第
４
号
）

２
□
第
１
号
　
□
第
３
号

□
第
２
号
　
□
第
４
号

円

３
□
第
１
号
　
□
第
３
号

□
第
２
号
　
□
第
４
号

円

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
及
び
１
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
合
計
額
が

15
0,0
00
円
を
超
え
て
い
た
場
合

規
則
第
76
条
の
22
の
２
第
２
項
第
２
号
の
月
数
と
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
（
算
出
基
礎
）

月
（
算
出
基
礎
）

円

※
 特
別
料
金
等
の
額
に
改
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
認
定
期
間
」
の
「
　
年
　
月
ま
で
」
は
、
改
定
が
あ
つ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
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順 路

算
出
の
基
礎
と
な
る

新
幹

線
鉄

道
等
定
期
券

回
数
券

そ
の
他

の
別

特
別
料
金
等
の
額

の
算

出
基

礎
特
別
料
金
等
相
当
額

１
箇

月
当
た
り
の

特
別
料
金
等

相
当

額

新
幹
線
鉄
道
等

の
認
定
期
間

取
扱
者

確
認
欄

支
　

給
　

月
（
支
給
月
に
○
印
を
付
す
）

（
毎
月
の
場
合
は
省
略
可
）

備
　
　
　
考

新
幹
線
鉄
道

等
の
名
称

利
用
区
間

回
　
数
　
券

そ
　
の
　
他

定
　
期
　
券

回
　
数
　
券

そ
　
の
　
他

定
　
期
　
券

新 幹 線 鉄 道 等 利 用 者

１
　

　
　

　
　

円
年
　
　
月
か
ら

　
1

2
3

4
5

6
　

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
　
月
ま
で

7
8

9
10

11
12

改 正
　

　
円

年
　
　
月
か
ら

　
1

2
3

4
5

6
円

（
　
箇
月
）

円
年
　
　
月
ま
で

7
8

9
10

11
12

２
　

　
　

　
　

円
年
　
　
月
か
ら

　
1

2
3

4
5

6
　

円
（
　
箇
月
）

円
年
　
　
月
ま
で

7
8

9
10

11
12

改 正
　

　
円

年
　
　
月
か
ら

　
1

2
3

4
5

6
円

（
　
箇
月
）

円
年
　
　
月
ま
で

7
8

9
10

11
12

１
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
合
計
額
　
　

円
年
  月
  日
改
正

円
年
　
月
　
日
改
正

円
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
、
自
動
車

等
の
額
及
び
１
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の

合
計
額
の
合
計
額
が
15
0,0
00
円
を
超
え
る
と
き

15
0,0
00
円
×
〔
　
　
　
箇
月
〕
＝
　
　
　
　
　
　
円

　
４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

確
認
・
決
定
（
改
定
）

備
考

支
　
　
給
　
　
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

年
　
　
月
　
　
日
　

職 氏
名

年
　
月
　
日
改
正

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

年
　
　
月
　
　
日
　

職 氏
名

年
　
月
　
日
改
正

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

年
　
　
月
　
　
日
　

職 氏
名

決 　 　 定 　 　 事 　 　 項

条
例
第
22
条
の
６
第
１
項
　
該
当
・
非
該
当

　
　
□
該
当
　
　（
□
規
則
第
76
条
の
16
）

　
　
□
非
該
当

　
　
理
由
：

　
返
納
事
由

規
則
第
76
条
の
22
の
２
第
１
項
返
納
事
由

発
生
年
月
返
納
対
象
普
通
交
通
機
関
等

及
び
新
幹
線
鉄
道
等

払
戻
金
相
当
額
の
算
出
基
礎

払
戻
金
相
当
額

取
扱
者

確
認
欄

備
考

１
□
第
１
号
　
□
第
３
号

□
第
２
号
　
□
第
４
号

円

手
当
額
の
決
定

条
例
第
22
条
の
６
第
２
項
　
□
第
１
号
□
第
２
号
□
第
３
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 □
規
則
第
76
条
の
19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
通
勤
所
要
回
数
　
回
）

　
□
規
則
第
76
条
の
20
　
□
第
１
号
□
第
２
号
□
第
３
号

条
例
第
22
条
の
６
　
□
第
３
項
　
□
第
４
項

（
□
規
則
第
76
条
の
21
の
８
第
１
項
第
３
号
）

　
　
　
　
　
 （
□
規
則
第
76
条
の
21
の
８
第
１
項
第
４
号
）

２
□
第
１
号
　
□
第
３
号

□
第
２
号
　
□
第
４
号

円

３
□
第
１
号
　
□
第
３
号

□
第
２
号
　
□
第
４
号

円

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
及
び
１
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
合
計
額
が

15
0,0
00
円
を
超
え
て
い
た
場
合

規
則
第
76
条
の
22
の
２
第
２
項
第
２
号
の
月
数
と
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
（
算
出
基
礎
）

月
（
算
出
基
礎
）

円

※
 特
別
料
金
等
の
額
に
改
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
認
定
期
間
」
の
「
　
年
　
月
ま
で
」
は
、
改
定
が
あ
つ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
。
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（ 教 育 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 　 教 育 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第１（第４条関係）

職員の区分
職務の級

号給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

1 2,000円 2,100円 4,000円 4,900円 7,400円
2 2,000 2,100 4,000 4,900 7,400 
3 2,000 2,100 4,000 4,900 7,400 
4 2,000 2,100 4,000 4,900 7,400 

5 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500 
6 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500 
7 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500 
8 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500 

9 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600 
10 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600 
11 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600 
12 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600 

13 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700 
14 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700 
15 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700 
16 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700 

17 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900 
18 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900 
19 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900 
20 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900 

21 2,400 2,800 5,100 5,700 8,000 
22 2,400 2,800 5,100 5,700 
23 2,400 2,800 5,100 5,700 
24 2,400 2,800 5,100 5,700 

25 2,600 2,900 5,300 5,900 
26 2,600 2,900 5,300 5,900 
27 2,600 2,900 5,300 5,900 
28 2,600 2,900 5,300 5,900 

29 2,700 3,000 5,400 6,000 
30 2,700 3,000 5,400 6,000 
31 2,700 3,000 5,400 6,000 
32 2,700 3,000 5,400 6,000 
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33 2,800 3,200 5,600 6,100 
34 2,800 3,200 5,600 6,100 
35 2,800 3,200 5,600 6,100 
36 2,800 3,200 5,600 6,100 

37 2,900 3,300 5,700 6,300 
38 2,900 3,300 5,700 6,300 
39 2,900 3,300 5,700 6,300 
40 2,900 3,300 5,700 6,300 

41 3,100 3,500 5,800 6,400 
42 3,100 3,500 5,800 6,400 
43 3,100 3,500 5,800 6,400 
44 3,100 3,500 5,800 6,400 

45 3,200 3,700 6,000 6,600 
46 3,200 3,700 6,000 6,600 
47 3,200 3,700 6,000 6,600 
48 3,200 3,700 6,000 6,600 

49 3,300 3,800 6,100 6,800 
50 3,300 3,800 6,100 6,800 
51 3,300 3,800 6,100 6,800 
52 3,300 3,800 6,100 6,800 

53 3,400 4,100 6,300 6,900 
54 3,400 4,100 6,300 6,900 
55 3,400 4,100 6,300 6,900 
56 3,400 4,100 6,300 6,900 

57 3,500 4,300 6,400 7,000 
58 3,500 4,300 6,400 7,000 
59 3,500 4,300 6,400 7,000 
60 3,500 4,300 6,400 7,000 

61 3,600 4,500 6,500 7,100 
62 3,600 4,500 6,500 7,100 
63 3,600 4,500 6,500 7,100 
64 3,600 4,500 6,500 7,100 

65 3,700 4,800 6,700 7,200 
66 3,700 4,800 6,700 7,200 
67 3,700 4,800 6,700 7,200 
68 3,700 4,800 6,700 7,200 

69 3,800 4,900 6,800 7,300 
70 3,800 4,900 6,800 7,300 



64 令和７年４月 18 日（金曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

33 2,800 3,200 5,600 6,100 
34 2,800 3,200 5,600 6,100 
35 2,800 3,200 5,600 6,100 
36 2,800 3,200 5,600 6,100 

37 2,900 3,300 5,700 6,300 
38 2,900 3,300 5,700 6,300 
39 2,900 3,300 5,700 6,300 
40 2,900 3,300 5,700 6,300 

41 3,100 3,500 5,800 6,400 
42 3,100 3,500 5,800 6,400 
43 3,100 3,500 5,800 6,400 
44 3,100 3,500 5,800 6,400 

45 3,200 3,700 6,000 6,600 
46 3,200 3,700 6,000 6,600 
47 3,200 3,700 6,000 6,600 
48 3,200 3,700 6,000 6,600 

49 3,300 3,800 6,100 6,800 
50 3,300 3,800 6,100 6,800 
51 3,300 3,800 6,100 6,800 
52 3,300 3,800 6,100 6,800 

53 3,400 4,100 6,300 6,900 
54 3,400 4,100 6,300 6,900 
55 3,400 4,100 6,300 6,900 
56 3,400 4,100 6,300 6,900 

57 3,500 4,300 6,400 7,000 
58 3,500 4,300 6,400 7,000 
59 3,500 4,300 6,400 7,000 
60 3,500 4,300 6,400 7,000 

61 3,600 4,500 6,500 7,100 
62 3,600 4,500 6,500 7,100 
63 3,600 4,500 6,500 7,100 
64 3,600 4,500 6,500 7,100 

65 3,700 4,800 6,700 7,200 
66 3,700 4,800 6,700 7,200 
67 3,700 4,800 6,700 7,200 
68 3,700 4,800 6,700 7,200 

69 3,800 4,900 6,800 7,300 
70 3,800 4,900 6,800 7,300 
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71 3,800 4,900 6,800 7,300 
72 3,800 4,900 6,800 7,300 

73 3,900 5,100 6,900 7,400 
74 3,900 5,100 6,900 7,400 
75 3,900 5,100 6,900 7,400 
76 3,900 5,100 6,900 7,400 

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員

77 4,000 5,300 6,900 7,500 
78 4,000 5,300 6,900 7,500 
79 4,000 5,300 6,900 7,500 
80 4,000 5,300 6,900 7,500 

81 4,100 5,400 7,000 7,500 
82 4,100 5,400 7,000 
83 4,100 5,400 7,000 
84 4,100 5,400 7,000 

85 4,100 5,500 7,200 
86 4,100 5,500 7,200 
87 4,100 5,500 7,200 
88 4,100 5,500 7,200 

89 4,200 5,600 7,200 
90 4,200 5,600 7,200 
91 4,200 5,600 7,200 
92 4,200 5,600 7,200 

93 4,300 5,800 7,200 
94 4,300 5,800 7,200 
95 4,300 5,800 7,200 
96 4,300 5,800 7,200 

97 4,400 5,900 7,300 
98 4,400 5,900 7,300 
99 4,400 5,900 7,300 
100 4,400 5,900 7,300 

101 4,400 6,100 7,300 
102 4,400 6,100 7,300 
103 4,400 6,100 7,300 
104 4,400 6,100 7,300 

105 4,500 6,200 7,300 
106 4,500 6,200 
107 4,500 6,200 
108 4,500 6,200 
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109 4,500 6,300 
110 4,500 6,300 
111 4,500 6,300 
112 4,500 6,300 

113 4,600 6,400 
114 4,600 6,400 
115 4,600 6,400 
116 4,600 6,400 

117 4,700 6,500 
118 4,700 6,500 
119 4,700 6,500 
120 4,700 6,500 

121 4,700 6,600 
122 4,700 6,600 
123 4,700 6,600 
124 4,700 6,600 

125 4,800 6,700 
126 6,700 
127 6,700 
128 6,700 

129 6,800 
130 6,800 
131 6,800 
132 6,800 

133 6,900 
134 6,900 
135 6,900 
136 6,900 

137 6,900 
138 6,900 
139 6,900 
140 6,900 

141 6,900 
142 6,900 
143 6,900 
144 6,900 

145 7,000 
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109 4,500 6,300 
110 4,500 6,300 
111 4,500 6,300 
112 4,500 6,300 

113 4,600 6,400 
114 4,600 6,400 
115 4,600 6,400 
116 4,600 6,400 

117 4,700 6,500 
118 4,700 6,500 
119 4,700 6,500 
120 4,700 6,500 

121 4,700 6,600 
122 4,700 6,600 
123 4,700 6,600 
124 4,700 6,600 

125 4,800 6,700 
126 6,700 
127 6,700 
128 6,700 

129 6,800 
130 6,800 
131 6,800 
132 6,800 

133 6,900 
134 6,900 
135 6,900 
136 6,900 

137 6,900 
138 6,900 
139 6,900 
140 6,900 

141 6,900 
142 6,900 
143 6,900 
144 6,900 

145 7,000 
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146 7,000 
147 7,000 
148 7,000 

149 7,100 
150 7,100 
151 7,100 
152 7,100 

153 7,100 
154 7,100 
155 7,100 
156 7,100 

157 7,100 
定年前再任
用短時間勤
務職員

3,200 3,800 4,500 5,100 6,400 

別表第２（第４条関係）

職員の区分
職務の級

号給
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

1 2,000円 2,500円 4,000円 5,700円 7,400円
2 2,000 2,500 4,000 5,700 7,400 
3 2,000 2,500 4,000 5,700 7,400 
4 2,000 2,500 4,000 5,700 7,400 

5 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500 
6 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500 
7 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500 
8 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500 

9 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600 
10 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600 
11 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600 
12 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600 

13 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700 
14 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700 
15 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700 
16 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700 

17 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900 
18 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900 
19 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900 
20 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900 
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21 2,400 3,200 5,100 6,400 8,000 
22 2,400 3,200 5,100 6,400 
23 2,400 3,200 5,100 6,400 
24 2,400 3,200 5,100 6,400 

25 2,600 3,300 5,300 6,600 
26 2,600 3,300 5,300 6,600 
27 2,600 3,300 5,300 6,600 
28 2,600 3,300 5,300 6,600 

29 2,700 3,500 5,400 6,800 
30 2,700 3,500 5,400 6,800 
31 2,700 3,500 5,400 6,800 
32 2,700 3,500 5,400 6,800 

33 2,800 3,700 5,600 6,900 
34 2,800 3,700 5,600 6,900 
35 2,800 3,700 5,600 6,900 
36 2,800 3,700 5,600 6,900 

37 2,900 3,800 5,700 7,000 
38 2,900 3,800 5,700 7,000 
39 2,900 3,800 5,700 7,000 
40 2,900 3,800 5,700 7,000 

41 3,100 4,100 5,800 7,100 
42 3,100 4,100 5,800 7,100 
43 3,100 4,100 5,800 7,100 
44 3,100 4,100 5,800 7,100 

45 3,200 4,300 6,000 7,200 
46 3,200 4,300 6,000 7,200 
47 3,200 4,300 6,000 7,200 
48 3,200 4,300 6,000 7,200 

49 3,300 4,500 6,100 7,300 
50 3,300 4,500 6,100 7,300 
51 3,300 4,500 6,100 7,300 
52 3,300 4,500 6,100 7,300 

53 3,400 4,800 6,300 7,400 
54 3,400 4,800 6,300 7,400 
55 3,400 4,800 6,300 7,400 
56 3,400 4,800 6,300 7,400 

57 3,500 4,900 6,400 7,500 
58 3,500 4,900 6,400 7,500 
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21 2,400 3,200 5,100 6,400 8,000 
22 2,400 3,200 5,100 6,400 
23 2,400 3,200 5,100 6,400 
24 2,400 3,200 5,100 6,400 

25 2,600 3,300 5,300 6,600 
26 2,600 3,300 5,300 6,600 
27 2,600 3,300 5,300 6,600 
28 2,600 3,300 5,300 6,600 

29 2,700 3,500 5,400 6,800 
30 2,700 3,500 5,400 6,800 
31 2,700 3,500 5,400 6,800 
32 2,700 3,500 5,400 6,800 

33 2,800 3,700 5,600 6,900 
34 2,800 3,700 5,600 6,900 
35 2,800 3,700 5,600 6,900 
36 2,800 3,700 5,600 6,900 

37 2,900 3,800 5,700 7,000 
38 2,900 3,800 5,700 7,000 
39 2,900 3,800 5,700 7,000 
40 2,900 3,800 5,700 7,000 

41 3,100 4,100 5,800 7,100 
42 3,100 4,100 5,800 7,100 
43 3,100 4,100 5,800 7,100 
44 3,100 4,100 5,800 7,100 

45 3,200 4,300 6,000 7,200 
46 3,200 4,300 6,000 7,200 
47 3,200 4,300 6,000 7,200 
48 3,200 4,300 6,000 7,200 

49 3,300 4,500 6,100 7,300 
50 3,300 4,500 6,100 7,300 
51 3,300 4,500 6,100 7,300 
52 3,300 4,500 6,100 7,300 

53 3,400 4,800 6,300 7,400 
54 3,400 4,800 6,300 7,400 
55 3,400 4,800 6,300 7,400 
56 3,400 4,800 6,300 7,400 

57 3,500 4,900 6,400 7,500 
58 3,500 4,900 6,400 7,500 
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59 3,500 4,900 6,400 7,500 
60 3,500 4,900 6,400 7,500 

61 3,600 5,100 6,500 7,500 
62 3,600 5,100 6,500 
63 3,600 5,100 6,500 
64 3,600 5,100 6,500 

65 3,700 5,300 6,700 
66 3,700 5,300 6,700 
67 3,700 5,300 6,700 
68 3,700 5,300 6,700 

69 3,800 5,400 6,800 
70 3,800 5,400 6,800 
71 3,800 5,400 6,800 
72 3,800 5,400 6,800 

73 3,900 5,500 6,900 
74 3,900 5,500 6,900 

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員

75 3,900 5,500 6,900 
76 3,900 5,500 6,900 

77 4,000 5,600 6,900 
78 4,000 5,600 6,900 
79 4,000 5,600 6,900 
80 4,000 5,600 6,900 

81 4,100 5,800 7,000 
82 4,100 5,800 7,000 
83 4,100 5,800 7,000 
84 4,100 5,800 7,000 

85 4,100 5,900 7,200 
86 4,100 5,900 7,200 
87 4,100 5,900 7,200 
88 4,100 5,900 7,200 

89 4,200 6,100 7,200 
90 4,200 6,100 7,200 
91 4,200 6,100 7,200 
92 4,200 6,100 7,200 

93 4,300 6,200 7,200 
94 4,300 6,200 7,200 
95 4,300 6,200 7,200 
96 4,300 6,200 7,200 
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97 4,400 6,300 7,300 
98 4,400 6,300 7,300 
99 4,400 6,300 7,300 
100 4,400 6,300 7,300 

101 4,400 6,400 7,300 
102 4,400 6,400 7,300 
103 4,400 6,400 7,300 
104 4,400 6,400 7,300 

105 4,500 6,500 7,300 
106 4,500 6,500 
107 4,500 6,500 
108 4,500 6,500 

109 4,500 6,600 
110 4,500 6,600 
111 4,500 6,600 
112 4,500 6,600 

113 4,600 6,700 
114 4,600 6,700 
115 4,600 6,700 
116 4,600 6,700 

117 4,700 6,800 
118 4,700 6,800 
119 4,700 6,800 
120 4,700 6,800 

121 4,700 6,900 
122 4,700 6,900 
123 4,700 6,900 
124 4,700 6,900 

125 4,800 6,900 
126 4,800 6,900 
127 4,800 6,900 
128 4,800 6,900 

129 4,900 6,900 
130 4,900 6,900 
131 4,900 6,900 
132 4,900 6,900 

133 4,900 7,000 
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97 4,400 6,300 7,300 
98 4,400 6,300 7,300 
99 4,400 6,300 7,300 
100 4,400 6,300 7,300 

101 4,400 6,400 7,300 
102 4,400 6,400 7,300 
103 4,400 6,400 7,300 
104 4,400 6,400 7,300 

105 4,500 6,500 7,300 
106 4,500 6,500 
107 4,500 6,500 
108 4,500 6,500 

109 4,500 6,600 
110 4,500 6,600 
111 4,500 6,600 
112 4,500 6,600 

113 4,600 6,700 
114 4,600 6,700 
115 4,600 6,700 
116 4,600 6,700 

117 4,700 6,800 
118 4,700 6,800 
119 4,700 6,800 
120 4,700 6,800 

121 4,700 6,900 
122 4,700 6,900 
123 4,700 6,900 
124 4,700 6,900 

125 4,800 6,900 
126 4,800 6,900 
127 4,800 6,900 
128 4,800 6,900 

129 4,900 6,900 
130 4,900 6,900 
131 4,900 6,900 
132 4,900 6,900 

133 4,900 7,000 
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（ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 　 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 五 条 の 前 の 見 出 し 中 「 及 び 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 を 削 る 。

　 　 第 六 条 第 二 項 を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

第 一 条 　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 給 与 規 則 」 と い う 。 ） 別 記 第 六 号 の 五 様 式 の 規 定 は 、 同 年 六

月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 切 替 日 に お け る 昇 格 又 は 降 格 し た 職 員 の 号 給 の 特 例 ）

第 二 条 　 令 和 七 年 四 月 一 日 （ 以 下 「 切 替 日 」 と い う 。 ） に 昇 格 又 は 降 格 （ 以 下 「 昇 格 等 」 と い う 。 ） し た 職 員 に

つ い て は 、 当 該 昇 格 等 が な い も の と し た 場 合 に そ の 者 が 切 替 日 に 受 け る こ と と な る 号 給 を 切 替 日 の 前 日 に 受

け て い た も の と み な し て 改 正 後 の 給 与 規 則 第 二 十 三 条 又 は 第 二 十 四 条 の 規 定 を 適 用 す る 。

（ 選 考 の 結 果 に 基 づ い て 新 た に 職 員 と な っ た 者 の 号 給 の 調 整 ）

第 三 条 　 切 替 日 前 に 選 考 （ 切 替 日 に 採 用 す る こ と を 予 定 し て 行 わ れ た も の で あ り 、 か つ 、 切 替 日 に 当 該 選 考

の 結 果 に 基 づ い て 新 た に 職 員 と な っ た 部 内 の 他 の 職 員 が あ る も の に 限 る 。 ） の 結 果 に 基 づ い て 新 た に 職 員 と

な っ た 者 の 切 替 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 切 替 日 に 新 た に 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 と の 均 衡 上 必 要 が

あ る と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 人 事 委 員 会 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 調 整 を 行 う こ と が で き る 。

134 4,900 7,000 
135 4,900 7,000 
136 4,900 7,000 

137 4,900 7,100 
138 4,900 7,100 
139 4,900 7,100 
140 4,900 7,100 

141 5,000 7,100 
142 5,000 7,100 
143 5,000 7,100 
144 5,000 7,100 

145 5,100 7,100 
146 5,100 
147 5,100 
148 5,100 

149 5,100 
150 5,100 
151 5,100 
152 5,100 

153 5,100 
定年前再任
用短時間勤
務職員

3,200 3,800 4,500 5,100 6,400 
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（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 ）

第 四 条 　 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例

第 三 十 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 条 の 二 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 は 、 改 正 後 の 給 与 規 則

第 五 十 七 条 の 二 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 に 掲 げ る 地 域 と す る 。

級 　 地 都 道 府 県 地 　 域

二 十 パ ー セ ン ト 級 地 東 京 都 特 別 区

十 六 パ ー セ ン ト 級 地 大 阪 府 大 阪 市

十 四 パ ー セ ン ト 級 地 愛 知 県 名 古 屋 市

三 パ ー セ ン ト 級 地 石 川 県 金 沢 市

二 パ ー セ ン ト 級 地 石 川 県 内 灘 町

２ 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 令 和 七 年

改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 は 次 に 掲 げ る 区 分

と し 、 同 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 当 該 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。

　 一 　 二 十 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 二 十

　 二 　 十 六 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 十 六

　 三 　 十 四 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 十 四

　 四 　 三 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 三

　 五 　 二 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 二

３ 　 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 は 、 第 一 項 に 定 め る と お り と す

る 。

（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 条 例 第 十 条 の 四 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 　 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 三 第 二 項 第 一 号 に

定 め る 割 合 に つ い て は 、 同 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る

割 合 と す る 。
区 　 分 割 　 合

第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第

一 号 イ

当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 に 在 勤 し て い た 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地

域 又 は 同 日 か ら 六 箇 月 を 遡 っ た 日 の 前 日 か ら 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前

日 ま で の 間 に 在 勤 し て い た 地 域 手 当 支 給 地 域 に 係 る 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規

則 第 七 号 。 以 下 「 令 和 七 年 改 正 規 則 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め

る 割 合 の う ち 最 も 低 い 割 合

第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第

一 号 ロ

当 該 異 動 又 は 移 転 の 日 の 前 日 に 在 勤 し て い た 当 該 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地

域 に 係 る 令 和 七 年 改 正 規 則 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め る 割 合

第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第

一 号 ハ

適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 を 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日

に 在 勤 し て い た 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 又 は 同 日 か ら 六 箇 月 を 遡 っ た 日

の 前 日 か ら 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 在 勤 し て い た こ と と

な る 地 域 手 当 支 給 地 域 に 係 る 令 和 七 年 改 正 規 則 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め

る 割 合 の う ち 最 も 低 い 割 合

２ 　 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 三 第 二 項 第 二 号 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 号 の 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 イ の 項 中 「 条 例 第 十 条 の 二 第 二 項 各 号 に 定 め る 割

合 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 石 川 県 人

事 委 員 会 規 則 第 七 号 。 以 下 こ の 表 に お い て 「 令 和 七 年 改 正 規 則 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め る

割 合 」 と 、 同 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 ロ の 項 中 「 条 例 第 十 条 の 二 第 二 項 第 五 号 に 定 め る 割 合 」 と あ る

の は 「 在 勤 す る 地 域 を 異 に す る 異 動 又 は そ の 在 勤 す る 公 署 の 移 転 の 日 の 前 日 か ら 六 箇 月 を 遡 つ た 日 の 前 日 か

ら 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 ま で の 期 間 に 在 勤 し て い た 地 域 手 当 支 給 地 域 に 係 る 令 和 七 年 改 正 規 則 附
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（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 ）

第 四 条 　 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例

第 三 十 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 条 の 二 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 は 、 改 正 後 の 給 与 規 則

第 五 十 七 条 の 二 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 に 掲 げ る 地 域 と す る 。

級 　 地 都 道 府 県 地 　 域

二 十 パ ー セ ン ト 級 地 東 京 都 特 別 区

十 六 パ ー セ ン ト 級 地 大 阪 府 大 阪 市

十 四 パ ー セ ン ト 級 地 愛 知 県 名 古 屋 市

三 パ ー セ ン ト 級 地 石 川 県 金 沢 市

二 パ ー セ ン ト 級 地 石 川 県 内 灘 町

２ 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 令 和 七 年

改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 は 次 に 掲 げ る 区 分

と し 、 同 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 当 該 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。

　 一 　 二 十 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 二 十

　 二 　 十 六 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 十 六

　 三 　 十 四 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 十 四

　 四 　 三 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 三

　 五 　 二 パ ー セ ン ト 級 地 　 百 分 の 二

３ 　 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 は 、 第 一 項 に 定 め る と お り と す

る 。

（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 条 例 第 十 条 の 四 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 　 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 三 第 二 項 第 一 号 に

定 め る 割 合 に つ い て は 、 同 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 の 下 欄 に 定 め る

割 合 と す る 。
区 　 分 割 　 合

第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第

一 号 イ

当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 に 在 勤 し て い た 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地

域 又 は 同 日 か ら 六 箇 月 を 遡 っ た 日 の 前 日 か ら 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前

日 ま で の 間 に 在 勤 し て い た 地 域 手 当 支 給 地 域 に 係 る 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規

則 第 七 号 。 以 下 「 令 和 七 年 改 正 規 則 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め

る 割 合 の う ち 最 も 低 い 割 合

第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第

一 号 ロ

当 該 異 動 又 は 移 転 の 日 の 前 日 に 在 勤 し て い た 当 該 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地

域 に 係 る 令 和 七 年 改 正 規 則 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め る 割 合

第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第

一 号 ハ

適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て 勤 務 し て い た 期 間 を 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日

に 在 勤 し て い た 石 川 県 内 の 地 域 手 当 支 給 地 域 又 は 同 日 か ら 六 箇 月 を 遡 っ た 日

の 前 日 か ら 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 在 勤 し て い た こ と と

な る 地 域 手 当 支 給 地 域 に 係 る 令 和 七 年 改 正 規 則 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め

る 割 合 の う ち 最 も 低 い 割 合

２ 　 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 三 第 二 項 第 二 号 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 号 の 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 イ の 項 中 「 条 例 第 十 条 の 二 第 二 項 各 号 に 定 め る 割

合 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 石 川 県 人

事 委 員 会 規 則 第 七 号 。 以 下 こ の 表 に お い て 「 令 和 七 年 改 正 規 則 」 と い う 。 ） 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め る

割 合 」 と 、 同 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 ロ の 項 中 「 条 例 第 十 条 の 二 第 二 項 第 五 号 に 定 め る 割 合 」 と あ る

の は 「 在 勤 す る 地 域 を 異 に す る 異 動 又 は そ の 在 勤 す る 公 署 の 移 転 の 日 の 前 日 か ら 六 箇 月 を 遡 つ た 日 の 前 日 か

ら 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 ま で の 期 間 に 在 勤 し て い た 地 域 手 当 支 給 地 域 に 係 る 令 和 七 年 改 正 規 則 附
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則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め る 割 合 の う ち 最 も 低 い 割 合 （ 当 該 期 間 の 全 て を 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在

勤 し て い た 場 合 に あ つ て は 、 令 和 七 年 改 正 規 則 附 則 第 四 条 第 二 項 第 四 号 に 定 め る 割 合 ） 」 と 、 同 表 第 五 十 七

条 の 三 第 一 項 第 二 号 ハ の 項 及 び 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 第 二 号 ニ の 項 中 「 条 例 第 十 条 の 二 第 二 項 各 号 に 定 め る

割 合 」 と あ る の は 「 令 和 七 年 改 正 規 則 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め る 割 合 」 と 、 同 表 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項

第 二 号 ホ の 項 中 「 条 例 第 十 条 の 二 第 二 項 第 五 号 に 定 め る 割 合 」 と あ る の は 「 適 用 日 前 の 特 例 適 用 職 員 と し て

勤 務 し て い た 期 間 を 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 当 該 異 動 若 し く は 移

転 の 日 の 前 日 か ら 六 箇 月 を 遡 つ た 日 の 前 日 か ら 当 該 異 動 若 し く は 移 転 の 日 の 前 日 ま で の 期 間 に 在 勤 し て い た

こ と と な る 地 域 手 当 支 給 地 域 に 係 る 令 和 七 年 改 正 規 則 附 則 第 四 条 第 二 項 各 号 に 定 め る 割 合 の う ち 最 も 低 い 割

合 （ 当 該 期 間 の 全 て を 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 に 在 勤 し て い た こ と と な る と き は 、 令 和 七 年 改 正 規 則 附

則 第 四 条 第 二 項 第 四 号 に 定 め る 割 合 ） 」 と す る 。

３ 　 前 二 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 職 員 が 異 動 又 は 移 転 の 日 の 前 日 に 在 勤 し て い た 地 域 に 引 き 続 き 六

箇 月 （ 当 該 地 域 が 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 で あ る 場 合 は 、 一 年 ） を 超 え て 在 勤 し て い た 場 合 で あ っ て 、

同 日 か ら 六 箇 月 （ 異 動 又 は 移 転 の 日 の 前 日 に 在 勤 し て い た 地 域 が 石 川 県 外 の 地 域 手 当 支 給 地 域 で あ る 場 合

は 、 一 年 ） を 遡 っ た 日 の 前 日 か ら 当 該 異 動 又 は 移 転 の 日 ま で の 間 に 当 該 地 域 に 係 る 条 例 第 十 条 の 二 第 二 項 各

号 に 定 め る 割 合 が 変 更 さ れ た と き は 、 当 該 期 間 の 支 給 割 合 の う ち 最 も 低 い 割 合 と す る 。

（ 暫 定 再 任 用 職 員 に 関 す る 地 域 手 当 に 係 る 経 過 措 置 ）

第 六 条 　 暫 定 再 任 用 職 員 （ 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条

例 第 二 十 八 号 。 以 下 「 令 和 四 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 四 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 二

条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 」 と い う 。 ） と み な し て 、 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 三 か ら 第 五 十 七 条 の 三 の 三 ま で の 規 定 を 適 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 三 第 一 項 中 「 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 」 と い う 。 ） 」 と

あ る の は 「 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 」 と い う 。 ） 又 は 暫 定 再 任 用 （ 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 等 の 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 四 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 と 、 「 当 該 定 年 前 再 任 用 」 と あ る の は 「 当 該 定 年 前 再 任 用 又 は 暫 定 再 任 用 」 と 、 「 定 年 前 再

任 用 の 前 日 」 と あ る の は 「 定 年 前 再 任 用 又 は 暫 定 再 任 用 の 前 日 」 と 、 「 定 年 前 再 任 用 の 日 前 」 と あ る の は 「 定

年 前 再 任 用 又 は 暫 定 再 任 用 の 日 前 」 と 、 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 三 の 二 第 二 項 第 一 号 中 「 定 年 前 再 任

用 」 と あ る の は 「 定 年 前 再 任 用 又 は 暫 定 再 任 用 」 と 、 「 退 職 し た 日 」 と あ る の は 「 退 職 し た 日 又 は 暫 定 再 任

用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 」 と す る 。

（ 特 地 勤 務 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 七 条 　 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 六 第 二

項 か ら 第 四 項 ま で 並 び に 第 五 十 七 条 の 八 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 を 適 用 す る 。

２ 　 暫 定 再 任 用 職 員 に 対 す る 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

条 第 二 項 第 一 号 中 「 定 年 前 再 任 用 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 （ 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 等 の 条 例 （ 次 項 第 四 号 に お い て 「 令 和 四 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、

第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り

採 用 す る こ と を い い 、 暫 定 再 任 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 の 翌 日 に お け る も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 。 ） 」 と 、 同 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で 並 び に 同 条 第 三 項 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で の 規 定 中 「 定 年

前 再 任 用 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 」 と 、 同 項 第 四 号 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の は 「 暫 定

再 任 用 職 員 （ 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条 第

一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 次 号 に お い て 同

じ 。 ） 」 と 、 同 項 第 五 号 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 職 員 」 と す る 。

３ 　 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 以 下

「 給 与 規 則 」 と い う 。 ） 第 五 十 七 条 の 七 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 地 域 手 当 支 給 地 域 」 と あ る の は

「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第

七 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 の 表 に 掲 げ る 地 域 」 と 、 「 条 例 第 十 条 の 二 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関
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す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と す る 。

（ 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 八 条 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 法 第 二 十 二 条 の 四

第 一 項 若 し く は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 又 は 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 四 条 第 一

項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く は 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用

（ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 等 」 と い う 。 ） を さ れ た 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適

用 す る 。

２ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 三 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ れ 、 当 該 定 年

前 再 任 用 等 の 日 前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 を し た 日 が 切 替 日 以 後

で あ る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適 用 す る 。

３ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 四 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ れ 、 当 該 定 年

前 再 任 用 等 の 日 の 前 日 に 支 給 さ れ て い た 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準

ず る 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た 日 が 切 替 日 以 後 で あ る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

（ へ き 地 手 当 及 び へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 九 条 　 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 一 及

び 第 五 十 七 条 の 十 三 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

２ 　 暫 定 再 任 用 職 員 に 対 す る 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 二 号 中 「 定

年 前 再 任 用 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 （ 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 附 則

第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 六 条 第 一

項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い い 、 法 の 規 定 に よ り 暫 定 再 任 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 の

翌 日 に お け る も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 と 、 同 条 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で の 規 定 中 「 定 年 前 再

任 用 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 」 と す る 。

３ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 第 二 号 及 び 第 三 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ

れ た 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適 用 す る 。

４ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 第 四 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ れ 、 当 該 定

年 前 再 任 用 等 の 日 前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 を し た 日 が 切 替 日 以

後 で あ る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適 用 す る 。

５ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 第 五 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ れ 、 当 該 定

年 前 再 任 用 等 の 日 の 前 日 に 支 給 さ れ て い た 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る へ き 地 手 当 に 準

ず る 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た 日 が 切 替 日 以 後 で あ る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

６ 　 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 二 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

同 条 中 「 地 域 手 当 支 給 地 域 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 附 則 第 四 条 第 一 項 の 表 に 掲 げ る 地 域 」 と 、 「 条 例 第 十 条 の 二 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と す る 。

（ 通 勤 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 十 条 　 切 替 日 前 か ら 引 き 続 き 職 員 （ 令 和 七 年 改 正 条 例 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 （ 以 下 「 改 正 前 の 給 与 条 例 」

と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 六 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 （ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 給 与 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 給 与 規 則 」 と い う 。 ） 第 七 十 六 条 の 二 十 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除

き 、 二 以 上 の 普 通 交 通 機 関 等 （ 改 正 前 の 給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 十 七 に 規 定 す る 普 通 交 通 機 関 等 を い う 。 第 一

号 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る も の と し て 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 合 計 額 。 以 下 こ の 項

及 び 次 項 に お い て 「 改 正 前 の 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 」 と い う 。 ） 、 同 項 第 二 号 に 規 定 す る 額 （ 改 正 前 の

給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 二 十 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 改 正 前 の 自 動 車 等

の 利 用 に 係 る 額 」 と い う 。 ） 及 び 改 正 前 の 給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 特 別 料 金 等 の 額

を そ の 支 給 単 位 期 間 （ 同 条 第 七 項 に 規 定 す る 支 給 単 位 期 間 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 月 数 で 除 し て 得

た 額 （ 二 以 上 の 新 幹 線 鉄 道 等 （ 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 新 幹 線 鉄 道 等 を い う 。 ） を 利 用 す る も の と し て 通 勤 手

当 を 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 合 計 額 。 次 項 第 二 号 に お い て 「 改 正 前 の 一 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相

当 額 」 と い う 。 ） の 合 計 額 が 十 五 万 円 を 超 え て い る 職 員 を 除 く 。 ） に 支 給 さ れ て い る 通 勤 手 当 の う ち 次 の 各 号

に 掲 げ る も の （ 切 替 日 の 前 日 及 び 切 替 日 を 含 む 支 給 単 位 期 間 等 （ 改 正 前 の 給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 十
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す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と す る 。

（ 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 八 条 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 法 第 二 十 二 条 の 四

第 一 項 若 し く は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 又 は 令 和 四 年 改 正 条 例 附 則 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 四 条 第 一

項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く は 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ る 採 用

（ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 等 」 と い う 。 ） を さ れ た 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適

用 す る 。

２ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 三 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ れ 、 当 該 定 年

前 再 任 用 等 の 日 前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 を し た 日 が 切 替 日 以 後

で あ る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適 用 す る 。

３ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 九 第 二 項 第 四 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ れ 、 当 該 定 年

前 再 任 用 等 の 日 の 前 日 に 支 給 さ れ て い た 条 例 第 十 一 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 地 勤 務 手 当 に 準

ず る 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た 日 が 切 替 日 以 後 で あ る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

（ へ き 地 手 当 及 び へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 九 条 　 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 一 及

び 第 五 十 七 条 の 十 三 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

２ 　 暫 定 再 任 用 職 員 に 対 す る 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 二 号 中 「 定

年 前 再 任 用 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 （ 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 附 則

第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 、 第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 六 条 第 一

項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い い 、 法 の 規 定 に よ り 暫 定 再 任 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 の

翌 日 に お け る も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 と 、 同 条 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で の 規 定 中 「 定 年 前 再

任 用 」 と あ る の は 「 暫 定 再 任 用 」 と す る 。

３ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 第 二 号 及 び 第 三 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ

れ た 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適 用 す る 。

４ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 第 四 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ れ 、 当 該 定

年 前 再 任 用 等 の 日 前 か ら 引 き 続 き 勤 務 し て い た も の と し た 場 合 に 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 を し た 日 が 切 替 日 以

後 で あ る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て 適 用 す る 。

５ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 第 五 号 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 定 年 前 再 任 用 等 を さ れ 、 当 該 定

年 前 再 任 用 等 の 日 の 前 日 に 支 給 さ れ て い た 条 例 第 十 一 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る へ き 地 手 当 に 準

ず る 手 当 の 支 給 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た 日 が 切 替 日 以 後 で あ る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

６ 　 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 給 与 規 則 第 五 十 七 条 の 十 二 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

同 条 中 「 地 域 手 当 支 給 地 域 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 附 則 第 四 条 第 一 項 の 表 に 掲 げ る 地 域 」 と 、 「 条 例 第 十 条 の 二 」 と あ る の は 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と す る 。

（ 通 勤 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 十 条 　 切 替 日 前 か ら 引 き 続 き 職 員 （ 令 和 七 年 改 正 条 例 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 （ 以 下 「 改 正 前 の 給 与 条 例 」

と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 六 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 （ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 給 与 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 給 与 規 則 」 と い う 。 ） 第 七 十 六 条 の 二 十 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除

き 、 二 以 上 の 普 通 交 通 機 関 等 （ 改 正 前 の 給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 十 七 に 規 定 す る 普 通 交 通 機 関 等 を い う 。 第 一

号 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る も の と し て 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 合 計 額 。 以 下 こ の 項

及 び 次 項 に お い て 「 改 正 前 の 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 」 と い う 。 ） 、 同 項 第 二 号 に 規 定 す る 額 （ 改 正 前 の

給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 二 十 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 に 係 る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 改 正 前 の 自 動 車 等

の 利 用 に 係 る 額 」 と い う 。 ） 及 び 改 正 前 の 給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 特 別 料 金 等 の 額

を そ の 支 給 単 位 期 間 （ 同 条 第 七 項 に 規 定 す る 支 給 単 位 期 間 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 月 数 で 除 し て 得

た 額 （ 二 以 上 の 新 幹 線 鉄 道 等 （ 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 新 幹 線 鉄 道 等 を い う 。 ） を 利 用 す る も の と し て 通 勤 手

当 を 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 合 計 額 。 次 項 第 二 号 に お い て 「 改 正 前 の 一 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相

当 額 」 と い う 。 ） の 合 計 額 が 十 五 万 円 を 超 え て い る 職 員 を 除 く 。 ） に 支 給 さ れ て い る 通 勤 手 当 の う ち 次 の 各 号

に 掲 げ る も の （ 切 替 日 の 前 日 及 び 切 替 日 を 含 む 支 給 単 位 期 間 等 （ 改 正 前 の 給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 十
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に 規 定 す る 支 給 単 位 期 間 等 を い う 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　 一 　 普 通 交 通 機 関 等 及 び 改 正 前 の 給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 自 動 車 等 に 係 る 通 勤 手 当

（ 改 正 前 の 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 改 正 前 の 自 動 車 等 の 利 用 に 係 る 額 の 合 計 額 が 六 万 円 を 超 え る

場 合 の も の に 限 る 。 ）

　 二 　 改 正 前 の 給 与 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 新 幹 線 鉄 道 等 に 係 る 通 勤 手 当

２ 　 前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ た 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 に は 、 当 該 通 勤 手 当 が

支 給 さ れ て い る 間 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 各 月 に お け る 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 一 円 未 満 の 端

数 が あ る 場 合 に あ っ て は そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と し 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 場 合 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 に

あ っ て は 当 該 各 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 と す る 。 ） を 、 支 給 単 位 期 間 を 一 箇 月 と す る 通 勤 手 当 と し て 支 給 す る 。

　 一 　 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 場 合 　 改 正 前 の 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 改 正 前

の 自 動 車 等 の 利 用 に 係 る 額 の 合 計 額 か ら 六 万 円 を 減 じ て 得 た 額

　 二 　 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 を 支 給 さ れ て い る 場 合 　 改 正 前 の 一 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 か ら 当

該 一 箇 月 当 た り の 特 別 料 金 等 相 当 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 （ そ の 額 が 二 万 円 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、

二 万 円 ） を 減 じ て 得 た 額

３ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 六 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に さ れ た 転 居 に つ い て 適 用 す る 。

４ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 七 の 規 定 は 、 切 替 日 前 に 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な っ

た 者 に も 適 用 す る 。

５ 　 改 正 後 の 給 与 規 則 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 八 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 の 規 定 は 、 切 替 日 前 に こ れ ら の 号 に 掲

げ る 職 員 と な っ た 者 （ こ れ ら の 号 に 規 定 す る 当 該 日 以 降 の 転 居 を し た も の を 除 く 。 ） に も 適 用 す る 。

（ 様 式 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 十 一 条 　 改 正 前 の 給 与 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 人 事 委 員 会

規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 附 則 第 五 項 を 削 り 、 附 則 第 六 項 を 附 則 第 五 項 と し 、 附 則 第 七 項 か ら 第 二 十 五 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 上 げ

る 。

第 十 三 条 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 人 事 委 員

会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で を 削 り 、 附 則 第 五 項 を 附 則 第 二 項 と し 、 附 則 第 六 項 か ら 第 九 項 ま で を 三 項 ず つ

繰 り 上 げ る 。

（ 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 四 条 　 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 四 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 六

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 附 則 第 十 一 条 第 六 項 中 「 第 六 十 二 条 の 二 第 二 項 第 二 号 及 び 第 四 号 、 第 六 十 二 条 の 三 第 一 項 第 二 号 及 び 第 三

号 並 び に 」 を 「 第 六 十 二 条 の 三 及 び 」 に 改 め 、 同 条 中 第 七 項 か ら 第 十 一 項 ま で を 削 り 、 第 十 二 項 を 第 七 項 と

し 、 第 十 三 項 を 第 八 項 と す る 。
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